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スケジュール 

 

 

【第１日目（全体会）】 2025年２月22日（土） 13：00～17：45 

  12：30～13：00 受付開始・接続テスト 

  13：00～13：15 開会・あいさつ（小森議長、山﨑副委員長） 

  13：15～13：50 特徴的な情勢と課題 

                         衛生医療評議会事務局長 平 山 春 樹 

  13：50～15：00 講演「新たな地域医療構想について」 

          厚生労働省医政局地域医療計画課 地域医療構想推進室長 堤   雅 宣さん 

  15：00～15：15 休 憩 

  15：15～16：20 講演「公立邑智病院における医療ＤＸの取り組みについて」 

          島根県公立邑智病院副院長（兼）事務部長、企画調整課長事務取扱 

 日 高 武 英さん 

  16：20～17：00 能登半島地震の報告「被災病院の経験と今後の対策」 

              石川県本部 珠洲市職員組合（珠洲市総合病院） 菊 谷 祐 介さん 

  17：00～17：30 国会レポート「衛生医療評議会に関連する活動報告」 

                     自治労協力国会議員 参議院議員 岸   まきこさん 

  17：30～17：45 まとめ・休会 

 

 

【第２日目（分科会）】 2025年２月23日（日） ９：30～13：00 

◆ 看護師分科会「看護師あるあるから職場の課題を考えよう」 

  ９：00～９：30 会場受付 

  ９：30～９：35 開会・あいさつ 

  ９：35～９：45 看護問題対策委員会活動報告 

                            看護問題対策委員 松 川 誠 治さん 

  ９：45～９：55 看護問題対策委員会提起 

                            看護問題対策委員 柴 田 直 希さん 

  ９：55～10：55 講演「労働基準監督署の役割と医療現場の課題」 

           尾形メンタルサポート代表（元奈良労働基準監督署長） 尾 形 賢 一さん 

   （休 憩） 

  11：05～12：15 グループワーク 

  12：15～12：50 グループワーク報告・質疑応答 

  12：50～13：00 まとめ・閉会  
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◆ 医療政策分科会「みんなで学ぼう、公立病院の経営改善」 

  ９：00～９：30 会場受付 

  ９：30～    開会・挨拶 

  ９：35     講演「公立病院の経営改善について」＋質疑 

                    ＮＰＯ法人病院経営支援機構理事長 合 谷 貴 史さん 

   （休 憩） 

  10：45     実習「公営企業年鑑の見方と活用」実習＋質疑 

                    ＮＰＯ法人病院経営支援機構理事長 合 谷 貴 史さん 

  12：45     講評・まとめ 

  13：00     閉 会 

 

◆ コ・メディカル分科会「医療技術職の労働環境改善とキャリアアップ戦略」 

  ９：00～９：30 会場受付 

  ９：30～９：35 開会・あいさつ 

  ９：35～11：05 コ・メディカル委員会提起 

          「医療技術職のポストの課題」 

                    広島県本部 世羅中央病院労働組合 草 井 昭 紀さん 

          「人員要求をするために」 

           千葉県本部 千葉市職員労働組合（千葉市立青葉病院） 藤 崎 和 仁さん 

          「中途採用者の前歴換算について」 

           富山県本部 富山県職員労働組合（富山県立中央病院） 竹 本 昌 平さん 

          「病院給食調理員の現場課題と取り組み」 

                  島根県本部 雲南市立病院職員労働組合 神 田   治さん 

  11：05～11：40 パネルディスカッションと質疑応答 

   （休 憩） 

  11：50～12：50 グループワーク 

  12：50～13：00 まとめ・閉会 
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オンライン参加にあたっての注意事項 

1.【重要】ミュート（マイクオフ）設定のお願い 

参加者は質疑応答などを除いて、ミュート（マイクオフ）の設定でのご参加をお願い

します。 

 

2. 参加登録名について 

 参加者確認のため、Zoomの登録名は「県本部番号・県本部・苗字」で表示して下さい。

また、県本部の前に、下記の県番号の表記をお願いします。 

 

例：29和歌山・小森 

北海道 01 北海道 

近畿 

26 滋賀 

東北 

03 青森 27 京都 

04 岩手 28 奈良 

05 宮城 29 和歌山 

06 秋田 30 大阪 

07 山形 32 兵庫 

08 福島 

中国 

33 岡山 

09 新潟 34 広島 

関東甲 

10 群馬 35 鳥取 

11 栃木 36 島根 

12 茨城 37 山口 

13 埼玉 

四国 

38 香川 

14 東京 39 徳島 

15 千葉 40 愛媛 

16 神奈川 41 高知 

17 山梨 

九州 

42 福岡 

北信 

18 長野 43 佐賀 

19 富山 44 長崎 

20 石川 45 大分 

21 福井 46 宮崎 

東海 

22 静岡 47 熊本 

23 愛知 48 鹿児島 

24 岐阜 49 沖縄 

25 三重 60 社保労連 
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3. 接続確認について 

 セミナー当日は、全体会は12時30分頃よりZoomへの入室が可能となります。入室い

ただきましたら、①画像が見えるか、②音楽が聞こえているかを確認してください。不

具合がある場合は、（当日専用連絡先）090-5400-6576 までお問い合わせ下さい。 

 

4.  参加者アンケートについて 

 参加者アンケートへのご協力をお願いいたします。アンケートの入力時間を設けて

おりますので、スマートフォンやタブレットで下記のＱＲコードを読み取ってアンケ

ートページへ進んでください。 

 

【2月22日 全体会】  

 

 

【2月23日 分科会】 
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1. 本 部 提 起 
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基調提起 

 

2025 年度地域医療セミナー 

 

テーマ「地域医療構想の現状と 2040 年にむけた今後の展望 

～医療現場の労働環境改善を考える～」 

             

＜趣旨＞ 

現在、日本の地域医療は人口減少や高齢化、医療人材の慢性的な不足、そして

物価・人件費高騰によって厳しい病院経営に直面しています。また、2040 年を

見据えた医療体制の再構築が求められる中で、医療現場における人員確保と人

材育成、賃金・労働環境の改善が地域医療の持続可能性を支える上で重要となり

ます。 

このセミナーでは、「地域医療構想の現状と 2040 年にむけた今後の展望」を

テーマに、医療現場の現状を共有するとともに、その課題を解決するための具体

的な取り組みについて議論します。初日となる全体会では、地域医療構想の進展

や公立病院における医療 DX 推進の状況、災害時における公立病院の役割につい

て講演や報告をいただき、地域医療の現状と今後の課題について考えます。さら

に、組織内国会議員からの活動報告を通じて、医療現場の課題について国の動き

や国会議員の役割について共有します。 

二日目の分科会では、看護師分科会とコ・メディカル分科会において、医療現

場の抱える労働環境やキャリアアップの課題を掘り下げ、職場の人員確保や賃

金・労働条件の改善にむけた具体策を議論します。医療政策分科会では、公立病

院の経営改善にむけた知識を深めるために病院経営に関する指標を把握・分析

できるようにします。 

本セミナーを通じて、医療現場のすべての職種が連携し、地域医療の持続可能

な発展にむけて具体的な行動を起こす契機とすることをめざします。人員確保

や賃金・労働環境の改善の施策を共有し、病院経営も注視した上で、人員確保や

労働環境の整備等、組合員が抱える課題解決にむけ、交渉力の底上げにつなげた

いと考えます。 
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特徴的な情勢と課題 

 

公立病院の経営状況について 

総務省が 9 月 27 日に発表した「地方公営企業の 2023 年度決算概要」による

と、公立病院事業は前年の 1,996 億円の黒字から一転し、2,055 億円の赤字とな

りました。この赤字は 4年ぶりで、その主な要因は、新型コロナ関連の補助金減

少や人件費の高騰、患者数の減少とされています。また、過去 10 年間で経常損

失（赤字）を計上した公立病院の割合は、新型コロナ関連補助金の終了後に急増

し、最も少なかった 2021 年度の 27.6％から、2023 年度には 70.4％に達しまし

た。物価や人件費の高騰は続いており、2024 年度の経営状況については 2023 年

度を大きく上回る赤字額が見込まれています。 

さらに、全国自治体病院協議会が 12 月 12 日に公表した「2024 年上半期収支

及び通期決算見込み調査」によると、上半期の経営状況は、回答のあった自治体

病院の有効回答の合計では、経常収益は前年度に比べ 1.1％増加したものの、経

常費用は 3.3％増加し、その結果、経常利益は 46.4％減少しています。通期の決

算見込みでは、経常収益は 0.9％減少し、経常費用が 3.7％増加し、経常利益は

123.8％の大幅減となる見通しです。また、2024 年度人事院勧告を踏まえた給与

改定状況は、77％の自治体病院が給与改定を予定している一方で、16％は未定、

３％は一部実施予定、４％は実施しない見込みとなっています。 

地域医療を守るため、本部は引き続き、関係省庁・国会対策を行い、物価・人

件費の高騰への対応や、不採算医療・政策医療への財政支援を強く求めていきま

す。 

 

医療機関に関連する 2024 年度補正予算について 

2024 年度補正予算案が 2024 年 12 月 17 日に参院本会議で可決・成立しまし

た。医療現場に関連する厚生労働省の予算として、「人口減少や医療機関の経営

状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ」に 1,311 億円が計上されまし

た。その内訳は以下の通りです。 

1. 生産性向上・職場改善事業（828 億円） 

ベースアップ評価料を算定する医療機関を対象に、業務の効率化を目的と

した支援が行われます。具体的には、ICT 機器の導入やタスク・シフト/シ

ェアの推進による業務効率の向上をはかるため、 

 病院・有床診療所には病床 1床あたり 4万円 

 診療所・訪問看護ステーションには 1施設あたり 18 万円が交付 

2. 医療需要の変化に対応した医療機関支援（428 億円） 
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病床数の適正化を進める医療機関を対象に、病床削減の支援として 1病床

あたり 410.4 万円が交付 

3. 産科・小児科医療確保事業（55 億円） 

出生数の減少や少子化の影響を受ける医療機関を支援し、地域の周産期・

小児医療の提供体制の確保 

 

内閣府の予算としては、重点支援地方交付金が 1.1 兆円計上されました。そ

の内訳は以下のとおりです。 

 低所得世帯支援枠：0.5 兆円 

 推奨事業メニュー：0.6 兆円 

 医療機関に対する支援として、推奨事業メニューの「⑤医療・介護・保育施

設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰対策支援」が、昨年度に引き続き

措置されました。 

 

 総務省の予算としては、12 月 17 日の参議院総務委員会において、自治労組

織内議員の岸まきこ参議院議員が、公立病院の経営が今年度非常に厳しいこと

を踏まえ、公立病院に対する交付税の基準額を物価・人件費の高騰を踏まえ、

見直すべきと質問しました。これに対して総務省は、公立病院は独立採算が原

則であるものの、2024 年度補正予算で人事院勧告による引き上げによる影響分

を計上し、特別交付税の単価を見直すと答弁がありました。単価見直し額や予

算総額は 2025 年 1 月時点では公表されていませんが、特別交付税の単価見直

しはこれまでにない対応となります。 

 

 こうした 2024 年度補正予算による医療機関への財政支援を踏まえ、自治労

本部衛生医療評議会では、1月 10 日に開催された「2025 年度第２回県本部労

働条件担当者会議」において、医療現場の賃上げの取り組みについて提起しま

した。さらに、1月 14 日に各県本部に対し、取り組みに関する情報を発信（自

治労情報 2025 第 0005 号）し要求書の提出と交渉を促しました。各単組は、こ

の方針をもとに、医療現場の賃上げや処遇改善にむけ確定闘争の継続協議や春

闘での取り組みを進める必要があります。 

 

2025 年度地方財政対策について 

 総務省は 2024 年 12 月 27 日に、「2025 年度地方財政対策の概要」を公表しま

した。地方財政計画の規模は 97 兆 100 億円程度で、2024 年度と比較して 3 兆

3,700 億円程度（約 3.6％）増加となっています。 

公立病院に対しては物価高騰対策として、公立病院の新設・建替等事業におけ
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る 1㎡あたりの建築単価の上限を 52万円から 59万円に引き上げました。また、

物価・人件費の高騰や患者減少により、資金不足に陥る公立病院が増加している

ことを踏まえ、資金不足の公立病院や、今後資金不足が見込まれる病院に対し、

経営改善実行計画を策定し、収支改善に取り組む病院には、経営改善の効果額の

範囲内で活用できる地方債（病院事業債（経営改善推進事業））を創設しました。

さらに、総務省と厚生労働省の共同事業として、病院経営のトップ層を対象に、

持続可能な経営に必要な知識を習得する研修（医療経営人材養成研修）を創設し

ました。 

また、不採算地域やへき地における医療提供体制の確保のため、2021 年度か

ら実施されている不採算地区病院等への特別交付税の基準額 30％引き上げを継

続します。加えて、へき地医療を担う公的医療機関に対する地方団体の助成経費

に係る特別交付税の対象に、へき地医療拠点病院等が行う訪問看護、遠隔医療に

要する経費を追加しました。 

公立病院の経営は、物価・人件費の高騰や患者減少によって非常に厳しさを増

しています。資金不足の病院については、今回措置された地方債を活用し、対応

することが求められます。また、現行の診療報酬は、現在の物価や人件費に見合

った水準とは言えないため、自治労本部は次期診療報酬改定にむけ、必要な財源

確保をめざし、省庁・国会対策を行っていきます。 

 

診療報酬による賃上げの状況について 

 2024 年診療報酬改定で、医療現場の賃上げの措置としてベースアップ評価料

の新設および初・再診料や入院基本料の引き上げが行われました。これを踏まえ、

自治労本部衛生医療評議会は 3月 27日に人事院勧告と診療報酬による賃上げを

切り分け対応する方針を発信し、各県本部・単組に対し、賃上げにむけた取り組

みを促してきました。 

1 月 6 日時点の集約では、ベースアップ評価料を算定している公立病院は、回

答のあった 347 病院のうち 89％（310 病院）となっています。ベースアップ評価

料を算定した病院の賃上げ方法として、人事院勧告とは切り分け実施した病院

は３％（11/316 病院）にとどまっています。 

この背景には、人事院勧告の大幅な給与引き上げ勧告と病院経営の悪化に加

え、厚生労働省の 2024 年３月 28 日に示された疑義解釈で「ベースアップ評価

料による収入について、人事院勧告にともなう給与増加分にもちいても差し支

えない」という通知が出されたことが影響しています。 

ベースアップ評価料による賃上げ実施期限は、当初 2024 年 12 月末まででし

たが、2025 年 3 月末まで延長されました。これを踏まえ、春闘期においてベー

スアップ評価料を未算定の医療機関は速やかに算定・賃上げの実施にむけた取
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り組みを進める必要があります。また、人事院勧告の賃上げ分にベースアップ評

価料の財源をすべて充てている医療機関については、人事院勧告を上回る賃上

げの実施をめざし、粘り強く交渉を続けることが求められます。 

 

医療従事者の労働環境に関するアンケート結果について 

 自治労衛生医療評議会は、医療従事者の労働環境等に関する課題を把握する

ため、2024 年 11 月 26 日から 2025 年 1 月 22 日にかけて WEB アンケートを実施

し、10,434 人から回答を得ました。 

 始業前業務に関して、全体の 71％（7,382 人／10,371 人）が「ある」と回答

し、そのうち時間外労働として申請していたのは 12％（961 人／7,803 人）でし

た。休憩時間については、すべて取得できたと回答したのは、全体の 25％（2,606

人／10,290 人）で、取得できなかった休憩を時間外労働として申請しているの

は 18％（1,849 人／10,119 人）でした。また、全体の 87％（9,065 人／10,378

人）は休憩を中断して業務にあたることがあると回答しています。勤務後の不払

い残業に関しては、全体の 48％（4,829 人／10,158 人）が「ある」と回答して

います。また、現在の収入については、68％（7,010 人／10,370 人）が不満を持

っていると答えています。パワーハラスメントについては、1 年以内に 21％

（2,096 人／10,075 人）が自分が受けたと回答し、カスタマーハラスメントにつ

いては、26％（2,612 人／10,084 人）が自分が受けたと回答しています。仕事を

辞めたいと思う割合は、昨年の 79％から２ポイント減少し 77％（7,895／10,308

人）となりましたが依然として高い水準となっています。辞めたいと思う理由は、

「業務が多忙」が最も多く、次いで、「賃金に不満」、「業務の責任が重い」、「人

員不足」となっています。 

 これらの結果から、多くの医療従事者が労働環境に多くの課題を抱えている

ことが明らかになりました。衛生医療評議会では、この結果を重く受け止め、公

立病院で働く医療従事者の労働環境改善に取り組む必要があります。また、単組

においては、労働基準法の順守を徹底するとともに、業務と自己研鑽のあいまい

な部分を明確にするなど、早急な対応が求められます。 

 

入院時の食費 20 円引き上げについて 

 12 月 26 日の厚生労働省の社会保障審議会・医療保険部会において、食材費等

の高騰が続いていることを踏まえ、入院時の食費基準の見直しについて、原則自

己負担で進めるが、低所得者には一定の配慮をすることで了承されました。以下

の内容で 2025 年 4 月 1 日から見直しが実施されます。 

改定の内容 

食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものに
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ついて、１食につき 20 円引き上げる。ただし、  

・ 住民税非課税世帯に属する 70 歳以上の者であって、前年の公的年金収入

が 80 万円 以下等であるものについては据え置くこととし、  

・ その他の住民税非課税世帯に属する者については、１食につき 10 円引き

上げることとする。 

厚生労働省は 12 月 27 日、この見直しについて国民からの意見（パブリック

コメント）を募集しました。自治労本部は、1 月 10 日にパブリックコメントを

提出し、入院時の食費の引き上げに賛成する一方で、現在の食料費高騰に加え、

光熱費や人件費の高騰を踏まえると、1 食あたり 20 円の引き上げでは不十分で

あることを指摘しました。また、人件費や委託費の高騰による影響も考慮し、引

き上げ額のさらなる見直しを求めました。さらに、医療機関への財政支援に加え、

食費の物価高騰による影響を適正な指標をもとに公定価格へ反映する仕組みの

構築を提言しました。 

   

新たな地域医療構想について 

社会保障審議会医療部会は 12 月 18 日、新たな地域医療構想と医師偏在対策

についてのとりまとめを了承しました。 

新たな地域医療構想は、2025 年を目標に病床の機能分化・連携を行う現行の

地域医療構想から、医療・介護の複合ニーズを抱える 85 歳以上人口の増加や現

役世代の減少に直面する 2040 年頃を見据えた構想へと移行します。新たな地域

医療構想では、「治す医療」と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を

明確化し、地域完結型の医療･介護提供体制をめざしています。入院医療に加え、

外来・在宅医療、介護との連携も含まれ、医療法上で医療計画の上位に位置付け

られます。 

また、従来の病床機能報告に加えて、新たに医療機関機能も報告を法制化しま

す。医療機関機能は以下の５区分に分類されます。 

・高齢者救急・地域急性期機能 

・在宅医療等連携機能 

・急性期拠点機能 

・専門等機能 

・医育及び広域診療機能 

病床機能は現行の四区分（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）を維持しま

すが、「回復期機能」を「包括期機能」に変更し、高齢者救急など幅広い需要に

対応するとしています。 

構想区域とその協議の場は、必要に応じて広域な観点での区域とし、在宅医療

等は必要に応じて二次医療圏より狭い区域での議論が求められています。実情
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に応じて市町村単位や保健所圏域等の区域を設定することが適当とされていま

す。また、地域医療構想調整会議には、医療関係者、介護関係者、保険者、都道

府県、市町村等の必要な関係者が議題に応じて参画して、地域の実情を踏まえな

がら実効性のある協議を実施することが重要とされています。 

現行の地域医療構想では一般病床及び療養病床のみが対象であり、精神病床

は含まれていませんでしたが、新たな地域医療構想では精神医療を位置付ける

とし、今後具体的な内容を検討していきます。施行にあたっては、十分な準備期

間を設けることとされています。 

 

医師偏在対策について 

医師偏在対策として、人口減少よりも医療機関の減少スピードが早い地域等

を「重点医師偏在対策支援区域（仮称）」に設定し、優先的・重点的に対策を進

めます。都道府県は、医師確保計画の中で、この区域を対象とした「医師偏在是

正プラン（仮称）」を策定し、以下の内容を定めます。 

・重点区域 

・支援対象医療機関 

・必要な医師数 

・医師偏在是正にむけた具体的な取り組み 

経済的インセンティブとして、「重点医師偏在対策支援区域（仮称）」での医師

確保を促進するため、以下の支援策を検討します。 

・診療所の継承・開業・地域定着支援 

・派遣医師・従事医師への手当増額 

・医師の勤務・生活環境の改善 

・派遣元医療機関への支援 

・診療報酬による対応 

 

規制的手法として、「外来医師過多区域」での新規開業希望者に対して、開業

６カ月前に提供する予定の医療機能等の届出を求めることを医療法に規定しま

す。その内容を踏まえ、都道府県は新規開業希望者に協議の場への参加を求め、

地域で不足している医療機能の提供を要請します。要請に従わない医療機関に

は、以下の措置を行います。 

・都道府県医療審議会での説明要求 

・勧告の実施および必要に応じた公表 

・保険医療機関の指定期間を 6年から 3年に短縮 

・医療機能情報提供制度での報告・公表 

・都道府県ホームページ等での公表（勧告に従わない医療機関名や理由） 
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・診療報酬の対応や補助金の不交付措置 

さらに、保険医療機関には管理者を設け、一定期間保険診療に従事した経験を

要件とします。また、医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医

療機関を公的医療機関等にも拡充し、管理者要件としての勤務経験期間はこれ

までの６カ月以上から１年以上に延長されます。医師偏在対策の効果を施行後

５年を目途に検証し、十分な効果が生じていない場合には、更なる医師偏在対策

が検討される予定です。 

これら新たな地域医療構想や医師偏在対策に関する法改正は、2025 年の通常

国会で議論され、関連する医療法等の改正が進められる予定です。 

 

 

組織強化・拡大にむけた取り組み 

医療現場では慢性的な人員不足が続き、多忙な職場が増えています。業務の責

任や業務量に対して賃金が見合わず、始業前業務（いわゆる前残業）や休憩の未

取得、不払い残業などの課題も深刻です。こうした状況を改善し、働き続けられ

る環境を整備するためには、人員確保や労働環境の改善にむけた労働組合の役

割が一層重要となります。 

課題解決には、現場組合員の声を集め、それをもとに賃金・労働条件、職場環

境改善など具体的な取り組みを進めることが不可欠です。 また、組合の交渉力

を強化するためには、組合組織率の向上が必要です。そのためには、組合の活動

を組合員に理解してもらい、関心を持ってもらうための適切な情報発信が求め

られます。 

衛生医療職場では、離職や人員不足により、新規採用者や中途採用者の割合が

増加しています。新規採用者の 100％組合加入をめざし、未加入者への粘り強い

働きかけを行うことが重要です。 さらに、既存の未加入者への対応や、高年齢

層職員の組合加入促進、会計年度任用職員（非正規労働者）の組織化も重要な課

題です。 

組織拡大・強化には、労働組合の意義や活動を広く伝え、組合員の理解を深め

ることが不可欠です。 「じちろう共済」や「マイカー共済」などの福利厚生制

度を積極的に活用し、組合加入のメリットを明確に伝えます。組合未加入者に対

しては、対話を重ねながら、全員が組合に加入できるよう働きかけていきます。 

 

第 27 回参議院選挙における「岸まきこ」の勝利にむけた取り組み 

 自治労は第 97 回定期大会（2023 年 8 月）で、2025 年 7 月の第 27 回参議院選

挙において、現参議院議員の「岸まきこ」さんを全国比例区から自治労組織内候

補として擁立することを決定しています。岸まきこさんは、私たちの職場や現場
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の声を、組織内議員を通じて政治の場に反映させ、さまざまな課題の改善につな

げています。「岸まきこ」さん必勝の取り組みは、自治労の影響力を内外に示す

とともに、医療現場の声を政治に反映させる重要な選挙であることを全体で再

確認しなければなりません。 

 各単組は、各県本部の方針に基づいた取り組みを基本とし、全ての単組は推薦

決定を行います。また、組合員への「岸まきこ」さんの周知には、衛生医療評議

会作成のビラや衛生医療評議会と岸まきこ対談動画を活用し、一人最低 3 回の

声掛けに取り組みます。組合員・公共サービスの現場の声を国政に届けることを

めざし「岸まきこ」さんの必勝にむけ、自治労衛生医療評議会の総力をあげて取

り組みを進めましょう。 

 

最後に 

 地域に必要な医療を提供していくことは、公立病院の重要な使命です。その医

療を提供するのは現場で働く医療従事者であり、人員確保が不可欠です。人員確

保のためには、賃金・労働条件の改善、労働時間の適正化、教育・研修制度の充

実、各種ハラスメント対策などが必要です。また、組合員一人ひとりが抱える課

題に寄り添うことで組合への結集力が高まり、組合の組織力向上や現場の声の

集約が課題解決に繋がります。地域医療の充実と、衛生医療職場で働く組合員が

定年まで健康で働き続けられる職場をめざし、全国の自治労組合員が一丸とな

って取り組みましょう。 
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⾃治労情報2025第0005号
2025年 1⽉ 14⽇

全⽇本⾃治団体労働組合
中央執⾏委員⻑  ⽯上 千博

（総合政治政策局 衛⽣医療評議会）

以上

各県本部委員⻑様

2024年度補正予算を踏まえた医療現場の賃上げの取り組みについて

 連⽇のご健闘に⼼より敬意を表します。
 
 さて、公⽴・公的病院については、コロナ渦以降の患者数の減少や、物価・⼈件費の⾼騰
により、経営が急激に悪化しています。経営難を理由として⼈事院勧告を⾒送ったり、⼀部
が未実施となっている病院も少なくありません。
 こうした中、2024年度の補正予算において、医療機関に対する財政⽀援が措置されまし
た。1⽉10⽇の「2025年度第２回県本部労働条件担当者会議」では、平⼭衛⽣医療評議会
事務局⻑が「補正予算を踏まえた医療現場の賃上げの取り組み」について提起しました。こ
の動画と資料について、ご案内いたします。
 衛⽣医療評議会の⽅針に基づき、確定闘争の継続協議や春闘期に合わせ、医療現場のさら
なる賃上げの取り組みを推進いただくようお願いします。
 
 
 

記
 
 
１．「補正予算を踏まえた医療現場の賃上げについて」提起・動画
   https://www.youtube.com/watch?v=_2kANc0yijI
 
２．資料については添付をご参照ください。
 
３．本件に関するお問い合わせ
  ⾃治労本部・衛⽣医療評議会（担当︓平⼭、蓮⾒） ℡０３－３２６３－０６２２
 

補正予算による賃上げの取り組みについて（衛⽣医療）.docx (application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document) 
労担会議衛⽣医療添付資料_.pdf (application/pdf) 
動画QRコード.docx (application/vnd.openxmlformats-

officedocument.wordprocessingml.document) 
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2024 年度補正予算を踏まえた医療現場の賃上げの取り組みについて 

 

1. 背景 

2024 年度、多くの公立病院が物価や人件費高騰、患者減少等により急激な経営悪化に直

面している。2024 年診療報酬改定による賃上げ措置は、多くの公立病院で人事院勧告の引

き上げ財源に充てられ医療従事者のさらなる賃上げにはつながっていない。また、一部の公

立病院では経営難から人勧を見送りや一部未実施となった病院もある。 

2024 年度補正予算で財政支援が措置され、ベースアップ評価料の実施期限が 3 月末まで

延長されたことを踏まえ、医療現場のさらなる賃上げに取り組む必要がある。 

 

2. 取り組み 

①自治体単組と連携し、確定闘争の継続協議や春闘期に合わせて、医療現場の賃上げ等に関

する要求書を提出し交渉する。 

②自治体当局や病院当局に対して補正予算による財源を確認し、財源を得る。 

③人事院勧告完全実施と診療報酬による取り組み方針をベースに、3月末までに人勧を上回

る賃上げや人員確保、職場環境改善を求める。 

＊補正予算による財政支援を単なる医療機関の赤字補填にさせないこと。 

 

3. 要求項目について 

要求書に以下の要求項目を盛り込む 

・医療機関に関する 2024 年補正予算の財源総額を明らかにし、確実に医療機関に繰り入れ

を行うこと。その財源をもとに医療現場の賃上げ及び人員確保、職場環境改善を行うこと。 

 

4. 具体的な取り組みの例 

・人勧未実施や一部未実施の場合、完全実施 

・人勧実施確認済の場合、診療報酬による財源を人勧に充てている場合は別途月額手当や国

を上回る地域手当支給 

・中堅層以上（賃上げ率が 2.5％未満や 3級以上）の職員に対し月額手当支給 

・夜勤手当をはじめとする各種特殊勤務手当の増額 

・各種特殊勤務手当の新設 

・生産効率向上のため、現場の意見をもとに ICT 関連機器導入 

・タスク・シフト/シェアのため看護補助者や医師事務作業補助者の人員確保や処遇改善 

＊各病院単組の状況に応じた交渉を行う 

 

5. 公立病院の経営状況と診療報酬による賃上げの現状について 

1） 公立病院の経営状況について 

 2023 年度総務省資料 約 7割が経常収支赤字 

 2024 年自治労サンプリング調査において、多くが 2023 年度を上回る経営悪化見通し 
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2） ベースアップ評価料の算定と賃上げの状況 

・2025 年 1 月 6 日時点で、89％がベースアップ評価料を算定済 

・人勧とは別で賃上げを実施したのはベースアップ評価料を算定した医療機関の３％（11 医

療機関） 

 

6. この間の衛生医療評議会の医療機関の財政や賃上げ課題に対する省庁国会対策 

10 月 8 日：酒井 なつみ衆議院議員 

11 月４日：岸 まきこ 参議院議員 

11 月７日：鬼木 まこと 参議院議員 

11 月 12 日：逢坂 誠二 衆議院議員 

11 月 13 日：立憲民主党と国民民主党に予算要請 

11 月 14 日：自治労本部と組織内国会議員 3名による関係省庁との意見交換 

11 月 25 日：総務省予算要請 

12 月３日：長妻 昭 衆議院議員、中島 克仁 衆議院議員 

12 月 13 日：厚生労働省予算要請 

12 月 23 日：社民党に予算要請 

 ＊詳細は自治労 SNS 等参照 

 

7. 2024 年度医療機関に関連する補正予算について 

医療分野の生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等の支援 

施策名：人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ 

1） 厚生労働省補正予算について（資料参照） 

① 生産性向上・職場環境整備等事業（828 億円） 

⇒ICT 機器の導入による業務の効率化・タスク・シフト／シェアによる業務の効率化 

施設要件：ベースアップ評価料算定医療機関 

4 万円×病床数  

例：400 床の病院の場合  4 万円×400 床＝1,600 万円 

 

② 医療需要等の変化を踏まえた医療機関に対する支援（428 億円） 

患者減少等により経営状況の急変に直面している医療機関への支援 

⇒病床削減に対する財政支援 

410.4 万円×病床数 

例：50 床削減の場合 410.4 万円×50 床＝2億 520 万円 

＊通常 114 万（稼働率 50％未満）～228 万（稼働率 90％以上） 

 重点支援区域とモデル推進区域で統合による病床削減は通常分に 1.5 倍に上乗せ 

 

③ 産科・小児科医療確保事業（55 億円） 

・特に分娩取扱施設が少ない地域等における分娩取扱機能の維持のための取組を支援する  

・地域の小児医療の拠点となる施設について、急激な患者数の減少等を踏まえた支援を行う 

⇒支援額に関する詳細未 
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2） 重点支援地方交付金（内閣府） 

・推奨事業メニュー⑤ 医療機関等の食材費やエネルギー高騰に対する支援 

国への実施計画提出期限 2025 年１月 24 日（金）12:00【厳守】（全団体） 

⇒県本部および単組は、都道府県や自治体に重点支援地方交付金の内容を確認する。推奨メ

ニュー⑤が含まれていない場合や、公立病院が対象外となっている場合には、都道府県や自

治体に対して申し入れを行う。 

 

＊参考：兵庫県の 2023 年度の例 

(光熱費支援)病院・有床診療所 

1 病床 20,000 円   400 床の病院の場合 20,000 円×400 床＝800 万円 

(食材料費支援) 入院時食事療養を実施している病院・有床診療所 

1 病床 6,400 円    400 床の病院の場合 6,400 円×400 床＝256 万円 

 

3） 総務省補正予算について 

 2024 年 12 月 17 日の岸まきこ総務委員会質疑（自治労情報 2024 第 0212 号参照）で総務

省から「2024 年度補正予算案により地方公務員の給与改定に必要な経費を盛り込んで計上

している。公立病院についても人勧を踏まえた影響額を計上している。これを踏まえ特別交

付税の単価を引き上げる予定である」との答弁あり。 

＊公営企業は独立採算が原則で、これまで人勧引き上げに対しての財政措置はなし。 

 

補足説明（総務省準公営企業室に確認） 

 医療機関に関連する特別交付税の単価を引き上げる 

 公立病院の経営形態は関係なく、独法や指定管理も対象 

 人勧実施か未実施は関係ない 

 全自治体に対して総務省準公営企業室が再調査 2024 年 12 月 23 日締め切り 

 特別交付税の単価の引き上げ額や財源総額は実態を踏まえ調整中 

 3 月交付の特別交付税に反映される 

 

8. 交渉状況と結果の共有 

(1) 現時点の状況を以下の Google フォームに入力する。進展や妥結した場合には再度入力

する。入力は単組が直接を基本としますが、県本部が取りまとめて入力してもかまいま

せん。 

https://forms.gle/Gpo3bbhgCvACUGJv7 

 

 

 

(2) Google フォームの結果については、以下のスプレットシードでご確認ください。 

 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/19jbLw7cgKt

zrYx9laoJk6bjGii65U7Kbwz4zd9DAKJs/edit?usp=sharing 
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公立病院の経営状況

○ 公⽴病院は、これまで再編・ネットワーク化、経営形態の⾒直しなどに取り組んできたが、医師・看護師等の不⾜、⼈⼝減少・少⼦
⾼齢化に伴う医療需要の変化等により、依然として、持続可能な経営を確保しきれない病院も多いのが実態。

＜参考１＞これまでの公⽴病院改⾰における再編・ネットワーク化の実績

＜参考２＞公⽴病院数及び病床数の⽐較

＜参考３＞令和５年度末時点の経営形態の⾒直し状況

＜参考４＞経常損失を⽣じた公⽴病院数の割合 ⾚字 ⿊字

⼀部適⽤
２７５病院

（３２．２％）

全部適⽤
３８１病院

（４４．６％）

独⽴⾏政法⼈
１１６病院

（１３．６％）

指定管理者
８２病院

（９．６％）

病院数 H14
（ピーク時） H20 R5 増減率

（H20→R5）
増減率

（H14→R5）

病院数 1,007 943 854 ▲9.4% ▲15.2%

病床数 239,921 228,280 201,916 ▲11.5% ▲15.8%

H20〜H26実績 H27〜R3実績 合計
【参考】
実施中

（枠組合意）

再編・ネットワーク化
関連病院数 126公⽴病院 74公⽴病院 200公⽴病院 53公⽴病院

2

病院数 病床数

854 201,916

(10.5%) (13.6%)

316 122,859

(3.9%) (8.3%)

330 102,436

(4.1%) (6.9%)

6,597 1,052,517

(81.5%) (71.1%)

公　　　的

そ　の　他

全　　　体 8,097 1,479,728

公　　　立

国　　　立

（出典：厚労省調査より作成）

○全国の病院に占める
公立病院の割合

○自治体病院の役割

※表は医療施設動態調査（令和６年３月末）（厚労省）より作成
※表の「公立病院」は、地方公営企業の病院及び公営企業型地方独
立行政法人病院
※表の「公的病院」は、公立大学附属病院や日本赤十字社、済生会、
厚生連等が開設・運営する病院

 全国の病院に占める公立病院の割合は、病院数で約１1％、病床数で約１４％。

 民間病院の立地が困難なへき地等における医療や、救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊

部門に係る医療、民間病院では限界のある高度・先進医療の多くを公立病院が担っている。

全国の病院に占める公立病院の役割

1
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公立病院経営強化の推進

「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化
ガイドライン」の策定・地方団体への通知・公表

総務省 ＜令和４年３月＞

「公立病院経営強化プラン」の策定

地方団体 ＜令和４年度又は５年度中＞

(1) 役割・機能の最適化と連携の強化
・ 地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能
・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能
・ 機能分化・連携強化

(2) 医師・看護師等の確保と働き⽅改⾰
・ 医師・看護師等の確保（特に、不採算地区病院等への医師派遣を強化）
・ 医師の働き⽅改⾰への対応

(3) 経営形態の⾒直し
(4) 新興感染症の感染拡⼤時等に備えた平時からの取組
(5) 施設・設備の最適化
・ 施設・設備の適正管理と整備費の抑制
・ デジタル化への対応

(6) 経営の効率化等
・ 経営指標に係る数値⽬標

公⽴病院経営強化プランの内容 機能分化・連携強化のイメージ（例）

連携を強化

基幹病院

基幹病院以外の
不採算地区
病院等

急性期機能を集約

医師派遣・
遠隔診療等

医師・看護師等を確保 回復期機能・初期救急等を
担う

病院事業債（100％）

25%
元利償還金に応じ

て算入

【病院事業債】

《通常の整備》

各公⽴病院の役割・機能を明確化・最適化し、連携を強化。
特に、地域において中核的医療を⾏う基幹病院に急性期機能を集約して医師・看
護師等を確保し、基幹病院以外の病院等は回復期機能・初期救急等を担うなど、
双⽅の間の役割分担を明確化するとともに、連携を強化することが重要。

病院事業債（100％）

40%
元利償還金に応じて算入

《機能分化・連携強化に伴う整備（特別分）》

※元利償還金の１／２について一般会計から繰出

※元利償還金の２／３について一般会計から繰出

○ 公立病院は、これまで再編・ネットワーク化、経営形態の見直しに取り組んできたが、依然として経営状況は厳しく、
以下の課題に対応しながら地域医療提供体制を確保するためには、経営を強化していくことが重要。
・人口減少、少子高齢化に伴う医療需要の変化 ・医師・看護師等の不足
・医師の時間外労働規制への対応 ・新興感染症への備え 等

4

一般会計に

病院事業会計

○ 独立採算が原則

⇒ 主に診療収入（外来収益＋入院収益）で経営

繰出金

地方交付税で措置

〔公立病院に係る公営企業会計〕 一般会計

① 民間医療機関の立地が困難な地域における医療の提供
・ 離島・山間地等のへき地医療の確保

② 不採算・特殊部門に関わる医療の提供
・ 救急医療の確保
・ 小児医療、周産期医療
・ 精神医療、結核医療、感染症医療 等

③ 地域の民間医療機関では限界のある高度・先進医療の提供
・ 県立がんセンター、県立循環器病センター 等

④ 広域的な医師派遣の拠点機能の確保
・ 医師及び看護師等の研究研修
・ 医師派遣等の医師確保対策

⑤ その他の事業
・ 看護師養成所、院内保育所の運営
・ 集団検診等の保健衛生行政事務 等

⑥ 病院事業債元利償還金の一部

〈繰出基準に基づく経費〉

公立病院の設置自治体

○ 一般会計等が負担すべき経費

① 収入をもって充てることが適当でない経費

② 能率的な経営を行ってもなおその経営に

伴う収入のみをもって充てることが客観的に

困難であると認められる経費

③ 災害の復旧その他特別の理由により必要

となる経費

【一般会計繰出金の根拠】

・地方公営企業法第17条の2

・地方公営企業法第17条の3

・地方公営企業法施行令第8条の5

・総務省の定める繰出基準（総務副大臣通知）

※ 経費の性格に応じて、普通交付税または
特別交付税により措置。

※指定管理者制度導入病院・
地方独立行政法人設置病院
の場合も同等の措置。

病院事業に対する一般会計の負担（一般会計繰出金）

3
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賃上げの例
• 広島県S病院（一部事務組合 全部適用）
対象：医師を除くすべての職員（事務職や訪問看護STと無床診療所含む）
改善方法：月額手当
改善額：正規職員とフルタイム 9,300円
＊人事院勧告とは別途実施済

・ 群馬県T地域医療企業団（2病院）（一部事務組合 全部適用）
対象：40才以上の医師以外の職員全員対象
改善方法：月額手当
改善額：10,000円
＊人事院勧告とは別途実施済

・ 愛媛県U市立病院（全部適用 3病院）
対象：医師以外の職員全員対象
改善方法：月額手当
改善額：看護師一般職10,000円、看護主任16,000円、看護視聴20,000円

看護師以外10,000円
＊人事院勧告とは別途実施済

2

• 福岡県K病院（独法）
対象：40歳以上の医師を除くすべての職員
（事務職含む）
改善方法：基本給を2.3％引き上げ
＊人事院勧告とは別途実施済

• 兵庫県T市民病院（独法）
対象：医師以外の職員全員対象
改善方法：月額手当
改善額：11,000円
＊人事院勧告とは別途実施済

・ 兵庫県A市民病院（全部適用）
対象：医師と事務職を除くすべての職員
改善方法：月額手当
改善額：正規職員とフルタイム 10,000円
＊人事院勧告とは別途実施済

ベースアップ評価料算定の状況（2025.1.6時点）

1

約89％がベースアップ評価料を算定 人勧とは別で賃上げ実施は３％
（11医療機関）

75%

4%
2% 7%

1%
0%

11%

ベースアップ評価料の算定について

６月から算定確認（261）

７月から算定確認（15）

８月から算定確認（5）

９月から算定確認（23）

10月から算定確認（5）

11月から算定確認（1）

未算定（37）

53%
33%

7%

4% 3%
人勧との関係について

未定・検討中・未回答（166）

ベア評価料を人事院勧告に充てる方向で提案

（104）

独自給与のため人勧はもともと実施せず（23）

ベア評価料を人事院勧告に充てるで確定（12）

人事院勧告とは別で実施（11）

Ｎ＝316Ｎ＝347
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参考（次頁以降の「②対策の柱との関係」について）
Ⅰ．日本経済・地方経済の成長～全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす～
Ⅱ．物価高の克服～誰一人取り残されない成長型経済への移行に道筋をつける～
Ⅲ．国民の安心・安全の確保～成長型経済への移行の礎を築く～

1

Ⅳ.医療・介護ＤＸ等の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※「令和 年度厚生労働省補正予算案のポイント」における「Ⅰ.医療・介護・障害福祉分野の更なる賃上げの支援等、
医師偏在是正に向けた対策の推進」のうち、一部を分野別施策に組み替えて掲載している。

補 正 予 算 案 の 主 要 施 策 集

令 和 ６ 年 度

【計数整理の結果、異同を生ずることがある。】
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施策名：人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ
（生産性向上・職場環境整備等事業）

① 施策の目的

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

賃上げ等のための生産性向上の取組を支援し、医療人材の確保・定着を図る。

医療機関等へ業務の生産性向上に資する財政支援を行うことで、職場内の生産性向上・環境整備等を図り、地域に必要な医療提供体制を確保する。

医政局医療経営支援課
（内線2672）

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

○
③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

生産性向上に資する設備導入等の取組を進める医療機関等（ベースアップ評価料算定機関に限る。）に対して経費相当分の給付金を支給し、生産性

向上・職場環境整備等を図る。

（交付額）病院・有床診：４万円／病床数、診療所（医科・歯科）・訪問看護ステーション：18万円／施設

【生産性向上に資する取組のイメージ】

○ ICT機器の導入による業務の効率化

・ タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備等の導入 → 職員間の情報伝達の効率化（チーム医療の推進）

・ 床ふきロボット、監視カメラ等の導入→ 清掃業務、院内監視業務等の効率化

○ タスクシフト／シェアによる業務の効率化

・ 医師事務作業補助者・看護補助者の配置 → 医師・看護師の業務効率化（診断書作成、病室内の環境整備や看護用品の整理等）

※ 新たに配置する際に必要な経費の他、既に雇用している職員の人件費に充てることが可能

都道府県厚生労働省 医療機関

Ⅱ 交付決定

Ⅰ 交付申請

Ⅲ 実績報告
Ⅳ 交付額確定

Ⅰ 医療機関は都道府県に交付申請し、都道府県は国に所要額を交付申請
Ⅱ 国は都道府県を通じて医療機関に所要額を交付決定し、都道府県が医療機関に交付
Ⅲ 医療機関は速やかに都道府県に実績報告
Ⅳ 都道府県が国に実績報告を行い、国は交付額を確定して都道府県に通知

（施策のスキーム図）

（補助率１０/１０ ）

令和６年度補正予算案 828億円
【○ 医療分野の生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等の支援】

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

【○人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ】
令和６年度補正予算案 1,311億円 

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

○ ○

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

都道府県厚生労働省 医療機関

Ⅱ 交付決定

Ⅰ 交付申請

Ⅲ 実績報告
Ⅳ 交付額確定

Ⅰ 医療機関は都道府県に交付申請し、都道府県は国に所要額を交付申請
Ⅱ 国は都道府県を通じて医療機関に所要額を交付決定し、都道府県が医療機関に交付
Ⅲ 医療機関は速やかに都道府県に実績報告
Ⅳ 都道府県が国に実績報告を行い、国は交付額を確定して都道府県に通知

（施策のスキーム図の例）

① 施策の目的

③ 施策の概要

効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機

関は、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に対して負担が生じるため、その支援を行う。

また、現下の物価高騰を含む経済状況の変化により、地域医療構想の推進や救急医療・周産期医療体制の

確保のための施設整備等が困難となっている場合への対応を図る。

加えて、賃上げ等のための生産性向上の取組を支援し、医療人材の確保・定着を図る。

○ 生産性向上・職場環境整備支援

・ 生産性向上・職場環境整備等事業･･･設備導入や生産性向上の取組を進める医療機関等（ベースアップ評価料算定機関）を支援し、生産性向上・賃上げを図る

○ 経営状況の急変等を踏まえた支援

・ 医療需要等の変化を踏まえた医療機関に対する支援・・・患者減少等により経営状況の急変に直面している医療機関への支援を実施するとともに、現下の物

価高騰を含む経済状況の変化により施設整備等が困難な病院等への支援

・ 産科・小児科医療確保事業・・・急激な分娩減少などにより特に支援が必要な産科・小児科に対して支援を実施

足元の経営状況の急変等に直面している医療機関等へ必要な財政支援を行うことで、医療機関の連携・再編・集約化に向けた取組を加速するとともに、地域に必要な医療提供体

制を確保する。

医政局医療経営支援課（内線2672）
医政局地域医療計画課
（内線2550,2665,8048）施策名：人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ
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施策名：人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ
（産科・小児科医療確保事業）

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

地域でこどもを安心して生み育てることのできる周産期医療体制及び地域の小児医療体制を確保する

 特に分娩取扱施設が少ない地域等における分娩取扱機能の維持のための取組を支援する
 地域の小児医療の拠点となる施設について、急激な患者数の減少等を踏まえた支援を行う

出生数減少や少子化等の影響を受ける施設を支援することで、地域の周産期医療・小児医療の体制を確保する

【○出生数・患者数の減少等を踏まえた産科・小児科の支援】
令和６年度補正予算案 55億円 医政局地域医療計画課

（内線8048）

② 対策の柱との関係
Ⅰ Ⅱ Ⅲ

○ ○

産科医療確保事業

小児科医療確保事業
急激に患者数が減少している小児医療の拠点となる施設の支援

分娩取扱の
継続が困難

急激に患者数
が減少

• 急激に分娩数が減少している分娩取扱施設を支援する。

分娩数が減少している分娩取扱施設への支援

• 分娩取扱施設が少なく、当面、集約化が困難な地域に所在する施設に対して、分娩取扱を継続するための費
用を支援する。
地域の他施設の分娩取扱中止によって分娩取扱数が増加する場合に必要な費用を含む。

分娩取扱施設が少ない地域では分娩取扱を維持する

• 妊婦健診を含む外来診療や産後ケアの提供を行うことで、近隣の分娩施設の負担軽減を目的として、必要な
施設整備、設備整備に係る費用を支援する。

妊婦健診や産後健診による支援

• 急激に患者数が減少し、地域に不可欠な小児医療の拠点でありながら運営に影響を来している施設に係る費
用を支援する。

小児医療の
拠点となる施設

産科施設

近隣に分娩を取扱う施設
が少ない分娩取扱施設

分娩数減少施設

5

施策名：人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ
（医療需要等の変化を踏まえた医療機関に対する支援）

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

・ 効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医
療機関は、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に対して負担が生じるため、その支援を行う。
・ また、現下の物価高騰を含む経済状況の変化により、地域医療構想の推進や救急医療・周産期医療体制
の確保のための施設整備等が困難となっている場合への対応を図る。

○ 患者減少等により経営状況の急変に直面している医療機関への支援
（概要） 医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機関を対象とした経費相当分の給付金を支給する。
（交付額） 病院（一般・療養・精神）・有床診：4,104千円／床

○ 現下の物価高騰を含む経済状況の変化により施設整備等が困難な病院等への支援
（概要）整備計画を進めており、国庫補助事業の交付対象となる医療機関等を対象として、施設整備を進めるために必要な給付金を支給する。
（交付額）（市場価格－補助事業単価）× 国負担分相当

足元の経営状況の急変等に直面している医療機関等へ必要な財政支援を行うことで、医療機関の連携・再編・集約化に向けた取
組を加速するとともに、地域に必要な医療提供体制を確保する。

【○医療需要等の変化を踏まえた医療機関に対する支援】

医政局地域医療計画課（内線2550、2665）

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

○

令和６年度補正予算案 428億円 

Ⅱ 交付決定
Ⅰ 交付申請・計画書提出

厚生労働省 都道府県 医療機関

Ⅰ 医療機関は都道府県に交付申請する際に病床削減数又は補助対象㎡数を申請し、都道府県が内容を適当と認めれば国に所要額を交付申請
Ⅱ 国は都道府県に所要額を交付決定（補助率１０／１０）し、都道府県が医療機関に支給
Ⅲ 都道府県が国に実績報告を行い、国は交付額を確定して都道府県に通知

申請書提出

給付金支給Ⅲ 実績報告、
交付額確定
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事業者支援

② エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援

物価高騰による小中学生の保護者の負担を軽減するための小中学
校等における学校給食費等の支援

※ 低所得のひとり親世帯への給付金等の支援や、こども食堂に対する負担軽減
のための支援、ヤングケアラーに対する配食支援等も可能。

⑥ 農林水産業における物価高騰対策支援

配合飼料の使用量低減の取組や飼料高騰等の影響を受ける酪農
経営の負担軽減の支援、農林水産物の生産・調製・加工・貯蔵施設や
土地改良区の農業水利施設の電気料金高騰に対する支援、化学肥
料からの転換に向けた地域内資源の活用などの支援

⑤ 医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等に対する物価高騰
対策支援

医療機関、介護施設等、障害福祉サービス施設等、保育所等、学校
施設、公衆浴場等に対する食料品価格の高騰分などの支援、エネル
ギー価格の高騰分などの支援（特別高圧で受電する施設への支援を
含む）

① エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援

低所得世帯を対象とした、電力・ガス（ ガスを含む）や灯油をはじめ
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための
支援

※ 住民税非課税世帯に対しては上記Ⅰによる支援を行う。

⑦ 中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援

特別高圧での受電（ビル・工業団地・卸売市場のテナントを含む）、
ガスの使用や、街路灯等の維持を含め、エネルギー価格高騰の影

響を受ける中小企業、商店街、自治会等の負担緩和や省エネの取組
支援のほか、中小企業の賃上げ環境の整備などの支援

③ 消費下支え等を通じた生活者支援

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者に 対
してプレミアム商品券や地域で活用できるマイナポイント等を発行して
消費を下支えする取組や ガス・灯油使用世帯への給付などの支援
※ 物価高騰の影響を受けた、地域を犯罪から守る活動を行う生活者に対して、安
全・安心な地域の構築に係る費用の負担軽減のための支援も可能

⑧ 地域公共交通・物流や地域観光業等に対する支援

地域公共交通・物流事業者や地域観光事業者等のエネルギー価格
高騰に対する影響緩和、省エネ対策、地域に不可欠な交通手段の確
保、地域特性を踏まえた生産性向上に向けた取組などの支援

生活者支援

④ 省エネ家電等への買い換え促進による生活者支援

家庭におけるエネルギー費用負担を軽減するための省エネ性能の
高いエアコン・給湯器等への買い換えなどの支援

※１ 地方公共団体が、上記の推奨事業メニューよりも更に効果があると考えるものについては、実施計画に記載して申請可能。

※２ 地方公共団体が運営する公営企業や直接住民の用に供する施設における活用や、地方公共団体発注の公共調達における労務費（実質的な賃上げにつながるもの）を含めた
価格転嫁の円滑化のための活用も可能。また、地方公共団体における水道料金の減免にも活用可能。

Ⅱ 推奨事業メニュー（０．６兆円）

Ⅰ低所得世帯支援枠 （０．５兆円）

・ 低所得世帯の食料品やエネルギー関係等の消費支出に対する物価高の影響のうち賃上げや年金物価スライド等で賄いきれない部分を概ねカ
バーできる水準として、住民税非課税世帯一世帯当たり３万円を目安として給付。
・ 住民税非課税世帯のうち、子育て世帯については世帯人数が多いことを考慮して、子ども一人当たり２万円を加算措置。

重点支援地方交付金

追加額１．１兆円（Ⅰ及びⅡの合計）
令和６年度補正予算案

○ 予算額 ：１．１兆円（うち ①低所得世帯支援枠 ０．５兆円、②推奨事業メニュー ０．６兆円）

○ 対象事業：① （低所得世帯支援枠）物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図る事業。

② （推奨事業メニュー）エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、支

援を行う事業。効果的と考えられる推奨事業メニューを提示。（詳細は、２頁参照）

○ 算定方法：①（低所得世帯支援枠）住民税非課税世帯１世帯あたり３万円を基礎として算定（市町村）

住民税非課税世帯のうち、子育て世帯は子ども１人あたり２万円を加算

②（推奨事業メニュー）人口、物価上昇率、財政力等を基礎として算定（都道府県、市町村）

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情

に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施できるよう、重点支援地方交付金を「低所得世帯支援枠」及び「推

奨事業メニュー」実施のため追加する。

推奨事業メニュー

（生活者支援）
①エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う
低所得世帯支援

②エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う
子育て世帯支援

③消費下支え等を通じた生活者支援
④省エネ家電等への買い換え促進による生活者
支援

（事業者支援）
⑤医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場等
に対する物価高騰対策支援

⑥農林水産業における物価高騰対策支援
⑦中小企業等に対するエネルギー価格高騰対
策支援

⑧地域公共交通・物流や地域観光業等に対する
支援

重点支援地方交付金の追加 令和６年度補正予算案

※ この他、「給付金・定額減税一体措置（令和５年度経済対策）」に基づく給付金（ 兆円）を措置。

資料５
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総 財 準 第 ９ ５ 号 

令 和 ６年 1 2 月 ９日 

各都道府県 総務部長 
（各都道府県財政担当課、市区町村担当課、 

都道府県立病院担当課扱い） 
 

各都道府県 保健福祉部長 
（各都道府県医療政策担当課扱い） 

 

各指定都市 財政担当局長                 

（各指定都市財政担当課、市立病院担当課扱い）    殿 
  
各指定都市 保健福祉局長 
（各指定都市医療政策担当課扱い） 

 

関係一部事務組合管理者 

（都道府県・指定都市が加入するもの） 
 
関係広域連合の長 
（都道府県・指定都市が加入するもの） 

総務省自治財政局準公営企業室長 

（ 公 印 省 略 ）   

 

令和６年度特別交付税（病院及びへき地医療）の基礎数値に係る 
再調査について（照会） 

  
「令和６年度補正予算（第１号）に伴う対応等について」（令和６年 11 月 29 日付け総務省自治

財政局財政課事務連絡）で通知したとおり、令和６年度の地方交付税を増額交付することとして

おります。 

このため、特別交付税の12月算定の対象としている「病院」分及び「へき地医療」分に関して、

３月分の算定において改めて繰出金見込額等の調査を行い、地方公務員の給与改定を考慮し

た新たな単価による再算定を行った上で、12 月算定分との差額を３月算定分において措置する

予定としておりますので、基礎数値の再照会を下記のとおり実施します。 

各都道府県市町村担当課におかれては、この旨を貴管内の関係市町村に周知徹底いただく

ようお願いします。 

 

記 

 

１ 対象団体 

   全団体 

 

２ 提出様式等 

(1) 病 院 分：様式１ 令和６年度における繰出金等見込額に関する調 

様式２ 繰出金等見込額の増減理由に関する調 

(2) へき地医療分：様式３ へき地医療拠点病院等が実施する巡回診療（都道府県分） 

           様式４ へき地医療拠点病院等が実施する応援医師、代診医師等の派遣事業（都道府県分） 

             様式５ へき地診療所等における応援医師、代診医師等の派遣要請事業（市町村分）  

             様式６ へき地医療拠点病院等又はへき地診療所等が行う訪問看護事業（都道府県分、市町村分） 
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３ 提出方法等について 

  【期 日】令和６年 12月 23日（月）厳守 

  【提出方法】電子メール 

  【提 出 先】(1) 病 院 分：準公営企業室病院事業係 堀田 

       (2) へき地医療分：準公営企業室病院事業係 加賀美 

※ 各都道府県市町村担当課は、管内の市町村（指定都市除く）、一部事務組合及び広域

連合（都道府県・指定都市が加入するものを除く。）分を取りまとめの上、提出願います。 

※ 本調査は特別交付税３月分の算定の基礎等とするものであるため、提出の遅延等があ

る場合は基礎数値算入対象外となりますので、御留意願います。 

※ 該当のない調査票については、ファイル名の末尾に「該当なし」と付記した上で提出して

ください。（該当のない調査票も含めて、すべての調査票について提出が必要です。） 

 

 

 

 

 病院関係担当 

準公営企業室病院事業係 堀田 

電話：03-5253-5643  Mail：d.hotta@soumu.go.jp 
 
へき地医療関係担当 

準公営企業室病院事業係 加賀美 

電話：03-5253-5643  Mail：y.kagami@soumu.go.jp 
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月 日、参議院総務委員会の岸まきこ参議院議員発言要旨

●会計年度任用職員の遡及改定所要額について

岸まきこ参議院議員：補正予算において、会計年度任用職員の遡及改定に関わる

額はいくらか。また、どのような根拠に基づき所要額を算定したのか。

総務省・大沢自治財政局長：会計年度任用職員の給与改定所要額については、

億程度と見込んだところ。所要額については、調査により把握した

年度における会計年度任用職員の給与の支給実績をもとに、 年人事院勧告

を踏まえつつ、遡及改定の実施率を反映して積算をした。

●公立・公的医療機関の各種交付金単価見直しについて

岸まきこ参議院議員：公立病院の経営が厳しく、診療報酬改定を待っていられな

い状況である。物価・人件費高騰にともない、公立病院に関する各種交付税単価

を引き上げていただけないか。

総務省・大沢自治財政局長： 公立病院は公営企業であり独立採算が原則である。

一方で、不採算医療など、能率的な経営を行ってもなお経営に伴う収入のみをも

って充てることが客観的に困難である経費については、一般会計が負担するこ

とが認められている。

今回の補正予算案により地方公務員の給与改定に必要な経費を盛り込んで計

上している。公立病院についても人勧を踏まえた影響額を計上している。これを

踏まえ特別交付税の単価を引き上げる予定である。

また、厚生労働省の補正予算で緊急的な支援パッケージとして 億円が

計上されている。内閣府の重点支援地方交付金 億円を活用し支援を行う

ことが可能である。
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【動画のご案内】 

2024 年度補正予算を踏まえた医療現場の賃上げの 

取り組みについて 

 

 

1 月 10 日開催「2025 年度第２回県本部労働条件担当者会議」における平山衛

生医療評議会事務局長の提起の動画です。 
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厚生労働省 医政局地域医療計画課

地域医療構想推進室長 堤 雅宣
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地域医療構想について

○ 地域医療構想は、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化
を見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療を効率的
に提供できる体制の確保を目的とするもの。

① 都道府県において、各構想区域における 年の医療需要と「病床数
の必要量」について、医療機能（高度急性期・急性期・回復期・慢性期）
ごとに推計し、地域医療構想として策定。

② 各医療機関から都道府県に対し、現在の病床機能と今後の方向性等を
「病床機能報告」により報告。

③ 各構想区域に設置された「地域医療構想調整会議」において、病床の機
能分化・連携に向けた協議を実施。

④ 都道府県は「地域医療介護総合確保基金」を活用し、医療機関の機能分
化・連携を支援。さらに、自主的な取組だけでは進まない場合、「医療法
に定められている権限の行使を含めた役割」を適切に発揮することで、地
域医療構想の実現を図る。

令和 年 月 日新たな地域医療構想等に関する検討会資料

年 月 日

１．地域医療構想
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地域医療介護総合確保基金

国
消費税財源活用

市
町
村

市町村計画
（基金事業計画）

都
道
府
県

都道府県計画
基金事業計画

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３
（Ⅰ-2 については国10/10）

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2

※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。

※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が 歳以上となる 年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者
の確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、平成 年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）を創設し、各都道府県
に設置。各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。

Ⅰ-１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

Ⅰ-２ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業

Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業

Ⅲ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業

Ⅴ 介護従事者の確保に関する事業

Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

令和６年度予算：公費で1,553億円
（医療分 1,029億円、介護分 524億円）

地域医療構想推進のための支援について

地域の実情に応じた地域医療構想の取組を推進するため、様々な支援を行っている。

地域医療介護総合確保基金
（Ⅰ－１）

地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する経費を支援
・再編統合に伴い必要となる施設・設備整備費
・再編統合と一体的に行う宿舎・院内保育所の施設整備費
・急性期病床から回復期病床等への転換に要する建設費用 等

地域医療介護総合確保基金
（Ⅰ－２）

・病床数の減少を伴う病床機能再編をした医療機関に対し、減少する病床数に応じた支援
・統合に伴い病床数を減少する場合のコストに充当するための支援
・統合に伴って引き継がれる残債を、より長期の債務に借り換える際の利払い費の支援

重点支援区域
複数医療機関の再編を伴う病床の機能分化・連携に取り組む（検討している）医療機関に対して、直接
的な助言、集中的な支援を行う。
・地域の医療提供体制や、医療機能再編等を検討する医療機関に関するデータ分析 等
・地域医療介護総合確保基金の優先配分 等

再編検討区域 複数医療機関の再編について、その検討段階から、相談、事例紹介、調査・分析等を通じて、実現まで
の支援を行う。

モデル推進区域 医療提供体制上の課題や重点的な支援の必要性があると考えられる区域に対し、国がアウトリーチの伴
走支援を行う。

地域医療提供体制データ
分析チーム構築支援事業

都道府県を対象に、大学病院等の有識者や医療関係団体等で構成されるデータ分析体制の構築等に要す
る経費を補助

その他税制優遇措置

・再編計画の認定に基づく地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置
医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一定の不動産に係る登録免許税、

不動産取得税を軽減する特例措置
・独立行政法人福祉医療機構による地域医療構想に係る優遇融資
医療介護総合確保法に規定する認定再編計画の実行に伴う資産等の取得に必要な資金に関して、融資条件を優遇

・病床再編等の促進のための特別償却制度
地域医療構想の実現のため、民間病院等が地域医療構想調整会議において合意された具体的対応方針に基づき病床の再

編等を行った場合に取得する建物等について、特別償却が可能

－ 39 －



年に向けた地域医療構想の更なる推進
○ 地域医療構想の サイクルを通じた取組を更に推進するため、令和６年３月 日付で通知を発出し、 年
に向けて各年度に国･都道府県･医療機関が取り組む事項を明確化するとともに、国による積極的な支援を実施。
※ その際、令和４年通知に記載のとおり、各都道府県においては、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により病床の機能分化・連携等の重要性
が改めて認識されたことを十分に考慮する。また、 年度より医師の時間外労働の上限規制が適用され、 年度末に暫定特例水準を解消するこ
ととされており、各医療機関において上限規制を遵守しながら、同時に地域の医療提供体制の維持・確保を行うためには、医療機関内の取組に加え、各
構想区域における地域医療構想の実現に向けた病床機能の分化・連携の取組など、地域全体での質が高く効率的で持続可能な医療提供体制の確保を図る
取組を進めることが重要であることに十分留意する。
なお、地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取組を進めるものである。

１．2025年に向けて国･都道府県･医療機関が取り組む事項の明確化
・ 国において推進区域(仮称)・モデル推進区域(仮称)を設定してアウトリーチの伴走支援を実施、都道府県において推進区域の調整会議
で協議を行い区域対応方針の策定・推進、医療機関において区域対応方針に基づく医療機関対応方針の検証・見直し等の取組を行い、
構想区域での課題解決に向けた取組の推進を図る。
※ 病床機能報告上の病床数と必要量の差異等を踏まえ、医療提供体制上の課題や重点的な支援の必要性があると考えられる推進区域（仮称）を都道府県あ
たり１～２か所設定。当該推進区域（仮称）のうち全国に10～20か所程度のモデル推進区域（仮称）を設定。なお、設定方法等については、追って通知。

・ 引き続き、構想区域ごとの年度目標の設定、地域医療構想の進捗状況の検証、当該進捗状況の検証を踏まえた必要な対応等を行う。

２．国による積極的な支援
①地域別の病床機能等の見える化
・ 都道府県別・構想区域別に、病床機
能報告上の病床数と必要量、医療機
関の診療実績等を見える化

・ これらのデータを有効に活用して、
地域医療構想調整会議の分析・議論
の活性化につなげる

④基金等の支援策の周知
・ 地域医療介護総合確保基金やデータ分
析体制構築支援等の支援策の活用方法に
ついて、都道府県・医療機関向けリーフ
レットを作成

⑥モデル推進区域(仮称)におけるアウトリーチの
伴走支援

・ データ分析等の技術的支援や地域医療介護総合
確保基金の優先配分等の財政的支援を活用して、
モデル推進区域(仮称)においてアウトリーチの伴
走支援を実施

②都道府県の取組の好事例の周知
・ 地域医療構想の実現に向けた都道府
県の取組の好事例を周知

⑤都道府県等の取組のチェックリスト
・ 地域医療構想策定ガイドラインや関連通知等で
示してきた地域医療構想の進め方について、都
道府県等の取組のチェックリストを作成。都道
府県等において、これまでの取組状況を振り返
り、今後、必要な取組を実施。

③医療機関の機能転換・再編等の好事例
の周知

・ 医療機関の機能転換・再編等の事例に
ついて、構想区域の規模、機能転換・再
編等の背景や内容等を整理して周知

2025年に向けた取組の通知内容（令和６年３月28日）

第 回地域医療構想及び医師確保
計画に関するワーキンググループ
令 和 ６ 年 ３ 月 １ ３ 日

資料１
（一部
改）

※1：2023年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数
※2：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要

（報告医療機関数/対象医療機関数（報告率） 2015年度病床機能報告：13,863/14,538（95.4％）、2023年度病床機能報告：12,173/12,352（98.6％））
※3：端数処理をしているため、病床数の合計値が合わない場合や、機能ごとの病床数の割合を合計しても100％にならない場合がある
※4：平成25年度(2013年度) のＮＤＢのレセプトデータ 及びＤＰＣデータ、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年(2013年）3月中位推計）』等を
用いて推計

※5：高度急性期のうちICU及びHCUの病床数（*）：18,423床（参考 2022年度病床機能報告：18,399床）
*救命救急入院料1～4、特定集中治療室管理料1～4、ハイケアユニット入院医療管理料1・2のいずれかの届出を行っている届出病床数

※6：病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わせたものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較
するのではなく、詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会議で協議を行うことが重要。

万床

※1

年度病床機能報告

合計 万床

万床

0.2万床増

0.7万床減

0.7万床増

0.6万床減

約 万床減

年度病床機能報告

合計 万床

万床

２０２３年度病床機能報告について

合計 万床
年見込年

万床

0.9万床減

7.1万床減

7.4万床増

5.2万床減

万床 万床

年

出典：2023年度病床機能報告

地域医療構想における 年の病床の必要量
（入院受療率や推計人口から算出した 年の医
療需要に基づく推計（平成 年度末時点））

万床

合計 万床

※4 ※6（各医療機関が病棟単位で報告） （各医療機関が病棟単位で報告）※6※6

万床

出典：2023年度病床機能報告

慢性期
万床

慢性期
万床（ ）

慢性期
万床（ ）

慢性期
万床

回復期
万床

回復期
万床（ ）

回復期
万床（ ）

回復期
万床

急性期
万床

急性期
万床（ ）

急性期
万床（ ）

急性期
万床

高度急性期
万床 高度急性期

万床（ ）
高度急性期
万床（ ）

高度急性期
万床
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２． 年の医療提供体制

モデル推進区域について（案）

▪ 北海道【中空知】
▪ 秋田県【大館・鹿角、能代・山本】
▪ 山形県【庄内】
▪ 栃木県【宇都宮】
▪ 群馬県【伊勢崎、藤岡】
▪ 石川県【能登北部】
▪ 山梨県【峡南】

・都道府県コンシェルジュ（ワンストップ窓口）の設置
・区域対応方針（※）の作成支援
・構想区域内の課題の把握
・分析結果を踏まえた取組に関する支援
・地域の枠組みを超えた構想区域や都道府県間の意見交換会の設定
・定量的基準の導入に関する支援 等

○財政的支援
モデル推進区域が属する都道府県に対しては、重点支援区域への支援と同様に、地域医療介護総合確保基金について、事業区分

Ⅱ・Ⅳの優先配分を行うほか、個別医療機関の再編統合を実施する場合における上乗せの財政支援を行う。

・地域の医療事情に関するデータ提供・分析
・構想区域からの依頼に基づき議論の場・講演会、
住民説明会などへの国職員の出席

・関係者との議論を行う際の資料作成支援
・関係者の協議の場の設定

（※）「地域医療構想の進め方について」（令和５年３月 31 日付け医政地発 0331 第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）において示した、
構想区域の今後対応すべき具体的な課題を明確化した上で、当該課題を解決するために年度毎に策定する工程表を含む。

（下線は従来の重点支援区域における技術的支援では実施していない新たな支援策）○技術的支援

○ モデル推進区域について、都道府県との調整を踏まえ、推進区域の中から、医療提供体制上の課題や重点的な支援の必要性、
地域医療構想の実現に向けた取組状況等を総合的に勘案して、以下のとおり設定する。
※以下の都道府県以外について、引き続き調整を行う。

モデル推進区域の設定

伴走支援の内容

▪ 三重県【松阪】
▪ 滋賀県【湖北】
▪ 京都府【丹後】
▪ 山口県【宇部・小野田】
▪ 高知県【中央】
▪ 長崎県【長崎】

※ 病床機能報告の集計結果と将来の病床数の必要量の計算方法が異なることから、単純に比較するのではなく、詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整
会議で協議を行うことが重要。

※ 地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取組を進めるものである。

【10月10日時点】

第 回地域医療構想及び医師確保
計画に関するワーキンググループ
令 和 ６ 年 ７ 月 １ ０ 日

資料３
（一部
改）
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年の人口構成について

• 年には、 歳以上人口を中心とした高齢化と生産年齢人口の減少が見られる。

• 地域ごとに見ると、生産年齢人口はほぼ全ての地域で減少し、高齢人口は、大都市部では増加、過疎地域で
は減少、地方都市部では高齢人口が増加する地域と減少する地域がある。

▲

▲

▲

▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

高
齢
人
口
の
変
化
率

年齢区分別人口の変化率の平均値
生産年齢人口 高齢人口

●大都市型
●地方都市型
●過疎地域型

＜ 年→2040年の年齢区分別人口の変化の状況＞

高齢人口が減少する地域
は５割程度（ 区域）

生産年齢人口の変化率

＜人口構造の変化＞

歳～ 歳

歳～ 歳

歳～

歳～ 歳

（単位：万人）

（出典）総務省「国勢調査」「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口令和５年推計」

▲15.0%

＋ 7.5%

（▲15.6%）

歳～ （＋ 42.2%）

大都市型 ：人口が 万人以上（又は）人口密度が 人 以上
地方都市型：人口が 万人以上（又は）人口 ～ 万人（かつ）人口密度が 人 以上
過疎地域型：上記以外

年

令和 年８月 日新たな地域医療構想等に関する検討会資料

これまでの主な議論（新たな地域医療構想の基本的な方向性（案））

病床の機能分化・連携 入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等を含む、
医療提供体制全体の課題解決を図るための地域医療構想へ

現行の地域医療構想 新たな地域医療構想

地域の患者・要介護者を支えられる地域全体を俯瞰した構想
85歳以上の高齢者の増加に伴う高齢者救急や在宅医療等の医療・介護需要の
増大等、2040年頃を見据えた課題に対応するため、入院に限らず医療提供体
制全体を対象とした地域医療構想を策定する。

今後の連携･再編･集約化をイメージできる医療機関機能に着目
した医療提供体制の構築
病床機能だけでなく、急性期医療の提供、高齢者救急の受け皿、在宅医療提
供の拠点等、地域で求められる医療機関の役割も踏まえ医療提供体制を構築
する。

限られたマンパワーにおけるより効率的な医療提供の実現
医療DXや働き方改革の取組、地域の医療・介護の連携強化等を通じて、生産
性を向上させ、持続可能な医療提供体制モデルを確立する。

団塊の世代が全て75歳以上となる2025年に向けて、
高齢者の医療需要が増加することが想定される。
このため、約300の構想区域を対象として、病床の機
能分化・連携を推進するための2025年に向けた地域
医療構想を策定。

0.9
万
床
減

7.1
万
床
減

7.4
万
床
増

5.2
万
床
減

合計 万床
合計 万床

年の報告病床数年の報告病床数 年の必要病床数
（推計）

＜新たな地域医療構想における基本的な方向性＞

2040年頃に向けて、医療・介護の複合ニーズ等を抱える85歳以上の
増加、人材確保の制約、地域差の拡大が想定される。
こうした中、限られた医療資源で、増加する高齢者救急・在宅医療
需要等に対応するため、病床の機能分化･連携に加え、医療機関機能
（高齢者救急の受入、在宅医療の提供、救急･急性期の医療提供等）に着目し、
地域の実情に応じて、｢治す医療｣を担う医療機関と｢治し支える医
療｣を担う医療機関の役割分担を明確化し、医療機関の連携･再編･集
約化を推進。

※ 都道府県において、令和８年度（2026年度）に新たな地域医療構想を策定し、
令和９年度（2027年度）から取組を開始することを想定

＜全国の報告病床数と必要病床数＞

合計 万床

※ 病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わせ
たものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較するのではなく、詳細
な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会議で協議を行うことが重要。

令和６年 月 日新たな地域医療構想等に関する検討会資料 一部改
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高齢者の退院に向けた課題

• 高齢になるほど、同じ疾患でも在院日数が長くなる傾向にある。
• 疾病によるADL低下や認知症等の合併症のほか、単独世帯の増加等の要因も考えられる。高齢者の単独世帯の割

合は2040年に向けて更に増加する見込み。
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資料出所：厚生労働省「患者調査」（２０２０年）

＜退院患者の平均在院日数＞

資料出所：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
（2023年推計）、「日本の世帯数の将来推計」（2024年推計）、「人口統計資料集」を
基に厚生労働省医政局地域医療計画課において作成
※単独世帯の割合は、単独世帯数を総人口で除したもの。

資料出所：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」

年齢階級別人口に占める単独世帯の割合（高齢者）

歳以上 歳以上 歳以上

7.07
7.85

9.37

65歳以上75歳未満 75歳以上85歳未満 85歳以上

胆管炎及び胆のう＜嚢＞炎を伴わない胆管結石
（手術あり）の年齢区分別の平均在院日数

年

歳以上の人口の推移年齢階級別の要介護認定率
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出典： 年９月末認定者数（介護保険事業状況報告）及び 年 月１日
人口（総務省統計局人口推計）から作成
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（資料）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
（令和５ 年４月推計）出生中位（死亡中位）推計

年までの実績は、総務省統計局「国勢調査」（年齢不詳人口を按分補正した人口）

医療需要の変化④ 医療と介護の複合ニーズが一層高まる
○ 要介護認定率は、年齢が上がるにつれ上昇し、特に、 歳以上で上昇する。
○ 年度以降、後期高齢者の増加は緩やかとなるが、 歳以上の人口は、 年に向けて、引き続き増加が見込
まれており、医療と介護の複合ニーズを持つ者が一層多くなることが見込まれる。
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地域別にみた訪問診療需要の変化の状況
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2020年から2040年への訪問診療需要の変化率別市区町村数（人口規模別）

資料出所：厚生労働省医政局地域医療計画課において、2019年度NDB及び総務省「住民基本台帳人口｣(2020年1月)を用いて構想区域別の訪問診療受療率を作成し、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別
将来推計人口｣(2019年推計)に適用して作成。

※東京都特別区部及び政令市については、各区を一つの市区町村とみなして集計

・2020年から2040年にかけて、人口規模５万人未満の一部の市区町村等を除き、多くの市区町村で訪問診療の需
要は増加する見込み。特に、人口規模５万人以上50万人未満、50万人以上の市区町村では、多数の市区町村で
訪問診療の需要が50％以上増加する見込み。

令和６年８月 日新たな地域医療構想等に関する検討会資料

年の医療需要について

医療・介護の複合ニーズを有する 歳以上の高齢者が増加することが見込まれる。 年から 年にかけ
て、 歳以上の救急搬送は ％増加し、 歳以上の在宅医療需要は ％増加することが見込まれる。

資料出所：消防庁データを用いて、救急搬送（ 年度分）の件数を集計したものを、 年 月住民基本台帳人口で把握した都道府県別人口で除して年齢階級別
に利用率を作成し、地域別将来推計人口に適用して作成。
※ 救急搬送の１月当たり件数を、年齢階級別人口で除して作成。
※ 性別不詳については集計対象外としている。また、年齢階級別人口については、年齢不詳人口を除いて利用した。

年から 年にかけて、 歳以上の救急搬送は ％増、
うち 歳以上の救急搬送は ％増と見込まれる。

救急搬送の増加
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出典：厚生労働省「患者調査」（2017年）
総務省「人口推計」（2017年）
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023年推計）」
を基に地域医療計画課において推計。

年から 年にかけて、 歳以上の訪問診療の需要は
％増、うち 歳以上の訪問診療の需要は ％増と見込まれる。
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訪問診療患者数の地域差、訪問診療患者数と介護保険施設定員数の地域差

資料出所： データ（ 年 月分）、厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」（ 年）及び総務省「住民基本台帳人口」（ 年 月）を基に厚生労働省医政局地域医療計画課において作成。
※ 訪問診療患者数については、 歳以上の者に限る。
※ 介護保険施設定員数については、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の定員数の合計。

在宅医療と介護保険施設は患者像が重複する場合があり、地域の資源に応じてサービス提供が行われている。訪問
診療患者数に係る地域差については、介護保険施設定員数と合わせると地域差は縮小する。
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訪問看護の必要量について
○ 訪問看護の利用率は、年齢と共に増加している。
○ 訪問看護の利用者数の推計において、 年以降に後期高齢者の割合が７割以上となることが見込まれる。
○ 訪問看護の利用者数は、多少の地域差はあるものの、多くの二次医療圏（ の医療圏）において 年以降
にピークを迎えることが見込まれる。

訪問看護の利用者数が最大となる年
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年齢階級別の訪問看護の利用率（ 年度）

医療保険分（医療機関から） 医療保険分（訪問看護 から） 介護保険分

【出典】
利用率：NDB,介護DB及び審査支払機関（国保中央会・支払基金）提供訪問看護レセプトデータ（2019年度訪問看護分）、

住民基本台帳に基づく人口（ 2020年１月１日 時点）に基づき、算出。

推計方法：NDBデータ（※１）、審査支払機関提供データ（※２）、介護DBデータ（※３）及び住民基本台帳人口（※４）を
基に作成した2019年度の性・年齢階級・都道府県別の訪問看護の利用率を、二次医療圏別の将来推計人口（※５）に機械的に
適用して推計。なお、福島県については、東日本大震災等の影響により、市町村別人口がないことから推計を行っていない。
※１ 2019年度における在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者在宅患者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料

のレセプトを集計。
※２ 2019年度における訪問看護レセプトを集計。
※３ 2019年度における訪問看護費または介護予防訪問看護費のレセプトを集計。
※４ 2020年1月１日時点の住民基本台帳人口を利用。
※５ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）」（出生中位・死亡中位）を利用。
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年における診療領域別の手術件数の変化について

多くの医療資源を要する医療について、2020年から2040年にかけて、全ての診療領域において、半数以上の構
想区域で手術件数が少なくなる。

皮膚・皮下組織

筋骨格系・四肢・体幹

神経系・頭蓋

眼

耳鼻咽喉

顔面・口腔・頸部

胸部

心・脈管

腹部

尿路系・副腎

性器

年から 年への手術の算定回数の変化率別構想区域数（診療領域別）

以上減少 減少 減少 減少 増加 以上増加

資料出所：厚生労働省「NDBオープンデータ」（令和4年度）、総務省「人口推計」2022年、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」を用いて、厚生労働省医政局地域医療計画課において作成。
※推計については、年齢構成の変化による需要の変化をみるため、全国計の性・年齢階級別の領域別の算定回数を分子、全国の性・年齢階級別人口を分母として受療率を作成し、これを構想区域別の性・年齢階級別の

2020年、2040年時点のそれぞれの人口に適用して作成しているものであり、地域別の受療行動の変化の実態を織り込んでいるものではないことに留意が必要。

令和６年 月 日新たな地域医療構想等に関する検討会資料

注 ）コロナ対応等の補助金について、多くの病院では医業外収益に計上しているもの
の、一部の病院では医業収益内や特別利益に計上している。そのため、医業利益率に
ついては、一部の補助金収益が含まれている点に留意されたい

注 ）コロナ対応のかかり増し経費等は医業費用として計上される一方、注 のとおり
補助金収益の計上先は異なるため、医業利益率と経常利益率の間には乖離が生じてい
る。

△ △

△

△

△

△

一般病院 療養型病院 精神科病院

病院の医業利益率の推移

病院の経営状況について

一般病院において、医業・介護収益に対する給与費は57％を占めている。給与費は病床数に比例して増加する
ところ、病床利用率は低下している。このような中、一般病院等の医業利益率は低下している。

給与費

医薬品費

給食用材料費
診療材料費・医療消耗器具備品費

委託費

減価償却費
設備関係費
経費

医業・介護収益に占める比率

一般病院の費用構造

資料出所：医療経済実態調査（令和５年調査）

資料出所：厚生労働省「病院報告」
※１ 療養病床については、平成８～11年は療養型病床群、平成14年は療養

病床及び経過的旧療養型病床群の数値である。
※２ 一般病床については、平成８～11年まではその他の病床（療養型病床

群を除く。）、平成14年は一般病床及び経過的旧その他の病床（経過
的旧療養型病床群を除く。）の数値である。

病床利用率の推移

年度

％

注 年以降、コロナの影響があることに留意が必要 出典：「 年度 病院の経営状況（速報値）とりまとめ」（令和６年
月） より

療養病床

一般病床

令和６年 月 日新たな地域医療構想等に関する検討会資料（一部改）
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医療機関あたりの症例数と医療の質について

胃や大腸、肺等のがんに対する手術について、症例数の少ない
医療機関において死亡リスクが高い傾向が見られた。

Okawa et al. Hospital volume and postoperative 5-year survival 
for five different cancer sites: A population-based study in Japan. 
Cancer Science. 2020

食道切除術について、症例数の多い医療機関では術後・30日死
亡率が症例数の少ない施設と比べて低い傾向が見られた。

Nishigori et al. Impact of hospital volume on risk-adjusted 
mortality following oesophagectomy in Japan. Br J Surg. 2016

食道切除術の症例数規模と死亡率の関係手術種類毎の医療機関の症例数規模と死亡リスク

様々な手術において、症例の多い医療機関ほど死亡リスクが低い傾向があることが知られている。

24時間緊急手術を実施するために必要な体制について

日

二次医療圏数

• 緊急手術を24時間体制で実施するためには、手術の主たる診療科、救急部門、麻酔科に関わる医師・看護師の
ほか、血液検査や画像検査等の検査部門、薬剤部門等、様々な人員が必要となる。

• 二次医療圏毎に年間における夜間や休日等の緊急手術（※）を実施する日数は、360日以上実施する医療圏は3、
300日以上は31、200日以上は102、100日以下の医療圏は165であった。

2022年度NDBデータ

※緊急手術：時間外加算、休日加算、深夜加算を算定する全身麻酔を実施する手術及び帝王切開

日

二次医療圏数
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二次救急医療施設について

• 三次救急医療施設の半数は年間 件以上の救急車を受け入れている。二次救急医療施設においては、年間
件以上の救急車を受け入れる医療機関が 存在する。他方、半数近い二次救急医療施設で救急車の受

入件数が 件未満である。
• 三次救急医療施設のない二次医療圏のうち半数以上の医療圏で、圏域の５割以上の救急車受入シェアを占める

二次救急医療施設が存在する。

資料出所：令和５年度病床機能報告
救命救急センター設置状況一覧（令和６年８月１日時点）

（年間の救急車
受入件数）

（年間の救急車
受入件数）

三
次
救
急
医
療
施
設
数

二
次
救
急
医
療
施
設
数

二
次
医
療
圏
数

圏域で最大値となる二次救急医療施設の救急車受入シェア

※ 救急車受入シェア：当該医療機関の救急車受入台数/同医療機関の所在する
二次医療圏における全医療機関の救急車受入台数の合計

高齢者の急性期における疾病の特徴

傷病名 手術 割合 累積 病院数

食物及び吐物による肺臓炎 なし

うっ血性心不全 なし

コロナウイルス感染症２０１９，
ウイルスが同定されたもの なし

肺炎，詳細不明 なし

転子貫通骨折 閉鎖性 あり

尿路感染症，部位不明 なし

大腿骨頚部骨折 閉鎖性 あり

細菌性肺炎，詳細不明 なし

体液量減少（症） なし

腰椎骨折 閉鎖性 なし

傷病名 手術 割合 累積 病院数
大腸＜結腸＞のポリープ あり
睡眠時無呼吸 なし
コロナウイルス感染症２０１９，
ウイルスが同定されたもの なし

尿管結石 あり
穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患 なし
乳房の悪性新生物＜腫瘍＞，
乳房上外側４分の１ あり

急性虫垂炎，その他及び詳細不明 あり
子宮平滑筋腫，部位不明 あり
一側性又は患側不明のそけい＜鼠径＞ヘルニア，
閉塞及びえ＜壊＞疽を伴わないもの あり

気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞，
上葉，気管支又は肺 なし

85歳以上の頻度の高い傷病名（注） 15-65歳の頻度の高い傷病名（注）

注 傷病名は、急性期入院料等を算定する病棟におけるICD-10傷病名

歳～ 歳の上位 疾患までの 手術ありの数 累積割合歳以上の上位 疾患までの 手術ありの数 累積割合

歳以上の急性期における入院は、若年者と比べ、医療資源を多く要する手術を実施するものは少なく、疾患の種類は限定的
で、比較的多くの病院で対応可能という特徴がある。
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療養病床に係る入院患者における医療区分１の患者の割合について

療養病床については、医療区分２・３（医師及び看護師により常時監視・管理の実施が必要な状態や筋ジストロ
フィー、肺炎、尿路感染症等）に該当しない患者について、介護施設等への移行等が進んでいる。

20%

16%

13%

2014 2018 2022

療養病棟入院料のうち医療区分１の患者の割合

療養病棟入院基本料等の算定件数のうち、医療区分１及び特別入院
基本料の占める割合

疾患・状態 医療処置

医療区分３
・スモン
・医師・看護師により常時監
視・管理を実施している状態

24時間持続点滴、人工
呼吸器使用、ドレーン
法、胸腹腔洗浄 等

医療区分２
筋ジストロフィー、多発性硬
化症、パーキンソン病関連疾
患、脊髄損傷（頸髄損傷）、
肺炎、尿路感染症 等

透析、発熱・嘔吐を伴
う場合の経腸栄養、気
管切開・気管内挿管ケ
ア、頻回の血糖検査 等

医療区分１ 区分２・３に該当しない者

＜医療区分＞

資料出所：NDBオープンデータ（2014、2018及び2022年度）

年 年 年

現行の地域医療構想
入院外移行前

等の現状投影

万床
療養病床の医療区分 の患者に係る病床数の推計値 年時点

②療養病床の医療区分１の患者に係る病床

76%減

病床の機能分化･連携を
進めない場合の必要病

床数の推計値

令和６年８月26日新たな地域医療構
想等に関する検討会資料（抜粋）

高齢者における早期退院や早期リハビリテーションの重要性

高齢者に対する早期の退院と適切な通所等のリハビリテーション提供によ
り通常の入院でのケアと比較して退院後のADL維持向上に寄与

• 早期退院及び退院後の適切なリハビリテーション提供が の維持向上に寄与することが知られている。
• 高齢者救急については、入院早期からのリハビリ介入や、早期の退院後に治療や生活を支えるためのリハビリ

等を提供できる体制が重要。

超高齢者（平均87歳）に対して、週末も含む連続した5-7日、
20分＊2回/日のリハビリ介入で身体機能やQOLレベル等が改善

Change in Barthel index

Velilla et al. Effect of Exercise Intervention on Functional Decline 
in Very Elderly Patients During Acute Hospitalization. A 
Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2019

Change in Short Physical 
Performance Battery

Cunliffe et al. Sooner and healthier: a randomised controlled trial and 
interview study of an early discharge rehabilitation service for older people. 
Age Ageing. 2004
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万人未満 万人未満 万人未満 万人以上

■ 年に診療所がなくなる可能性がある市区町村数
（人口規模別）※75歳で診療所医師が引退すると仮定

■市区町村別診療所数の見込み（ 年実績、 年見込み）

年実績
年見込み（ 歳で医師が引退すると仮定）
年見込み（ 歳で医師が引退すると仮定）

市区町村における診療所数と2040年の見込み

診療所医師が80歳で引退し、承継がなく、当該市区町村に新規開業がないと仮定した場合、2040年においては、
診療所がない市区町村数は170程度増加する見込み。
※ 75歳で引退すると仮定した場合は270程度増加する見込み。

資料出所：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和４年）、厚生労働省「医療施設調査」（令和２年）を特別集計。
※ 市区町別診療所数の見込みについては、医師届出票による主従事先市区町村の診療所医師数＝診療所数、診療所医師が80歳又は75歳で引退し、承継がなく、新規開業がないと仮定
※ 人口規模は2020年国勢調査結果、2040年推計人口は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023年推計）」に基づくものである。

 なお、福島県浜通り地域（13市町村）においては、市町村別の2040年人口が推計されていないため、2040年推計における総人口の集計からは除外している。

84809

11054 362 84

~1人 2~4人 5~9人 10人~

■（参考）常勤医師数別の無床診療所数

該当する265市区町村の総人口
●2020年時点：182.2万人
●2040年推計：123.7万人

（市区町村数）

（診療所数）

令和６年 月 日第 回新たな地域医療構想等に関する検討会資料

医療需要の変化② 外来患者数は、既に減少局面にある医療圏が多い
〇 全国での外来患者数は 年にピークを迎えることが見込まれる。 歳以上が占める割合は継続

的に上昇し、 年には約 割となることが見込まれる。
〇 既に 年までに の医療圏では外来患者数のピークを迎えていると見込まれる。

外来患者数が最大となる年

出典：厚生労働省「患者調査」（ 年）、総務省「住民基本台帳人口」（ 年）、「人口推計」（ 年）及び国立社会保
障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（ 年推計）」を基に厚生労働省医政局地域医療計画課において推計。

※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、将来の人口推計を用いて
算出。

※ 福島県は相双、いわきの２医療圏を含む浜通り地域が一体として人口推計が行われているため、地域別の推計を行うに当たっては、
これらの２地域を除く の二次医療圏について集計。

※ 外来患者数は通院のみであり、訪問診療、往診等を含まない。

凡例

： 年以前に最大

： 年に最大

： 年に最大

： 年に最大

： 年以降に最大

令和６年３月 日新たな地域医療構想等に関する検討会資料（一部修正）
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歳未満 歳以上 歳未満 歳以上 歳未満
歳以上 歳未満 歳以上 歳以上の割合
歳以上の割合（再掲） 歳以上の割合（再掲）

年
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診療科別の時間外・休日労働時間が年 時間超の医師の割合
〇 調査、Ｒ１調査、今回調査（Ｒ４調査）の病院・常勤勤務医の時間外・休日労働時間が年 時間換算を超える医師の割合を診療科別に集計した。

□ 時間外・休日労働時間が年 時間換算を超える医師の割合が高い診療科は脳神経外科（ ）、外科（ ）、形成外科（ ）、産婦
人科（ ）、 救急科（ ）であった。

※ 調査の分析対象者は常勤勤務医であり、勤務先を問わない。
※ 調査の設問は、 診療科ではないため、比較不可な診療科がある。
※ 労働時間には、兼業先の労働時間を含み、指示無し時間を除外している。
※ 宿日直の待機時間は労働時間に含め、オンコールの待機時間は労働時間から除外した（労働時間＝診療時間＋診療外時間＋宿日直の待機時間）。
※ １調査、 ４調査では宿日直許可を取得していることがわかっている医療機関に勤務する医師の宿日直中の待機時間を労働時間から除外している。
※ １調査ではさらに診療科別の性、年齢調整、診療科ごとの勤務医療機関調整を行っている。
※ 「時間外・休日労働時間が年 時間超」は週 時間 分超勤務と換算した。

※ １調査、 ４調査では宿日直許可を取得していることがわかっている医療機関に勤務する医師の宿日直中の待機時間を労働時間から除外している。
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調査 １調査 ４調査

令和 年 月 日医師の働き方改革の推進に関する検討会資料

万人
（

万人
（（ ）

万人

万人程度
（（（

万人程度万人程度
程度）うち

医療
うち

医療医療･
うちうち

医療医療･福祉

需要面から推計した医療福祉分野の就業者数の推移

万人程度
程度）程度）

需要面から推計した医療福祉分野の就業者数の推移

万人程度
（（（

万人程度万人程度
程度）

万人

万人
～（※１）

万人

万人
～（※１）

需要面・供給面を勘案した
「医療・福祉」の就業者数
経済成長と労働参加が
適切に進むケース

万人

万人
（

万人
（（ ）

・ 改革により生産性が
向上し、
・ 医療・介護需要が
一定程度低下した場合

（参考）※３

改革後の就業者数

万人

万人

万人

万人
～

①多様な就労・社会参加
②健康寿命の延伸
⇒男女ともに３年以上延伸し、

歳以上に

③医療・福祉サービス改革
⇒単位時間当たりのサービス提供を
５％（医師は７％）以上改善

※１ 総就業者数は独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計」（ 年３月）による。総就業者数のうち、下の数値は経済成長と労働参加が進まないケース、上の数値は進むケースを記載。
※２ 年度の医療・福祉の就業者数は推計値である。
※３ 独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計」は、 年 月 日に新しい推計が公表されている。 年 月推計では、成長実現・労働参加進展シナリオで、総就業者数は、 年の 万人か

ら 年に 万人と概ね横ばいであり、「医療・福祉」の就業者数は、 年の 万人から 年に 万人と増加する推計となっている。現時点では、『需要面から推計した医療福祉分野の就業者数』
を更新したデータはないため、比較には留意が必要。

○ 年には就業者数が大きく減少する中で、医療・福祉職種の人材は現在より多く必要となる。

マンパワー① 年以降、人材確保がますます課題となる
令和 年 月 日第８次医療計画等に関する検討会資料１（一部改）

※２

年 年

令和６年 月 日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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人口規模別二次医療圏数と累積人口等

二次医療圏数

人口累積

医師数

• 二次医療圏ごとに人口規模はさまざまであり、中央値は20万人程度、20万人未満の二次医療圏は161、100万人以
上の二次医療圏は25ある。

• 100万人以上の二次医療圏においては、全人口の33％、医師数の34％を占める。

※2023年病床機能報告（第８次医療計画時点）データ

二次医療圏の医療資源等について

万人

％

第13回新たな地域医療構想等に関する検討会

令和６年12月３日
資料１

現行の地域医療構想における構想区域について

二次医療圏

※令和４年９月時点の二次医療圏（ 医療圏）数の図であり、
構想区域（ 区域）の数とは一致しない。

構想区域
３３９構想区域（令和６年４月現在）

３３０医療圏（令和６年４月現在）

人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配
置の状況の見通しその他の事情を考慮して、一体の区域として地域における病床の地理的条
件等の自然的条件および日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、
一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療を提供する体制の確保を図ること
が相当であると認められるものを単位として設定

人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配
置の状況の見通しその他の事情を考慮して、一体の区域として地域における病床の機能の分
化及び連携を推進することが相当であると認められる区域を単位として設定

※ 地域医療構想策定ガイドライン（平成27年３月31日）抜粋
・構想区域の設定に当たっては、現行の二次医療圏を原則としつつ、あらかじめ、人口規模、
患者の受療動向、疾病構造の変化、基幹病院までのアクセス時間の変化など将来における要素
を勘案して検討する必要がある。
・地域医療構想は平成37年（2025年）のあるべき医療提供体制を目指すものであるが、設定し
た構想区域が現行の医療計画（多くの都道府県で平成25年度（2013年度）～平成29年度
（2017年度））における二次医療圏と異なっている場合は、平成36年(2024年)３月が終期とな
る平成30年度（2018年度）からの次期医療計画の策定において、最終的には二次医療圏を構想
区域と一致させることが適当である。

• 現行の地域医療構想において、構想区域は、一体の区域として地域における病床の機能の分化及び連携を推進
することが相当であると認められる区域を単位として設定することとしている。構想区域の設定に当たって、
都道府県において、現行の二次医療圏を原則として、人口規模、患者の受療動向、疾病構造の変化、基幹病院
までのアクセス時間の変化など将来における要素を勘案して検討することとしている。

令和 年 月 日第 回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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広域な観点の圏域
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都道府県別2040年の総人口（万人）

三次医療圏については、基本的に都道府県単位で整備してきた。2040年には17県が人口100万人未満となる見込み。

（万人）

資料出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５（ ）年推計）」

人口規模別の区域ごとの課題の例

4
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1

~5 6~10 11~15 16~20 21~25 26~30

100万人超医療圏における消化器外科の時間
外手術を実施していない医療機関数

• 医師等の医療資源の絶対数が少なく、実施可能な医療が他の地域と比べて少ない
場合がある。一部の診療行為については、実施がない二次医療圏も存在する。

• 隣接区域も人口規模の小さな区域である場合や、離島や山間部等でアクセスに課
題がある場合がある。

⇒ 例えば、区域全体の医療資源の範囲で、必要な連携･再編･集約化を行い、確保
する医療内容の検討、隣接区域や必要に応じて都道府県を越えた連携体制の構
築の検討等が必要。

■人口規模の小さな区域での課題の例

■人口規模の大きな区域での課題の例

• 医師等の医療資源は多いが、医療機関の特性も多様で、時間外手術を実施しない医
療機関が一定数存在し、地域内でも時間外の対応を行う一部医療機関の医師等の働
き方に負担が生じる場合がある。

• 隣接区域も人口規模が大きく、医療資源が多い場合がある。
⇒ 例えば、医療需要に応じて、救急受入等に関する役割分担を検討し、必要な連携･
再編･集約化を行い、医師等の働き方が適切に確保され、質の高い医療を効率的に提
供する体制の検討等が必要。

人口規模の大小等の地域毎に課題が異なり、それぞれの特性に応じた医療提供体制の確保が必要となる。

資料出所：令和５年度病床機能報告

資料出所： （ 年）を基に厚生労働省医政局地域医療計画課において作成
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都道府県

在宅医療の圏域の設定単位の考え方
〇 在宅医療の圏域は、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」や「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の配
置状況や、地域包括ケアシステムの観点も踏まえた上で、医療資源の整備状況や介護との連携の在り方が地域によっ
て大きく変わることを勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り急変時の対応体制（重症例を除く）や医
療と介護の連携体制の構築が図られるよう、市町村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等の実情に応じて
弾力的に設定する。

市町村 市町村 市町村

二次医療圏

在宅医療の圏域

在宅医療の協議の場
（地域医療構想調整会議等）

市町村以上二次医療圏未満の単位で医
療・介護の連携体制を構築できる場合

市町村 市町村 市町村 市町村 市町村

二次医療圏

在宅医療の圏域 在宅医療の圏域

在宅医療の
協議の場

在宅医療の
協議の場

二次医療圏単位で医療・介護
の連携体制を構築できる場合

政令指定都市等

在宅医療の圏域

在宅医療の
協議の場

市・区単位で医療・介護の連携
体制を構築できる場合

都
道
府
県
と
市
町
村
の
連
携
体
制

在
宅
医
療
の
圏
域

連携 連携 連携

在宅医療において積極的役割を担う医療機関 在宅医療に必要な連携を担う拠点二次医療圏 在宅医療の圏域 市区町村

医
療

介
護

連 携

第６回在宅医療及び医療・介護連携に関
す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
令 和 ４ 年 ９ 月 2 8 日 資料

令和６年 月 日第 回新たな地域医療構想等に関する検討会資料

広域な観点で整備すべき診療機能について
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大学病院本院 それ以外

広域な観点で整備すべき診療機能のうち、一部の臓器の移植医療等については、都道府県をこえて整備されて
いる場合がある。

資料出所：公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク
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広域な観点で整備される施設類型ごとの
大学病院本院とそれ以外の内訳

大学病院本院 それ以外

（
施
設
数
）

※ 厚生労働省医政局地域医療計画課調べ

（
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設
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）

令和６年 月 日第 回新たな地域医療構想等に関する検討会資料 改
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新たな地域医療構想に関するとりまとめの概要

医療提供体制の現状と目指すべき方向性
歳以上の増加や人口減少がさらに進む 年とその先を見据え、全ての地域･世代の患者が、適切に医療･介護を受けながら生活し、

必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制を構築
•「治す医療」と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の医療･介護提供体制を構築
•外来･在宅、介護連携等も新たな地域医療構想の対象とする

新たな地域医療構想
（１）基本的な考え方
• 年に向け、外来･在宅、介護との連携、人材確保等も含めた
あるべき医療提供体制の実現に資するよう策定･推進
将来のビジョン等、病床だけでなく医療機関機能に着目した機能分化･連携等

•新たな構想は 年度から順次開始
（ 年度に国でガイドライン作成、 年度に都道府県で体制全体の方向性や必要
病床数の推計等、 年度までに医療機関機能に着目した協議等）

•新たな構想を医療計画の上位概念に位置付け、医療計画は新たな
構想に即して具体的な取組を進める
（２）病床機能・医療機関機能
① 病床機能
•これまでの「回復期機能」について、その内容に｢高齢者等の急性
期患者への医療提供機能｣を追加し、｢包括期機能｣として位置づけ
② 医療機関機能報告（医療機関から都道府県への報告）
•構想区域ごと 高齢者救急･地域急性期機能､在宅医療等連携機能､急性期拠点
機能､専門等機能 ､広域な観点 医育及び広域診療機能 で確保すべき機能
や今後の方向性等を報告
③ 構想区域・協議の場
•必要に応じて広域な観点での区域や在宅医療等のより狭い区域で
協議（議題に応じ関係者が参画し効率的･実効的に協議）

（３）地域医療介護総合確保基金
•医療機関機能に着目した取組の支援を追加
（４）都道府県知事の権限
① 医療機関機能の確保（実態に合わない報告見直しの求め）
② 基準病床数と必要病床数の整合性の確保等
•必要病床数を超えた増床等の場合は調整会議で認められた場合
に許可

•既存病床数が基準病床数を上回る場合等には、地域の実情に応
じて、必要な医療機関に調整会議の出席を求める
（５）国･都道府県･市町村の役割
① 国 厚労大臣 の責務･支援を明確化（目指す方向性･データ等提供
② 都道府県の取組の見える化、調整会議で調った事項の実施に
努める
③ 市町村の調整会議への参画、地域医療介護総合確保基金の活
用
（６）新たな地域医療構想における精神医療の位置付け
•精神医療を新たな地域医療構想に位置付けることとする

※令和６年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会とりまとめより作成

373737

３．新たな地域医療構想
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病床機能について（案）

• 病床機能区分のうち、これまでの【回復期機能】について、2040年に向けて増加する高齢者救急等の受け皿として急性期と回復期の
機能をあわせもつことが重要となること等を踏まえ、【包括期機能】として位置づけてはどうか。

• 将来の病床数の必要量の推計については、受療率の変化等を踏まえ、定期的に（例えば将来推計人口の公表ごと、医療計画の作成ごと
等）2040年の病床数の必要量の見直しを行うこととしてはどうか。また、これまでの取組との連続性等の観点から、これまでの推計
方法を基本としつつ、受療率の変化等も踏まえ、基本的に診療実績データをもとに病床機能区分ごとの推計を行うこととし、ガイドラ
インの検討において、改革モデルも含め、具体的な推計も検討することとしてはどうか。

病床機能区分
機能の内容

高度急性期機能 • 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
急性期機能 • 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能
包括期機能 • 高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期からのリハビリ等を行い、早期の在宅復帰を目的とした治し支

える医療を提供する機能
• 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
• 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を目的としたリ
ハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）

慢性期機能 • 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
• 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む。）、筋ジストロフィー患者又は難病患者等
を入院させる機能

令和６年 月 日第 回新たな地域医療構想等に関する検討会資料（一部改）

• このほか、急性期拠点機能を担う医療機関等が行う、広域な観点での診療、人材の育成、医師の派遣等の役割についても、報告
を求め、地域全体での機能の確保に向けた議論を行う。

医療機関機能について（案）

医療機関機能の考え方
○ 医療機関機能に着目して、地域の実情に応じて、｢治す医療｣を担う医療機関と｢治し支える医療｣を担う医療機関の役割分担を明確化し、
医療機関の連携･再編･集約化が推進されるよう、医療機関（病床機能報告の対象医療機関）から都道府県に、地域で求められる役割を担
う｢医療機関機能｣を報告。地域の医療提供体制の確保に向けて地域で協議を行うとともに、国民･患者に共有。

○ 二次医療圏等を基礎とした地域ごとに求められる医療提供機能、より広域な観点から医療提供体制の維持のために必要な機能を設定。
・ 年頃を見据えて、人口規模が 万人未満の構想区域等、医療需要の変化や医療従事者の確保、医療機関の維持等の観点から医療提供体制上の課題
がある場合には、必要に応じて構想区域を拡大。

・ 従来の構想区域だけでなく、広域な観点での区域や、在宅医療等に関するより狭い区域を設定。新たな地域医療構想の策定･推進に向けて、地域に必要
な医療提供体制の確保のため実効性のある議論に資するよう、区域ごとに議論すべき内容や議題に応じた主な参加者等についてガイドラインで明確化。

地域ごとの医療機関機能

広域な観点の医療機関機能

主な具体的な内容（イメージ）
高齢者救急・地域急性
期機能

• 高齢者をはじめとした救急搬送を受け入れるとともに、必要に応じて専門病院や施設等と協力･連携しながら、
入院早期からのリハビリ･退院調整等を行い、早期の退院につなげ、退院後のリハビリ等の提供を確保する。
※ 地域の実情に応じた幅をもった報告のあり方を設定

在宅医療等連携機能 • 地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設、訪問看護、訪問介護等と連携した24時間の対応や入院対
応を行う。
※ 地域の実情に応じた幅をもった報告のあり方を設定

急性期拠点機能 • 地域での持続可能な医療従事者の働き方や医療の質の確保に資するよう、手術や救急医療等の医療資源を多く
要する症例を集約化した医療提供を行う。
※ 報告に当たっては、地域シェア等の地域の実情も踏まえた一定の水準を満たす役割を設定。また、アク
セスや構想区域の規模も踏まえ、構想区域ごとにどの程度の病院数を確保するか設定。

専門等機能 • 上記の機能にあてはまらない、集中的なリハビリテーション、高齢者等の中長期にわたる入院医療機能、有床
診療所の担う地域に根ざした診療機能、一部の診療科に特化し地域ニーズに応じた診療を行う。

医育及び広域診療機能 • 大学病院本院が担う、広域な観点で担う常勤医師や代診医の派遣、医師の卒前･卒後教育をはじめとした医療
従事者の育成、広域な観点が求められる診療を総合的に担い、また、これらの機能が地域全体で確保される
よう都道府県と必要な連携を行う。

令和６年 月 日新たな地域医療構想等に関する検討会資料（一部改）

※ 高齢者医療においては、あらゆる段階において、マルチモビディティ（多疾病併存状態）患者へのリハビリを含む、治し支える医療の観点が重要
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新たな地域医療構想と医療計画の関係の整理（案）

○ 新たな地域医療構想について、入院医療だけでなく、外来･在宅医療、介護との連携等も含めた医療提供体制全体
の地域医療構想とする方向で検討を行っており、地域医療構想と医療計画の関係の整理を行うこととしてはどうか。
・ 新たな地域医療構想について、医療計画の記載事項の一つではなく、地域の医療提供体制全体の将来のビジョ
ン・方向性を定めるとともに、医療機関機能に着目した医療機関の機能分化・連携、病床の機能分化・連携等を
定めるものとする。新たな地域医療構想においても、介護保険事業支援計画等の関係する計画との整合性を図る。

・ 医療計画について、地域医療構想の６年間（一部３年間）の実行計画として、新たな地域医療構想に即して、
５疾病・６事業及び在宅医療、医師確保、外来医療等に関する具体的な取組を定めるものとする。

医療計画（都道府県）

５疾病・６事業及び在宅医療
医師の確保
外来医療提供体制 等

地域医療構想（都道府県）
病床の機能分化・連携の推進

介護保険
事業支援
計画

（都道府県） 

医療計画（都道府県）

５疾病・６事業及び在宅医療
医師の確保
外来医療提供体制 等

地域医療構想（都道府県）
入院医療、外来・在宅医療、介護との連携
等を含む医療提供体制全体の将来の構想

即して定める

介護保険
事業計画
（市区町村）

整
合
性
を
図
る※

１

介護保険
事業計画
（市区町村）

介護保険
事業支援
計画

（都道府県） 

整
合
性
を
図
る

※１地域医療介護総合確保法の都道府県計画、感染症法の予防計画、
新型インフルエンザ等特措法の都道府県行動計画とも整合性を図る。

※１地域医療介護総合確保法の都道府県計画、感染症法の予防計画、
新型インフルエンザ等特措法の都道府県行動計画とも整合性を図る。

＜現行＞ ＜今後＞

※地域医療構想は、医療法上、医療
計画の記載事項の一部とされている。

基本指針（国） 基本指針（国） 基本指針（国） 基本指針（国）

整
合
性
を
図
る※

１

・地域医療介護総合確保法の総合確保方針に即して定める ・地域医療介護総合確保法の総合確保方針に即して定める

令和 年 月３日新たな地域医療構想等に関する検討会資料

新たな地域医療構想における構想区域について

• 新たな地域医療構想においては、入院医療だけでなく、外来医療・在宅医療、介護との連携等も含めた地域
の医療提供体制全体の課題解決を図るものとして位置づける。このため、構想区域について、二次医療圏を
基本としたこれまでの構想区域のほか、広域な観点が求められる診療や医療従事者の育成等を検討するため
の広域な区域、在宅医療等についてきめ細かく対応するためのより狭い区域を設定して取組を推進する。

• 区域全体の医療資源に応じて確保する医療や、区域内で確保が困難な医療に関する隣接区域等との連携のあ
り方等の具体的な運用については、2025年度に策定予定の新たな地域医療構想に関するガイドラインの作成
段階で検討する。

基本となる構想区域 広域な区域 より狭い区域

• 高齢者救急・地域急性期機能、在宅
医療等連携機能、急性期拠点機能、
専門等機能の医療機関機能を整備

• 二次医療圏（330程度）を基本としつ
つ、人口が20万人未満の区域や、100
万人以上の区域で医療提供体制上の
課題がある場合には必要に応じて構
想区域の見直しを行う

• 大学病院や、その他急性期の
拠点となる医療機関による広
域な観点で確保すべき医師の
派遣や診療、人材育成を議論
するための区域を設定。

• 都道府県単位（必要に応じて
三次医療圏）で設定

• 在宅医療等については地域の医
療及び介護資源等の実情に応じ
て、より狭い区域を設定

• 医療計画の在宅医療の圏域の設
定は、地域の医療及び介護資源
等の実情に応じて弾力的に設定
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新たな地域医療構想における精神医療の位置付け

新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する
検討プロジェクトチーム 取りまとめ概要

○ 以下の観点から、新たな地域医療構想に精神医療を位置付けることが適当。
 新たな地域医療構想においては、 年頃を見据え、入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等

を含む、医療提供体制全体の地域医療構想とする方向で検討を進めている。
→ 地域の医療提供体制全体の中には、精神医療も含めて考えることが適当

 新たな地域医療構想において精神医療を位置付けることにより、以下の意義が考えられる。
・ 年頃の精神病床数の必要量を推計 → 中長期的な精神医療の需要に基づく精神医療体制の推進
・ 病床機能報告の対象に精神病床を追加 → データに基づく協議・検討が可能
・ 精神医療に関する協議の場の開催や一般医療に関する協議の場への精神医療関係者の参画

→ 身体疾患に対する医療と精神疾患に対する医療の双方を必要とする患者への対応等における精神医療と
一般医療との連携等の推進

・ 地域医療構想の実現に向けた財政支援、都道府県の権限行使 → 精神病床等の適正化・機能分化の推進

○ 新たな地域医療構想に精神医療を位置付けた場合の具体的な内容※は、法律改正後に施行に向けて、
必要な関係者で議論する必要があり、精神医療に係る施行には十分な期間を設けることが必要。

※ 病床数の必要量の推計方法、精神病床の機能区分、病床機能報告の報告事項、精神医療の構想区域・協議の
場の範囲・参加者、精神科医療機関の医療機関機能等

令和 年 月３日新たな地域医療構想等に関する検討会資料

新たな地域医療構想と医療計画の進め方（案）

○ 新たな地域医療構想について、令和７年度に国でガイドラインを検討･策定し、都道府県において、まず令和８年度に地域の医療提供
体制全体の方向性、将来の病床数の必要量の推計等を検討･策定した上で、それを踏まえ、令和９～ 年度に医療機関機能に着目した地
域の医療機関の機能分化･連携の協議等を行うこととしてはどうか。

○ 新たな地域医療構想の内容について、基本的に第９次医療計画に適切に反映されるよう、地域医療構想の策定状況や医療計画の取組等
に係る課題を国と県で共有することとしてはどうか。医療計画のうち、５疾病･６事業については、個別の事業の課題を第９次医療計画
に向けて継続的に検討し、必要に応じて見直しを行い、また、外来医療計画等の か年の計画については、令和 年度からの後期計画に
向けて必要な検討を行うこととしてはどうか。

地域医療構想

５疾病・６事業

外来医療計画、医師確保計画、
在宅医療に関する事業

第９次医療計画

新たな地域医療構想の策定・取組
ガイドラインの
検討（国）

第9次計画の作
成(都道府県)

第9次計画の検
討（国）

第8次計画(後期)
の検討（国）

第8次計画(後期)
の作成(都道府県)

（令和6年度）（令和7年度）（令和８年度）（令和９年度）（令和10年度）（令和11年度）（令和12年
度）

２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ ２０２９ ２０３０ ～

将来の方向性、
将来の病床数の
必要量の推計
等

医療機関機能に着目した地域
の医療機関の機能分化･連携
の協議、病床の機能分化･連
携の協議 等

第9次計画の作
成(都道府県)

第9次計画の検
討（国）

第8次医療計画（※）
※ 救命救急センターのあり方や周産期医療等、個別の事業の課題を第９
次医療計画に向けて継続的に検討し、必要に応じて見直しを行う。

国と都道府県の実務者協議（地域医療構想の策定
状況や医療計画の取組等に係る課題を国と都道府
県で共有）

第９次医療計画第8次計画（前期） 第8次計画（後期）

かかりつけ医機
能報告等のガイ
ドラインの検討
（国）

新たな地域医療構想
の検討（国）

かかりつけ医機能の確保に関する地域の協議（都道府県）

令和 年 月３日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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＜医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等＞
・対象医療機関に公的医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康安全機構の病院を追加
・勤務経験期間を６か月以上から１年以上に延長。施行に当たって柔軟な対応を実施
＜外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等＞
・都道府県から外来医師過多区域の新規開業希望者に対し、開業６か月前に提供予定の医療機能等の届出を求め、協議の場への参加、地域で不足する医療や医師不足地域での

医療の提供の要請を可能とする
・要請に従わない医療機関への医療審議会での理由等の説明の求めや勧告･公表、保険医療機関の指定期間の 年から 年等への短縮
＜保険医療機関の管理者要件＞
・保険医療機関に管理者を設け、２年の臨床研修及び保険医療機関 病院に限る において３年等保険診療に従事したことを要件とし、責務を課す

若手 中堅・シニア世代

＜医学部定員・地域枠＞
・医学部臨時定員について、医師の偏在対策に資する

よう、都道府県等の意見を十分に聞きながら、必
要な対応を進める

・医学部臨時定員の適正化を行う医師多数県において、
大学による恒久定員内の地域枠設置等への支援を
行う

・今後の医師の需給状況を踏まえつつ、 年度以降
の医学部定員の適正化の検討を速やかに行う

＜臨床研修＞
・広域連携型プログラム※の制度化に向けて令和８年

度から開始できるよう準備
※ 医師少数県等で 週以上の研修を実施

医師養成過程を通じた取組
＜重点医師偏在対策支援区域＞
・今後も定住人口が見込まれるが人口減少より医療機関の減少スピードが速い地域等を｢重点医師偏在対策支援区域｣

と設定し、優先的･重点的に対策を進める
・重点区域は、厚労省の示す候補区域を参考としつつ、都道府県が可住地面積あたり医師数、アクセス、人口動態等

を考慮し、地域医療対策協議会・保険者協議会で協議の上で選定（市区町村単位・地区単位等を含む）

＜医師偏在是正プラン＞
・医師確保計画の中で｢医師偏在是正プラン｣を策定。地対協・保険者協議会で協議の上、重点区域、支援対象医療機

関、必要な医師数、取組等を定める
※ 医師偏在指標について、令和９年度からの次期医師確保計画に向けて必要な見直しを検討

医師確保計画の実効性の確保

＜全国的なマッチング機能の支援、リカレント教育の支援＞
・医師の掘り起こし、マッチング等の全国的なマッチング支援、総合的な診療能力を学び直すためのリカレント教育を推進
＜都道府県と大学病院等との連携パートナーシップ協定＞
・都道府県と大学病院等で医師派遣･配置、医学部地域枠、寄附講座等に関する連携パートナーシップ協定の締結を推進

＜経済的インセンティブ＞
・令和８年度予算編成過程で重点区域における以下のような支援について検討

‣ 診療所の承継･開業･地域定着支援（緊急的に先行して実施）
‣ 派遣医師・従事医師への手当増額（保険者から広く負担を求め、給付費の中で一体的に捉える。保険者による効果等の確認）
‣ 医師の勤務・生活環境改善、派遣元医療機関へ支援
※ これらの支援については事業費総額等の範囲内で支援

・医師偏在への配慮を図る観点から、診療報酬の対応を検討

地域偏在対策における経済的インセンティブ等

・必要とされる分野が若手医師から選ばれるための環境づくり等、処遇改善に向けた必要な支援を実施
・外科医師が比較的長時間の労働に従事している等の業務負担への配慮･支援等の観点での手厚い評価について必要な議論を行う

診療科偏在の是正に向けた取組

医偏在の正に向けた総合的な対策パッケージ（概要）②
【総合的な対策パッケージの具体的な取組】

地域の医療機関の支え合いの仕組み

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（概要）②

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ（概要）①

【基本的な考え方】

現状
課題

基本的な
考え方

医師偏在は一つの取組で是正が
図られるものではない

若手医師を対象とした医師養成
過程中心の対策

へき地保健医療対策を超えた取組
が必要

「保険あってサービスなし」という地域が生じることなく、将来にわたって国民皆保険が維持されるよう、
国、地方自治体、医療関係者、保険者等の全ての関係者が協働して医師偏在対策に取り組む

経済的インセンティブ、地域の医
療機関の支え合いの仕組み、医師
養成過程の取組等の総合的な対策

医師の柔軟な働き方等に配慮し
た中堅・シニア世代を含む全て
の世代の医師へのアプローチ

地域の実情を踏まえ、支援が必要
な地域を明確にした上で、従来の
へき地対策を超えた取組

○ 地域ごとに人口構造が急激に変化する中で、将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確保し、適切な医療
サービスを提供するため、以下の基本的な考え方に基づき、制度改正を含め必要な対応に取り組み、実効性の
ある総合的な医師偏在対策を推進する。

○ 総合的な医師偏在対策について、医療法に基づく医療提供体制確保の基本方針に位置付ける。
※ 医師偏在対策は、新たな地域医療構想、働き方改革、美容医療への対応、オンライン診療の推進等と一体的に取り組む。

・ 医師偏在対策の効果を施行後５年目途に検証し、十分な効果が生じていない場合には、更なる医師偏在対策を検討
・ 医師確保計画により３年間のＰＤＣＡサイクルに沿った取組を推進

令和 年 月 日
厚生労働省 公表資料
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• 昭和５９年４月 江津市外７町村消防組合採用 消防吏員拝命

• 平成８年４月 救急救命九州研修所（ 九州 期）へ派遣（救急救命士免許登録）

• 平成１４年４月 江津消防署救急救助係主任・兼本部警防課救急救助係主任

• 平成１９年４月（ 年） 邑智郡公立病院組合採用 公立邑智病院事務長拝命

・平成３１年～ 全国自治体病院協議会 「中小病院の経営を考える事務プロジェクトチーム委員長」

• 令和３年４月 公立邑智病院 副院長・兼事務部長（企画調整課長事務取扱）

・令和３年４月～ 総務省 「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業 アドバイザー就任」

消防で 年勤務

病院で 年勤務

OHCHI MUNICIPAL HOSPITAL

略歴（消防から病院へ）

公立邑智病院における
医療 の取り組みについて

邑智郡公立病院組合 公立邑智病院
副院長（兼）事務部長、企画調整課長事務取扱 日高武英

・全自病協：中小病院の経営を考える事務プロジェクトチーム委員長
・総務省：「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」アドバイザー

OHCHIOHCHI MUNICIPAL HOSPITAL

自治労衛生医療評議会
地域医療セミナー（ 有明）
令和７年２月２２日（土）

お お ち

お お ち

お お ち

＜Ⅰ－２－②＞
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・面積・面積・面積 ㎡・面積
・人口
・面積
・人口・人口
・面積
・人口・人口 万

㎡㎡
万万万万 人人人（住民基本台帳（住民基本台帳 年年年年 月月月 日時点）

デパートなし。駅なし。・・・暮らしあり。

・山陰と山陽を結ぶ高速道路の中心に位置している。
・半径３０㎞以内に救急病院は存在しない。

地域の概要

OHCHI MUNICIPAL HOSPITAL

・診療科目 科（下線は非常勤医師の診療科）
内科（総合診療科）、外科、整形外科、小児科、
産婦人科、泌尿器科、麻酔科、精神科、皮膚科、歯科

・常勤医師数 人（うち歯科医師 人）

公立邑智病院
島根県庁まで島根県庁まで
車で２時間強

20Km

40Km

60Km

広島県庁まで車で１時間強

・設置者 邑智郡公立病院組合（邑南町、川本町、美郷町）
・名 称 公立邑智病院
（県立療養所（ｻﾅﾄﾘｳﾑ） 床の跡地に昭和 年開院した）

・経営形態 地方公営企業法一部適用
・病床数 一般 床（急性期 床 回復期 床）

お お ち

【【【【邑智郡邑智郡邑智郡邑智郡】・面積・面積・面積・面積・面積・面積・面積 ㎡ ・人口・人口・人口・人口・人口 万万万万万 人（住民基本台帳人（住民基本台帳 年年年 月月月 日時点）

病院の概要
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億円 億円 億円 億円 億円 億円

億円

億円 億円

億円

億円

億円億円

億円

億円

億円

億円

億円

億円

億円

億円

億円

億円

億円

億円

億円

億円

億円

億円

経常利益 平均利益

総務省、令和元年度度地方公営企業年鑑鑑鑑からら 総務省、令和元年度総務省、令和 年度度度 方方方方方方 営営営営営営 業業業業年年年年鑑鑑鑑鑑鑑
（精神科病院、建設中及び想定企業会計の病院を除く）

規模別 病院数 経常利益 平均利益 経常収
支比率

他会計繰
入金比率

他会計
繰入額

平均
繰入額 繰入 損益 平均

公的負担
床以上 ▲ 億円 ▲ 億円 億円 億円 億円 億円
床以上 床未満 ▲ 億円 ▲ 億円 億円 億円 億円 億円
床以上 床未満 ▲ 億円 ▲ 億円 億円 億円 億円 億円
床以上 床未満 ▲ 億円 ▲ 億円 億円 億円 億円 億円
床以上 床未満 ▲ 億円 ▲ 億円 億円 億円 億円 億円
床未満 ▲ 億円 ▲ 億円 億円 億円 億円 億円
一般病院計 ▲ 億円 ▲ 億円 億円 億円 億円 億円

公的負担

OHCHI MUNICIPAL HOSPITAL

規模別 病院数 経常利益 平均利益 経常収
支比率

他会計繰
入金比率

他会計
繰入額

平均
繰入額 繰入 損益 平均

公的負担
床以上 億円 億円 億円 億円 億円 億円
床以上 床未満 億円 億円 億円 億円 億円 億円
床以上 床未満 億円 億円 億円 億円 億円 億円
床以上 床未満 億円 億円 億円 億円 億円 億円
床以上 床未満 億円 億円 億円 億円 億円 億円
床未満 億円 億円 億円 億円 億円 億円

一般病院計 億円 億円 億円 億円 億円 億円

総務省、令和総務省、令和和和４４年度
経常収

度度度度度度度地方公営企業年鑑
経常収経常収
鑑鑑鑑から

他会計繰他会計繰
らららら  
他会計繰 他会計他会計繰他会計繰
（精神科病院、建設中及び想定企業会計の病院を除く）

令和元年度

令和４年度

令和６年９月６日
中国四国ブロック会議

総務省自治財政局
準公営企業室
「公立病院の現状と課題
等について」から 引用

自治体と協力して、
経常黒字を達成す
ることが必要とさ
れている。

自治体病院の経営状況

OHCHI MUNICIPAL HOSPITAL

新型コロナ感染症
補助金で経営改善
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80.8%

72.6%

61.3%

59.8%

57.0%

54.0%

49.1%

71.3%

13.8%

15.8%

17.6%

19.0%

24.5%

26.9%

29.1%

13.4%

12.9%

11.1%

10.2%

9.9%

9.3%

7.9%

8.4%

8.1%

47.4%

31.9%

30.5%

27.7%

22.1%

19.2%

20.7%

17.3%

床未満

床未満

床未満

床未満

床未満

床未満

床以上

公立邑智病院

規模別の主な費用比率（費用÷医業収益）

職員給与比率

材料比率

減価償却比率

経費比率

OHCHI MUNICIPAL HOSPITAL

病院規模別の収支と財務

床未満

床未満

床未満

床未満

床未満

床未満

床以上

公立邑智病院
規模別の診療単価（円）

入院単価
外来単価

床未満

床未満

床未満

床未満

床未満

床未満

床以上

公立邑智病院
規模別の職員当たり患者数（人）

職員当たり外来患者数（医師）
職員当たり入院患者数（医師）
職員当たり外来患者数（看護部）
職員当たり入院患者数（看護部）

引用：総務省 令和元年度 病院事業決算状況・病院経営分析比較表

規模が大きいと
診療単価が高い分
材料比率も高くなる

規模が大きいと、
医療従事者一人当たり
の患者数が少ない。

規模が大きいと、
診療単価が高い分
材料比率も高くなる。

OHCHI MUNICIPAL HOSPITAL

自治体病院の経営状況②

から引用

令和５年度の決算は令和５年度の決算は
令和元年度より悪かったようです

病院事業の経営状況（総収支額）の推移
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引用： 有料抜粋版

経営形態別医業収支比率②

OHCHI MUNICIPAL HOSPITAL

有料抜粋版

ｎｎｎｎｎｎｎｎ＝＝＝＝＝＝

引用： 有料抜粋版

営形態別医業収支比率②

OHCHI MUNICIPAL HOSPITALMUNICIPAL HOSPITAL

優位差が認められないのは、全部適用
の自由度が発揮できていないのでは？

引用： 有料抜粋版有料抜粋版

ｎｎｎｎｎｎｎｎ＝＝＝＝

引用： 有料抜粋版

地方独立行政法人は、規模が小さくても
医業収支比率が高い傾向である

経営形態別医業収支比率

OHCHI MUNICIPAL HOSPITAL
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時間当たり付加価値の推移（円）

部門合計

病院事業

看護部収益 （収入－経費）

時間
時間当たり付加価値＝

（総労働時間）

【時間当たり付加価値を増加させる要因】

①収入増加

②経費削減 ・他部門を手伝う

③人員削減 ⇒ ・残業を減らす

・休暇を取得する    

OHCHI MUNICIPAL HOSPITAL

年間の取り組みで
時間当たり付加価値
を、約 円増加
することができた

【成功のカギ】
・医療職へは診療のやりがいを作ること。
・事務職員のマネジメント能力と熱意。

自部門の時間当たり
付加価値を意識する
ことは、病院経営を良
くすることである。

自立プロジェクト（時間当たり付加価値について）

OHCHI MUNICIPAL HOSPITAL

公立邑智病院の再生

医業収支を△２億
以下に圧縮した

枯渇を予測した内部留
保資金が、 億に増加

年

年
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常勤医師数は、
近似曲線で 人
増となる。

初期研修医、
診療看護師、
医師事務補助
者を積み上げ
ると、
診療体制が充
実してきたと
理解できる。

（人）
年度別推移（職種別）

常勤医師

初期研修医

診療看護師（ ）

医師事務補助者

多項式 常勤医師

公立邑智病院の医師、研修医、NPNP、医師事務補助者数の推移

（人）
年度別推移（積み上げ）

常勤医師

初期研修医

診療看護師（ ）

医師事務補助者

OHCHI MUNICIPAL HOSPITAL

自立プロジェクト（公立邑智病院が実践している管理会計）の参考文献

総務省ホームページ：地方公営企業の抜本的な改革等に係る先進・優良事例集

病院：事例 「病院原価管理手法を導入し経営改善を図った事例」公立邑智病院
更新

日高武英：先進事例紹介
病院原価管理の実践 公営企業

関谷浩行・日高武英：「公立中小病院における管理会計の導入と実践 事務長を中心に 」
大西淳也（編著）『行政管理会計の基礎と実践』同文舘出版

１）

２）

３）
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① 病院を取り巻く諸条件の変化に、機動的、弾力的に対応できていない場合があること。
② 職員給与が公務員給与制度の枠組みの中で決定されること等からその水準が民間よ  
り高い場合が多いこと。

③ 看護単位のとり方など職員配置の工夫が十分でないこと。
④ 自主料金である室料差額なども自治体病院の性格上低く抑えられている場合が多い
こと。

⑤ 事業管理者や事務局には、医療制度・実務等の専門的な知識や経営能力が求められ
るが、短期間での人事異動サイクルなどから、知識・能力の蓄積が課題。

⑥ 公金による支援を受けながら医療サービスの質や採算性の向上といった改革意欲を
より向上させるため、全職員の意識改革が課題。

⑦ 「経営効率化」、「再編・ネットワーク化」、「経営形態の見直し」、「地域医療構想を踏ま
えた役割の明確化」。

資料
①～④：地方公営企業の概要 平成23年9月 財団法人地方財務協会
⑤～⑥：地域医療の確保と公立病院改革の推進に関する調査研究会報告書 平成29年12月 総務省自治財政局準公営企業室
⑦ ：新公立病院改革ガイドライン 平成27年3月31日 総務省自治財政局長通知

自治体立病院の問題点とされる意見

OHCHI MUNICIPAL HOSPITAL

修正医業収支比率について

％ ％％
％

％％

％
％

OHCHI MUNICIPAL HOSPITAL

公立邑智病院
の修正医業収
支比率の推移。

近年は、８５％
前後で推移し
ている。

令和６年９月６日
中国四国ブロック会議

総務省自治財政局
準公営企業室
「公立病院の現状と課
題等について」

から 引用

省自治財政局
営企業室
立病院の現状と課
について」

から 引用から 引用
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次なる取り組み（医療現場ののDXDX事業）
デジタル社会形成基本法が令和５

年６月１６日に施行され、医療機関
においても
（デジタル技術によって、ビジネス
や社会、生活の形・スタイルを変え
る）ことが求められている。

医療 はマイナンバーカードを活
用した「医療情報の共有」が骨格で
あるが、医療従事者の勤務環境を
で改善することにより働きやすい環
境が整備され、「医療の質」が向上
すれば患者の満足度も向上すると考
える。

公立邑智病院は 年から本館棟
の建て替えを中心に全館改修工事を
行っており、可能な限りデジタル化
を推進することで、地域に必要な医
療体制の維持に取り組んでいる。

引用：厚生労働省 （ 年 月アクセス）

OHCHI MUNICIPAL HOSPITAL

全国自治体病院協議会「中小病院の経営を考える事務プロジェクトチーム」の事業

① 地方公務員としての経歴が長い。

② 一般会計（予算主義）の経験が長い。

③ 現金主義（単式簿記）の経験が長い。

④ 業務遂行は関係法令や前例による。

（医療機関は資格業務、 を重んじる。）

⑤ 役割として住民の福祉の増進を図る。

（収益業務ではない。）

⑥ 固定資産は購入時の原資の裏付けが

重要。（減価償却の概念が薄い。）

⑦ 職員の処遇は年功序列を基本とし格

差が出にくい。（医療界は給与格差が

大きい。）

⑧ 病院事務は行政組織の一部署として

の認識。

⑨ 数年で異動する（異動できる）職場

歴が長い。

OHCHI MUNICIPAL HOSPITAL

年 月 第 版発行

事務部門の活性化・質の向上
（事務職員の業務が病院経営に

大きなインパクトを与える）
④

⑤

⑥

⑦

版発行

OHCHIOHCHIOHCHIOHCHIOHCHIOHCHIOHCHI MUNICIPAL HOSPITALMUNICIPAL HOSPITALMUNICIPAL HOSPITALOHCHIOHCHIOHCHIOHCHIOHCHI MUNICIPAL HOSPITAL

年 月 第 版発行
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引用：厚生労働省 （ 年 月アクセス）

全国医療情報プラットフォーム

令和 年度診療報酬改定

（１）マイナ保険証を中
心とした医療 の推進

（２）脳卒中に対する情
報通信機器を用いた遠隔
連携の推進

（３）情報通信機器を用
いた診療の推進

（令和 年 月 日医療 推進本部決定）

引用：厚生労働省 （ 年 月アクセス）

医療療DXDXの推進に関する工程表

医
療D

X

実
現
に
む
け
た
3
本
柱
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公立邑智病院ののDXDX事業全体像

                         

                  

      

        

        
        
        
        
       

          
        
     
     

      
             

  

        
       

       
        

      
     

       
           

         
      

        
       

        
          

          
      

           
              

        

          
                  

        
                 

         

     
     
       
     
       
     
        
     
     
       
     
    
      
       
     
     

       
    
    

        
      
     
        
         
          

           
       
             
         

      
    
    
     
         
       
             
  

        
    
    
          

        
     

      
        

         
        

        

        
      

            
             

          
                

            
         

     
        

             
        

        
       

        
             

      

        
      医療機器

ネット
ワーク

システム

院内物流
対策

給与経理
システム

待ち時間
対策

情報共有
対策

医療機関のプラットフォームは電子カルテ DXで改善
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AiAi問診

・来院前問診が可能

・皮疹などの画像添付

・労働時間削減

・転記業務削減

精神疾患など

診療内容によっては

深く問診してしまう

他のアプリとの連携

問診

医療 導入のポイント医療医療 導入のポイント導入のポイント医療

電子カルテとの
システム連携は必須
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搬送ロボット

・買い物サービス

・内臓されたビデオカメ
ラによる防犯機能

・労働時間削減

・重量物の搬送

・効率よく置配

建物のレイアウトに
よっては従来型のシス

テムに劣る

搬送場所の変更が

プログラム修正で可能

搬送

ロボット
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スマートホン

タイムリーな患者情報
の共有

・電話帳機能

・集中管理が可能

院外でも内線転送 医療DXのコントローラー

院内

スマートホン

台検収
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コミュニケーションアプリ

患者情報を消防・二次
救急・高次救急病院と
共有することが可能

操作性が良い

薬事認証

秘匿性が高い

コミュニケー
ションアプリ

通院支援アプリ

・診察待順案内

・後払い会計

・待合室の密集回避

・情報提供

ベンダーフリー ・オンライン診療

通院支援
アプリ
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ベッドサイド情報端末

入院中の予定

（検査・リハビリ・給食）
が把握できる

・患者支援を一覧で管
理できる

・他部署との情報共有

家族のスマホへ

情報を転送

ベッドサイド

情報端末
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OHCHI MUNICIPAL HOSPITALOHCHI MUNICIPAL HOSPITAL

盆地盆地盆地に広がるに広がるに広がる雲海雲海雲海

公立邑智病院が再生できた要因を聞かれます！

病院を我が家のように考え、助け合い、教え合うことで、病院を我が家のように考え、助け合い、教え合うことで、
効率が良く、質の高い病院運営を行うことができました、効率が良く、質の高い病院運営を行うことができました、効率が良く、質の高い病院運営を行うことができました、

経営は良くなり、働きやすい職場は人も集まってきます、経営は良くなり、働きやすい職場は人も集まってきます、経営は良くなり、働きやすい職場は人も集まってきます、
「全員参加型の病院づくり」です。

デジタル田園都市国家構想交付金

内閣府 地方創生推進室
内閣官房 デジタル田園都市国家構想実現会議事務局
デジタル庁

（令和５年度補正予算分）採択（R6.3.29）

引用：内閣府HP （ 年 月アクセス）
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3. 能登半島地震の報告 
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4. 国会レポート 

 

  

 





参議院議員 岸まきこ（自治労組織内／立憲民主党）活動報告 

 

▼ 自治労衛生医療評議会看護問題対策 PT の要望 

・医療機関の物価高騰に対する財政支援 

・へき地や離島における医療人材の確保 

・診療報酬による賃上げの徹底と継続、さらな

る引き上げ  など 

 

 

▼ 省庁（総務省・厚生労働省）要請行動 

逢坂誠二衆議院議員、鬼木まこと参議院

議員と私の自治労組織内議員合同で省庁ヒ

アリングを行いました。（自治労の平山衛

生医療局長、比田井強化拡大局長、蓮見書

記同席） 

 自治体病院においては、2022 年度決算で約３割、2023 年度決算で約７割

が赤字という状況です。このままでは地域医療が崩壊しかねず、診療報酬

や交付税措置など対策を求めています。 

 

▼ 総務委員会で公的・公立病院問題を質疑 

12 月 17 日、参議院総務委員会で公立・公的病院の財政赤字問題を取

り上げ、地域医療の確立に向けての財源確保を要求しました。物価お

よび人件費高騰に伴う交付税各種単価の引き上げと、公立病院の建て

替えに伴う病院事業債の見直しの必要性を訴えています。 

 

▼ 「保険証復活法案」（マイナ保険証併用法案）を提出 

立憲民主党は 1月 28 日、「保険証復活法案」（マイナ保険証併用法案）を

衆院に提出しました。マイナ保険証をめぐっては保険証利用時に資格確認

ができない事案が多発するなど、国民や医療機関、福祉施設等にも様々な

トラブルや大きな混乱をもたらし、いまだに不安の声が多く上がっていま

す。国民皆保険制度のもと、誰もが必要な時に医療を受けられる体制を堅

持するためにも保険証は重要です。 

＜Ⅰ－４＞
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Ⅱ 看護師分科会 
 

  

 

 





◆ 看護師分科会 

テーマ「看護師あるあるから職場の課題を考えよう」 

 

＜趣旨＞ 

 2019年４月に働き方改革関連法が施行されて以降、時間外労働の上限規制、年５日の年次

有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金の取り組みが国をあげて行われてきました。2024

年４月からは医師にも時間外労働の上限規制が適用されるなど、近年、医療現場でも医師や

看護師をはじめとする医療従事者の働き方改革が強く求められる状況にあります。とくに医

療人材の確保が困難な状況下で、看護師が直面する労働条件の厳しさが指摘されています。 

 日本看護協会が2021年に発表した「就業継続が可能な看護職の働き方の提案」によれば、

長時間労働や前残業、持ち帰り業務、夜勤負担、未払い残業の常態化、ハラスメント、評価

の不公平さなど、多くの課題が浮き彫りになっています。これらの問題により、看護師は仕

事のコントロール感を失い、モチベーションの低下や離職のリスクが高まっています。 

 本分科会では、「看護師あるあるから職場の課題を考えよう」をテーマに、看護師が日々

感じている「あるある」を起点として、現場の課題を掘り下げていきます。 

 上記の課題に対して、看護問題対策委員会からの提起と元労働基準監督署長の講演を基に

グループワークを行い、医療現場の実態を共有し、持続可能で安心して働ける環境づくりに

むけた方策を考えていきます。参加者の経験や意見を共有し、新たな視点や解決策を見出す

場とすることで労働環境改善にむけた運動につなげます。 

 

 

    ＜スケジュール＞ 

      ９：00～９：30 会場受付 

      ９：30～９：35 開会・あいさつ 

      ９：35～９：45 看護問題対策委員会活動報告 

                      看護問題対策委員 松 川 誠 治さん 

      ９：45～９：55 看護問題対策委員会提起 

                      看護問題対策委員 柴 田 直 希さん 

      ９：55～10：55 講演「労働基準監督署の役割と医療現場の課題」 

              尾形メンタルサポート代表（元奈良労働基準監督署長） 

                               尾 形 賢 一さん 

      （休憩） 

      11：05～12：15 グループワーク 

      12：15～12：50 グループワーク報告・質疑応答 

      12：50～13：00 まとめ・閉会 
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みなさん看護師続けていけそうですか？

• 人が辞めていくし確保できない
• 病気休暇で人手不足、次は私が倒れたい・・・
• 会議・セミナー・研修・委員会・ワーキング何が違うの？そもそも多すぎません？
• なぜか休みが重なるから希望が取れない
• これって看護師のお仕事ですか？ってことが多いですよね
• 申し訳ございません。ばかり口癖になってません？
• ハラスメント・・・耐える時代は終わってるんです。立ち上がりましょう。
• 私たちは限界突破サバイバー

よく職場にこんな声が聞こえてきます

＜Ⅱ－２＞
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夜勤に関すること

• 残酷な夜勤のシフト・・・近所の人から夜職と勘違いされがちなことも
• 眠いのにPCと患者と向き合う時間が永遠に感じる

• 休憩中・仮眠中の友達（PHS）は必要なのか
• 夜勤明けは眠くても帰れという圧力
• 仮眠室・当直室・休憩室が人数分欲しくありません？
• 夜勤の手当と患者の命を預かる仕事は妥当ですか？

長時間労働・残業

• 出勤→ルーティーン（雑務）を全てを済ませて臨む申し送り
• 始業時間前より始まるセレモニー（カンファレンス）
• 始業開始前からの情報収集が当然という伝統はいつまでするのか
• 昼休憩時間は病棟の中で拘束されてませんか
• 自分の仕事が終わっても帰れません。「手伝え」って聞こえてきませんか
• 時間外に研修参加→自己研鑽？？
• Eラーニング、課題は家でやるって宿題ですか？
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ハラスメントに苦しんでませんか

• 私たち医療職はハラスメントが多い業種と言われています。しかし、あまり対応がないのが現
状です

• ハラスメントの種類ってかなりあります。
• パワハラ、セクハラ、カスハラ、モラハラ、マタハラ、ジェンハラ、レイハラ、リモハラ、テクハラ、
アルハラ、リスハラ、スモハラ、スメハラ・・・・・

• ネットではハラスメントは40とか50とも紹介されていますが、今日は代表的な３ハラスメントにつ
いて少し紹介します

タスクシフトシェアって

• 医師・コメディカルから一方的に仕事を押し付けられてませんか？
• でも、看護師の仕事は・・・受け取ってくれません？？誰か・・・
• 業務を委譲・移行できたとしても、仕事が増えていません？？なぁぜ？？
• 仕事・責任のマシマシ・・・お金は？
• 看護師って仕事を持ってくる作るのが得意！！それでいいんでしょうか？
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パワハラ編

• 上の立場・役職の人からの仕事の強要・休憩などの必要以上の干渉
• お願いという名の脅迫を受けていませんか？
• 「これだから、新人は」「学ぶ身分だから時間外はつけるな」と必要以上の叱責や強要
• スタッフの前での公開処刑
• 陰でヒソヒソ、誰かしらの噂話
• 「この日休むの？チームのこと考えてる？」などの言葉

セクハラ編

• 異性の医師からの飲み会や衣服の強要
• 飲み会では必ず医者の横に座らされるし触れる
• 「送迎するよ」そのタクシーは危険
• 患者さんから指名される。「もっと触ってほしい」身体的ケアについてを特に求められる
• 男性じゃなくて女性看護師（逆も）に変えてください
• 「かわいいね」「彼氏・旦那はいるの」などの言葉
• 連絡先を聞く（個人交渉失敗時は速やかに撤退しないと、ハラスメントに）
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「当たり前」から「改善」へ

• 「昔はそんなの当たり前」 私たちがその意識を持つと危険かもしれません。
• 何かに耐え続けるというのは必ず限界が来る。破滅につながリます。
• みんなが我慢するのではなく、仕組みを変えることが大事だと思いますし、それができるのが
労働組合です。

• 職場の声を活かしながら、少しでも職場改善できるように考えていきましょう。

カスハラ編

• 「待ち時間が長い、すぐに医者を呼べ」「病院だから夜中でも対応しろ」などの過剰な要求
• 「看護師だからできて当たり前」「ベテランの人でお願いします」などの言葉
• 検査、薬などの指定・カスタム強要。
• 「注射失敗したらSNSに投稿するからね」「動画撮ってもいいですか？」
• SNSでの晒しあげ、掲示板での炎上、歪んだ社会的制裁
• 家族からの電話対応、不要不急な上に怒られたことありません？
• 患者・家族の怒りは基本看護師に。サンドバックより殴られてませんか？
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みなさん、色んな経験があり共感でき
ることも多いと思います

講義を聞いて、職場の課題についてみ
んなで話し合い改善に繋げましょう
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尾形メンタルサポート 尾形 賢一

本日の内容

〇 労働基準監督官とは
〇 労働基準監督署について
〇 監督指導業務について
〇 申告処理業務について
〇 司法業務について
〇 ⾧時間労働がもたらす弊害
〇 ⾧時間労働抑制のための労働基準監督署の指導
〇 最近の法改正の動き
〇 宿日直許可基準
〇 個別労働紛争解決制度について

＜Ⅱ－３＞
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労働基準監督官とは

労働基準監督官は、労働基準関係法令に基づいて、事業場（工場や
事務所など）に立ち入り、法に定める労働条件や安全衛生の基準を事
業主に守っていただくよう、必要な指導を行い、労働条件の確保・向上と
働く人の安全や健康の確保を図ります。また、不幸にして労働災害に遭
われた方に対する労災補償の業務を行います。

各企業が労働基準関係法令の理解を深め、適正な労働条件の定着
を図っていくことができるよう努めています。
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労働基準監督官とは

労働基準監督官は、労働基準関係法令に基づいて、事業場（工場や
事務所など）に立ち入り、法に定める労働条件や安全衛生の基準を事
業主に守っていただくよう、必要な指導を行い、労働条件の確保・向上と
働く人の安全や健康の確保を図ります。また、不幸にして労働災害に遭
われた方に対する労災補償の業務を行います。

各企業が労働基準関係法令の理解を深め、適正な労働条件の定着
を図っていくことができるよう努めています。

労働基準監督官の権限

◆ 適正な調査を行うため、予告なく事業場に立ち入ることとされています。

ILO 第８１号条約第１２条第１項
「正当な証明書を所持する労働監督官は、次の権限を有する。
（a） 監督を受ける事業場に、昼夜いつでも、自由に且つ予告なしに立ち入ること。」

◆ 調査のため、事業場の帳簿書類を確認したり、従業員などに尋問したりする
ことができます。

労働基準法第１０１条第１項等
「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の
提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。」

◆ 立ち入りや調査を拒んだり、妨げたりした者は、労働基準法により処罰され
る場合があります。

労働基準法第１２０条
「次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
四 第百一条の規定による労働基準監督官（中略）の臨検を拒み、妨げ、若しくは
忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提
出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者」
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厚生労働省

都道府県労働局

労働基準監督署

組織構成

労働基準部

労働基準局

全国
321署

４７都道府
県に1箇所
ずつ

奈
良
労
働
局

奈良労働基準監督署

奈良労働基準監督署

大淀労働基準監督署

桜井労働基準監督署

葛城労働基準監督署
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厚生労働省

都道府県労働局

労働基準監督署

組織構成

労働基準部

労働基準局

全国
321署

４７都道府
県に1箇所
ずつ

奈
良
労
働
局

奈良労働基準監督署

奈良労働基準監督署

大淀労働基準監督署

桜井労働基準監督署

葛城労働基準監督署

奈良労働基準監督署

方面制署

大淀労働基準監督署

２課制署

桜井労働基準監督署

２課制署

葛城労働基準監督署

３課制署

司法担当
監督官数
６名

司法担当
監督官数
４名

司法担当
監督官数
２名

司法担当
監督官数
２名

奈良労働基準監督署管内
事業場数 11,611 (44.9%)
労働者数 185,787 (56.4%)葛城労働基準監督署管内

事業場数 8,270 (32.0%)
労働者数 94,994 (28.8%)

桜井労働基準監督署管内
事業場数 3,197 (12.4%)
労働者数 30,574 ( 9.3%)

大淀労働基準監督署管内
事業場数 2,780 (10.8%)
労働者数 18,253 ( 5.5%)

奈良労働局管内合計
事業場数 25,858事業場
労働者数 329,608人

「労災保険適用事業場数・労働者数（令和２年度）」より
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監督指導業務

労働基準法、労働安全衛生法などの法律に基づき、定期的にあるい
は働く人からの情報を契機として、事業場に立ち入るなどにより、機械・
設備や帳簿などを検査して、関係労働者の労働条件について調査を行
います。法違反が認められた場合には、事業主などに対しその是正を
指導するほか、危険性の高い機械・設備などについては、その場で使用
停止などを命ずる行政処分を行うこともあります。

監督指導は、法違反等を是正していただくことが目的ですので、是正
を確認すれば、監督指導は終了となります。

臨検

帳簿を確認

指導文書の交付

機械・設備、作業を確認

賃金台帳やタイムカードなど
から、賃金不払残業や違法な
⾧時間労働が行われていない
かなどを確認します

建設現場や工場の機械・設備や
作業方法が、安全衛生の基準を
満たしているか確認します

各種情報等から
対象事業場を選定
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監督指導業務
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主体的、計画的に 、
対象事業場を選定

労働者からの申告
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書
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送
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是
正
・
改
善
が
確
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さ
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た
場
合

重
大
・
悪
質
な
場
合

監督指導業務

臨検 帳簿を確認 指導文書の交付

定期監督（主体的、計画的に実施する監督指導）は、令和４年で14万2,611件実施し、その
うち約70％の事業場において何らかの労働基準関係法令違反が認められました。
これらの法違反のほとんどは、労働基準監督官の指導等によって是正されています。

参考 奈良局:約1,500件、大阪局:約7,000件

監督指導業務

行政指導文書の種類

是正勧告書

労働基準監督署による立ち入り調査の結果、労働基準
法などの違反の事実があった場合に、労働基準監督官が
その指導内容を書面にして交付するもの

指導票

労働基準監督署が調査を行い、法違反以外の事項につ
いて指導を行う必要がある場合に交付する書類

使用停止等命令書

危険性の高い機械・設備などに対して、その場で機械な
どの使用停止・変更や作業の停止等を命ずる行政処分を
行う際に事業主に交付するもの。
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「定期監督等」違反状況 トップ10（令和４年度）

監督指導業務

⑴是正企業数
1,069企業

⑵対象労働者数
６万4,968人

⑶支払われた割増賃金合計額
65 億 781 万円

Topic
監督指導による賃金不払残業の是正結果
（令和3年度）
※1企業100万円以上遡及是正させたもの

29,974件労働安全衛生法66条～66条の6（健康診断）１位
27,041件労働安全衛生法20～25条（安全基準）２位
22,305件労働基準法32条（労働時間）３位
20,554件労働基準法37条（割増賃金）４位
14,264件労働基準法39条（年次有給休暇）５位
13,853件労働基準法15条（労働条件の明示）６位
12,254件労働基準法108条（賃金台帳）７位
11,264件労働基準法施行規則24条の7条（年次有給休暇管理簿）８位
9,546件労働基準法89条（就業規則）９位
8,837件労働安全衛生66条の8の3（時間把握）10位
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監督指導業務

⑴是正企業数
1,069企業

⑵対象労働者数
６万4,968人

⑶支払われた割増賃金合計額
65 億 781 万円

Topic
監督指導による賃金不払残業の是正結果
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賃金不払

い,63.59%
解雇, 13.04%

最低賃金, 8.15%

労働時間, 2.72%

その他, 12.50%

令和３年 申告処理の内訳（奈良労働局）

労働者は、労働基準関係法令違反がある場合には、労働基準監督官に行
政指導を求めること（申告）ができます（労働基準法第 104 条等）。

これを契機として、労働基準監督官が事業場に臨検するほか、事業主な
どに来署を求め、直接、事情を聴取するなどの方法により事実関係の確認
を行い、その結果、法違反が認められた場合には、是正を図るよう監督指
導を行います。

業種別申告処理件数の推移
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製造業

建設業

運輸交通業

商業

金融広告業

教育研究業

保健衛生業

接客娯楽業

清掃・と畜業

上記以外

合計

申告処理業務
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労
働
基
準
法
違
反
の
ト
ラ
ブ
ル

給料を支払ってくれいない

予告なく解雇された

違法な長時間労働（過重
労働）をさせられている

残業をしても残業代を支
払ってくれない

年次有給休暇を取らせてく
れない

労働条件を教えてくれない

労
働
基
準
監
督
署
へ
申
告
（
労
働
基
準
法
一
〇
四
条
）

労
働
基
準
監
督
官
が
申
告
監
督→
行
政
指
導

→

解
決

民事
（使用者に損害賠償、慰
謝料、謝罪を求めたい）

↓
〇 個別労働紛争解決
制度（労働局）、

〇 訴訟、調停、支払督
促、労働審判など（裁
判所）

刑事（使用者を

罰してほしい。）
↓

告訴→労働基準監
督官による書類送検

解
決
し
な
い
場
合

申告処理業務

申告受理件数は、令和４年で約1万9,937件にのぼり、その内訳は、賃金不払に関するものが最も多く、次
に解雇に関するものとなっています。

参考 奈良局:約240件、大阪局:約2,700件
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↓
〇 個別労働紛争解決
制度（労働局）、

〇 訴訟、調停、支払督
促、労働審判など（裁
判所）

刑事（使用者を

罰してほしい。）
↓

告訴→労働基準監
督官による書類送検

解
決
し
な
い
場
合

申告処理業務

申告受理件数は、令和４年で約1万9,937件にのぼり、その内訳は、賃金不払に関するものが最も多く、次
に解雇に関するものとなっています。

参考 奈良局:約240件、大阪局:約2,700件

検察庁への送検証拠品の分析 取調べ捜索・差し押さえ

監督指導の結果、是正勧告を受けた法
違反を是正しない場合や重大な労働災
害を発生させた場合など、重大・悪質
な事案については、司法警察官として、
刑事訴訟法に基づき、取り調べなどの
任意捜査や、捜索・差押え、逮捕など
の強制捜査を行い、検察庁に送検しま
す。

司法警察業務 送検件数 全国 783件（令和４年）
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業種別司法処分件数の推移
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違反項目別司法処分件数の推移
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労災かくし

上記以外

合計

司法警察業務 参考 奈良局:約11件、大阪局:約80件

送検される対象者とは

送検対象となるのは

（１） 実行行為者
法令上の措置をとる権限・義務がある者（事業者又

は事業者から権限を委譲された者）。

（２） 共犯（教唆、幇助）
ある実行行為者に、法違反を命じて実際に行わせた

者。

（３） 事業主
両罰規定対象者。法人であれば法人そのもの、個人

事業主であれば、その人。
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業種別司法処分件数の推移
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労災かくし

上記以外

合計

司法警察業務 参考 奈良局:約11件、大阪局:約80件

送検される対象者とは

送検対象となるのは

（１） 実行行為者
法令上の措置をとる権限・義務がある者（事業者又

は事業者から権限を委譲された者）。

（２） 共犯（教唆、幇助）
ある実行行為者に、法違反を命じて実際に行わせた

者。

（３） 事業主
両罰規定対象者。法人であれば法人そのもの、個人

事業主であれば、その人。

刑事訴訟法
第１８９条 第２項
司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び
証拠を捜査するものとする。

↓

つまり、司法警察員の仕事は、身柄の拘束と証拠の収集で
すが、労働基準監督官の場合、身柄の拘束までする事案は
少ない。
従って、証拠の収集に集中する。

↓

証拠には、物、調書、照会に対し回答のあったもの等がある。

奈良県最低賃金額以上の賃金を支払わなかっ
たもの

１４件最賃法４条

定期賃金の全額または一部を支払わなかったも
の不払い

９件
労基法第２４条
最賃法４条

割増賃金の不払い８件労基法３７条

違法な時間外労働（長時間労働など）７件労基法第３２条

※ 労基法：労働基準法、最賃法：最低賃金法

奈良労働局における平成２５年から令和２年までの司法処分件数の上位４条文（労基法関係）
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比較的早期に現れる、短期的なリスク

〇 メンタル不調に陥り、休職、離職、自殺が起こる

〇 脳疾患、心疾患により過労死が発生する

睡眠時間 と うつ の関係睡眠時間と心臓疾患のリスク（米国）

（Ayas NT, et al., 2003.）

CHD（冠動脈性心疾患）

≦5 6 7 8 ≧9
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対
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険
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(N=930）

ⒸJSES 2016

長時間労働 睡眠時間を削る 脳疾患、心疾患、メンタル不調のリスクが高まる

－ 136 －



比較的早期に現れる、短期的なリスク

〇 メンタル不調に陥り、休職、離職、自殺が起こる

〇 脳疾患、心疾患により過労死が発生する

睡眠時間 と うつ の関係睡眠時間と心臓疾患のリスク（米国）

（Ayas NT, et al., 2003.）

CHD（冠動脈性心疾患）

≦5 6 7 8 ≧9

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

睡眠時間（時間/日）

相
対
危
険
率

(N=930）

ⒸJSES 2016
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脳・心臓疾患の請求、決定及び支給決定件数の推移

精神障害の請求、決定及び支給決定件数の推移
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交代勤務歴と虚血性心臓病の発症リスク

（Knutsson et  al., 1986より改変）
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比較的早期に現れる、短期的なリスク

〇 労働災害発生や医療事故のリスクが大きくなる

認知・精神運動作業能力は、17時間覚醒で血
中アルコール濃度0.05%の時と同程度に低下
（0.03%で酒気帯び運転）、24時間覚醒で、血
中アルコール濃度0.1%の時と同程度に低下
（およそビール大瓶1本飲用に相当）

アメリカの研究では、７日間睡眠不足が続くと、
その後３日間８時間の睡眠を続けても十分に
疲労は回復しないことが示されています。この
実験結果は、睡眠不足が続いて蓄積されると、
疲労回復は難しくなることを示しています。

Ａ総合病院の病棟77名、外来26名、手術室８名、看護部２名の計113名の看護
師を対象に、15分間を１メモリとした行動記録表を４週間にわたり検討した。疲労
度スコア算出には、解析ソフトCi rcad ian  A le r tness  S imu la t ion １ ） を使用した。疲
労度スコア０～30未満が「安全領域（緑）」、30以上60未満が「要注意領域（黄
色）」、60以上100を「危険領域（赤）」としている。その結果、

・ ３交替勤務している看護師の約半数が、疲労度31以上の要注意領域
であった（図１）。
・ 睡眠時間と疲労度には負の相関を認めた（図２）。つまり、睡眠時間が
短くなると疲労度が増加することになる。
・ 夜勤勤務の出勤前の仮眠、勤務中の仮眠をとることが、注意力低下を
防止していた。
・ 夜勤勤務中の仮眠の取り方が、疲労度に大きな影響を与えていた。

■

図１ 全看護師113名の疲労度分布 図２ 睡眠時間と疲労度の関係

１）解析ソフトＣｉｒｃａｄｉａｎ Ａｌｅｒｔｎｅｓｓ
Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ
眠気と注意力（Ａｌｅｒｔｎｅｓｓ） の関係を
マーチン・ムーアイード教授が数学的
にモデル化したものを、 ソフトウェア
として開発。 睡眠／覚醒の行動パ
ターンを入力するとその人の注意力
の変化をシミュレーションすることが
できる 。 また、 睡眠時間や注意力
の状態から疲労度を算出、 集団全
体の疲労度分布も算出が可能。
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比較的早期に現れる、短期的なリスク

〇 労働災害発生や医療事故のリスクが大きくなる
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中アルコール濃度0.1%の時と同程度に低下
（およそビール大瓶1本飲用に相当）
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実験結果は、睡眠不足が続いて蓄積されると、
疲労回復は難しくなることを示しています。
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師を対象に、15分間を１メモリとした行動記録表を４週間にわたり検討した。疲労
度スコア算出には、解析ソフトCi rcad ian  A le r tness  S imu la t ion １ ） を使用した。疲
労度スコア０～30未満が「安全領域（緑）」、30以上60未満が「要注意領域（黄
色）」、60以上100を「危険領域（赤）」としている。その結果、

・ ３交替勤務している看護師の約半数が、疲労度31以上の要注意領域
であった（図１）。
・ 睡眠時間と疲労度には負の相関を認めた（図２）。つまり、睡眠時間が
短くなると疲労度が増加することになる。
・ 夜勤勤務の出勤前の仮眠、勤務中の仮眠をとることが、注意力低下を
防止していた。
・ 夜勤勤務中の仮眠の取り方が、疲労度に大きな影響を与えていた。

■

図１ 全看護師113名の疲労度分布 図２ 睡眠時間と疲労度の関係

１）解析ソフトＣｉｒｃａｄｉａｎ Ａｌｅｒｔｎｅｓｓ
Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ
眠気と注意力（Ａｌｅｒｔｎｅｓｓ） の関係を
マーチン・ムーアイード教授が数学的
にモデル化したものを、 ソフトウェア
として開発。 睡眠／覚醒の行動パ
ターンを入力するとその人の注意力
の変化をシミュレーションすることが
できる 。 また、 睡眠時間や注意力
の状態から疲労度を算出、 集団全
体の疲労度分布も算出が可能。

勤務日の睡眠時間

休日の睡眠時間

勤務時間と睡眠時間

・勤務中のインシデントは、眠気による注意力の下降期の時間帯に
発生していた（図３）。

図３ 睡眠不足によるインシデント発生

資料出所：中部大学生命健康科学研究所睡眠教育活動報告書睡眠教育活動報告書2004～2019→P24～25

勤務日の睡眠時間 ： 5時間37分

勤務時間 ： 249時間15分

休日の睡眠時間 ： 7時間00分
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早朝・夜間臨検

早朝・夜間臨検は、時間外労働を示す客観的な資料がないときに
行われる！
早朝・夜間臨検については、サービス残業撲滅のため、労働基準
監督署の強い姿勢を示すとともに、サービス残業を労働基準監督
官が現認することで、恒常的に行われているサービス残業を認めさ
せることにつながる。

労働基準監督署

労働時間関連周辺資料

臨検監督で調べる労働時間関連周辺資料

・警備記録
・ガソリンスタンドのレシート
・社用車記録簿
・会議室の使用簿
・面会簿

・パソコンの「イベント ログ」
・金庫開閉記録簿
・鍵の受け渡し簿
・営業日報
・ファックス送信履歴
・駐車場のレシート
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デジタル・フォレンジック：
電子機器に蓄積されたデ
ジタルデータを取得・調
査・解析・証拠化する手
法を言う。

パソコンやスマートフォン
に保存された労働時間に
関するデータの改ざん・
削除といったケースでも
対応できるよう、必要が
あれば復元も行い、調
査・解析して、従業員の
実際の稼働状況を証拠
化する。

デジタル・フォレンジックによる調査

デジタルフォレンジック機器を活用した送検事例は、令和4年で１０件を超える！

パソコンの他、スマートフォンにも対応

デジタル・フォレンジックによる調査
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デジタル・フォレンジック：
電子機器に蓄積されたデ
ジタルデータを取得・調
査・解析・証拠化する手
法を言う。

パソコンやスマートフォン
に保存された労働時間に
関するデータの改ざん・
削除といったケースでも
対応できるよう、必要が
あれば復元も行い、調
査・解析して、従業員の
実際の稼働状況を証拠
化する。

デジタル・フォレンジックによる調査

デジタルフォレンジック機器を活用した送検事例は、令和4年で１０件を超える！

パソコンの他、スマートフォンにも対応

デジタル・フォレンジックによる調査
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
（医療機関への適用関係）

それ以外中小企業規模※規制の概要項目名

医師を除き
2019.4.1から適用

医師を除き
2020.4.1から適用

原則として月45時間、年360
時間等とする罰則付きの上
限規制を導入する

時間外労働の
上限規制

（既に適用あり）2023.4.1から適用
月60時間を超える時間外労
働に係る割増賃金率を50％
以上とする

割増賃金率

2019.4.1から適用

10日以上の年次有給休暇
が付与される労働者に対し、
5日について、毎年時季指
定して与えなければならな
い（労働者が時季指定したり計
画的付与したものは除く）

年次有給休暇

医師は2024.4.1から適用。医師は上限水準も別途定める

※医療業における“中小企業”の基準
⇒企業単位でみて ｉ）資本金の額又は出資の総額が５千万円以下又は ｉｉ）常時使用する労働者の数が100人以下（なお、持分なし医療
法人や社会福祉法人等の「資本金」や「出資金」がない法人格の場合は、法人全体の常時使用する労働者の数のみで判断する

－ 143 －



時間外労働の上限規制
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時間外労働の上限規制

一般的な宿日直許可の基準

断続的な宿直又は日直勤務の許可基準（昭和22年9月13日 発基17号、昭和63年3月14日 基発150号）

一 勤務の態様

イ 常態として、ほとんど労働をする必要がない勤務のみを認めるも
のであり、定時巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備
えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。
ロ 原則として、通常の労働の継続は許可しないこと。したがって、
始業又は終業時刻に密着した時間帯に、顧客からの電話の収受
又は盗難・火災防止を行うものについては、許可しないものである
こと。

二 宿日直手当（略）

【医師、看護師等の宿日直手当】

病院における医師、看護婦のように、賃金額に著しい差のある職種の者
が、それぞれ責任度又は職務内容を異にする宿日直をする場合において
は、1回の宿日直手当の最低額は宿日直につくことの予定されているすべ
ての医師ごと又は看護婦ごとにそれぞれ計算した１人１日平均額の３分の
１とすること。（昭和33年2月13日基発90号）
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一般的な宿日直許可の基準
断続的な宿直又は日直勤務の許可基準（昭和22年9月13日 発基17号、昭和63年3月14日 基発150
号）

三 宿日直の回数

許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については、宿直
勤務については週一回、日直勤務については月一回を限度とする
こと。ただし、当該事業場に勤務する１８歳以上の者で法律上宿直
又は日直を行いうるすべての者に宿直又は日直をさせてもなお不
足でありかつ勤務の労働密度が薄い場合には、宿直又は日直業
務の実態に応じて、週一回を超える宿直、月一回を超える日直に
ついても許可して差し支えないこと。

四 その他

宿直業務については、相当の睡眠設備の設置を条件とするもの
であること

医師等の宿日直許可基準

医師、看護師等の宿日直許可基準について（令和元年７月１日付け基発0701第８号）

・ 医師等の宿日直勤務については、前記の一般的な許可基準に関し
て、より具体的な判断基準が示されており、以下の全てを満たす場合
には、許可を与えるよう取り扱うこととされている。

① 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであるこ
と。（通常の勤務時間が終了していたとしても、通常の勤務態様が
継続している間は宿日直の許可の対象にならない。）

□ （原則の考え方） 指示があった場合には即時に業務に従
事することを求められている場合は、手待時間として労働
時間。

□ （特例） 労働密度がまばらであり、労働時間規制を適用し
なくとも必ずしも労働者保護に欠けることのない一定の断続
的労働⇒労働基準監督署長の許可を受けた場合に労働時
間規制を適用除外。

□ 許可に当たっては、①一般的許可基準（昭和22年発出）と、
②医師、看護師に係る許可基準（令和元年７月発出）により
判断。②において、許可対象となる「特殊の措置を必要とし
ない軽度の又は短時間の業務」を例示した。
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一般的な宿日直許可の基準
断続的な宿直又は日直勤務の許可基準（昭和22年9月13日 発基17号、昭和63年3月14日 基発150
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・ 医師等の宿日直勤務については、前記の一般的な許可基準に関し
て、より具体的な判断基準が示されており、以下の全てを満たす場合
には、許可を与えるよう取り扱うこととされている。

① 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであるこ
と。（通常の勤務時間が終了していたとしても、通常の勤務態様が
継続している間は宿日直の許可の対象にならない。）

□ （原則の考え方） 指示があった場合には即時に業務に従
事することを求められている場合は、手待時間として労働
時間。

□ （特例） 労働密度がまばらであり、労働時間規制を適用し
なくとも必ずしも労働者保護に欠けることのない一定の断続
的労働⇒労働基準監督署長の許可を受けた場合に労働時
間規制を適用除外。

□ 許可に当たっては、①一般的許可基準（昭和22年発出）と、
②医師、看護師に係る許可基準（令和元年７月発出）により
判断。②において、許可対象となる「特殊の措置を必要とし
ない軽度の又は短時間の業務」を例示した。

医師等の宿日直許可基準

医師、看護師等の宿日直許可基準について（令和元年７月１日付け基発0701第８号）

② 宿日直中に従事する業務は、前述の一般の宿直業務以外には、
特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。
例えば以下の業務等をいう。

・ 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問
診等による診察等（軽度の処置を含む。以下同じ。）や、看護師
等に対する指示、確認を行うこと
・ 医師が、外来患者の来院が通常予定されない休日・夜間（例え
ば非輪番日など）において、少数の軽症の外来患者や、かかりつ
け患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、
看護師等に対する指示、確認を行うこと
・ 看護職員が、外来患者の来院が通常予定されない休日・夜間
（例えば非輪番日など）において、少数の軽症の外来患者や、か
かりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等を行うことや、
医師に対する報告を行うこと
・ 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への
報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと

医師等の宿日直許可基準

医師、看護師等の宿日直許可基準について（令和元年７月１日付け基発0701第８号）

③ 宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること。

④ 上記以外に、一般の宿日直許可の際の条件を満たしていること。

〇 宿日直中に通常勤務と同態様の業務が生じてしまう場合

・ 宿日直中に、通常と同態様の業務（例えば突発的な事故による
応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等への対応など）が
まれにあり得るとしても、一般的には、常態としてほとんど労働す
ることがない勤務と認められれば、宿日直の許可は可能である（宿
直の場合には、夜間に十分な睡眠が取り得るものであることも必
要。）。
・ なお、許可を受けた宿日直中に、「通常と同態様の業務」をまれ
に行った場合、その時間については、本来の賃金（割増賃金が必
要な場合は割増賃金も）を支払う必要がある。

※ 宿日直の許可は、所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って得ることも可能
（深夜の時間帯のみ、病棟宿日直業務のみも可能）
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令和３年度個別労働紛争解決制度の施行状況

参考 奈良局:11,790件、大阪局:140,957件
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令和３年度個別労働紛争解決制度の施行状況

参考 奈良局:11,790件、大阪局:140,957件

令和３年度個別労働紛争解決制度の施行状況

参考 労働局⾧による助 言・指導申出件数
奈良局:82件、大阪局:732件

参考 紛争調整委員会によるあっせん申請件数
奈良局:71件、大阪局:303件

都道府県労働局に寄せられた
企業と労働者の紛争に関する相談の状況

令和4年4月の改正労働施策総合推進法の全面施工に伴い（これまで
「いじめ・嫌がらせ」に含まれていた）同法上のパワーハラスメン
トに関する相談はすべて（同法に基づく対応となり）別途集計する
事となったため、令和3年度以前と令和4年度以降では集計対象に大
きな差異がある。

いじめ・嫌がらせ
69,932件（－18.7％）

労 働 施 策 総 合 推 進 法
施 行 後 の 相 談 状 況

3389 3829 4691
896 1115 1581
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44568
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44,568＋1,581
＝ 46,149件

都道府県労働局に寄せられた企業と労働者の紛争に関する相談の状況
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参考 奈良労働局

参考 広島労働局
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参考 奈良労働局

参考 広島労働局

看護師分科会：グループワークの進め方について 

  
１．役割分担を決める  
 
 書記（報告） （お名前          ）  
 
 【役割】議論の内容を記録し、本部衛生医療評議会に提出する  
 
司会進行（お名前         ）  
 
【役割】司会は「グループワークの流れ」に沿って、進行を行う。参加者全員に発言して 
もらうよう配慮する。 
 
 

２．グループワークの流れ  

１周目：イントロダクション  

・自己紹介（名前、単組、職種、組合役職など）  
・本日の感想など一言（どんな内容でも可）  
 

２周目：「医療現場の看護師あるある（課題）を出してみよう」  

・参加者同士の職場の実態や経験などを共有する  
 

３周目以降：「課題の対策を自由に考えてみよう（できる・できないはひとまずおいて）」  

・看護師あるある（課題）の解決策を話し合う 
・安心して働き続けることができる環境をつくるためには何が必要か？ 
・本日の講義や提起を受けて単組や職場で取り組みたいこと 
・その他  
 

グループワーク終了後  

書記の方はグループ報告をお願いします（3 グループ程度）。  
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Ⅲ 医療政策分科会 
 

  





◆ 医療政策分科会 

テーマ「みんなで学ぼう、公立病院の経営改善」 

 

＜趣旨＞ 

 現在、全国のさまざまな職場で人件費の増加、物価高騰、エネルギー価格の上昇といった

厳しい状況が続いています。この影響を受け、多くの公立病院が経営悪化の危機に直面し、

黒字から赤字へと転じる事例も増えています。このような経営状況の悪化は、地域医療の基

盤を揺るがし、地域住民や病院で働く私たちに深刻な影響を及ぼします。こうした課題に対

処するためには、経営者だけでなく、現場で働く職員一人ひとりが病院経営に関する基本的

な知識を持つことが重要です。職員が経営を理解し、課題解決にむけて経営陣と協力するこ

とは、健全な病院運営への第一歩となります。 

 本セミナーでは、公営企業年鑑のデータを活用し、全国の公立病院の経営状況やその背景

にある課題を把握する手法を学びます。また、総務省により策定を求められた「公立病院経

営強化プラン」の内容についても理解を深め、経営改善にむけた具体的な方針や施策を検討

します。本セミナーを通じて、参加者が公立病院の経営課題を共有し、それらを乗り越える

ための実践的な知識を習得することをめざします。そして、病院経営の改善にむけて「みん

なで取り組む」姿勢を育む機会としたいと考えています。 

 

 

    ＜スケジュール＞ 

      ９：00～９：30 会場受付 

      ９：30～    開会・挨拶 

      ９：35     講演「公立病院の経営改善について」＋質疑 

              ＮＰＯ法人病院経営支援機構理事長 合 谷 貴 史さん 

      （休憩） 

      10：45     実習「公営企業年鑑の見方と活用」実習＋質疑 

              ＮＰＯ法人病院経営支援機構理事長 合 谷 貴 史さん 

      12：45     講評・まとめ 

      13：00     閉会 
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Ⅳ コ・メディカル分科会 
 

 

  

 





◆ コ・メディカル分科会 

テーマ「医療技術職の労働環境改善とキャリアアップ戦略」 

 

＜趣旨＞ 

 医療現場において、コ・メディカル（医療技術職）は医療の質と安全を支える重要な役割

を担っています。しかし、賃金の課題や人員確保が難しいなどさまざまな問題があり、医療

技術職の処遇改善が求められてます。また病院給食は業務委託が進んでいますが、再度直営

にしている病院もあります。 

 本分科会では、医療技術職の労働環境改善とキャリアアップに焦点を当て、現場が抱える

課題とその解決策について議論します。医療技術職のポスト確保や人員増加、中途採用者の

待遇改善などについて議論します。とくに、ポストの確保や人員要求の具体的な手法、前歴

換算に関する課題など、医療技術職が直面する現実的な問題を取り上げ、その解決にむけた

アイデアを共有します。また、病院給食は業務委託されている病院が多く、直営で運営して

いる病院から直営の意義について考えていきます。 

 また、グループワークを通じて、参加者同士が意見を交換し、労働環境改善にむけた新た

な提案や行動計画を共に考えます。本セミナーでは、医療技術職がより良い職場で働き続け

られるよう、今後の賃金改善やキャリアアップ、人員確保にむけた具体的な取り組みにつな

がることをめざします。 

 

 

    ＜スケジュール＞ 

      ９：00～９：30 会場受付 

      ９：30～９：35 開会・あいさつ 

      ９：35～11：05 コ・メディカル委員会提起 

              「医療技術職のポストの課題」 

広島県本部 世羅中央病院労働組合 草 井 昭 紀さん 

              「人員要求をするために」 

               千葉県本部 千葉市職員労働組合 

（千葉市立青葉病院） 藤 崎 和 仁さん 

              「中途採用者の前歴換算について」 

               富山県本部 富山県職員労働組合 

（富山県立中央病院） 竹 本 昌 平さん 

              「病院給食調理員の現場課題と取り組み」 

島根県本部 雲南市立病院職員労働組合 神 田   治さん 

      11：05～11：40 パネルディスカッションと質疑応答 

      （休憩） 

      11：50～12：50 グループワーク 

      12：50～13：00 まとめ・閉会 
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コ・メディカル分科会：グループワークの進め方 

 

１．役割分担を決める  

  ※各グループの冒頭の進行はファシリテーターが務めます。 

（１）司会【    】 

  ※司会は、グループワークの流れに沿って、進行を行う。 

参加者全員に意見を出してもうように配慮する。 

（２）記録【    】 

※記録は、議論の内容を箇条書きにしてまとめ、幹事へ提出する。 

（３）発表【    】 

※発表は、要点をまとめて司会者の指定する時間内に発表を行う。 

 

２．グループワークの流れ 

（１）１週目：自己紹介（名前、単組、職種、組合役職等）と感想 

  自己紹介と本日の提起・パネルディスカッションについての感想等、一言

（どんな内容でも可） 

（２）2週目：提起・パネルディスカッションを通じて、自分たちや単組での課題を出しま 

       しょう。 

  例） 

①あなたの職場の給料は適正と感じていますか？またポストの数は足りていますか？ 

②昇格昇給の基準を労使で確認していますか？ 

③中途採用者の前歴換算について、どのように取り扱われているか知っていますか？

中途採用者の方の年収が下がったため退職されたなどありませんか？ 

④人員は足りていますか？足りていないとき人員要求していますか？どんな理由で足

りていませんか？ 

⑤調理職場は直営ですか？委託ですか？委託の場合、困ったことなどありませんか？ 

⑥他施設に聞きたいことがありますか？ 

⑦ここが変だよ！！！という職場の謎ルールはありませんか？ 

（３）３週目：それに対する対策を考えてみましょう。 

       自分たちの単組での取り組みや、こうしたらいいのではと言った提案など。 

    実現可能かどうかは関係なく意見を出し合いましょう！！！ 

 

３．発表 

発表者の方はグループ報告をお願いします（3グループ程度）。 
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Ⅴ 資料・その他 
 

 

 





＜Ⅴ－１－①＞

2025 年度医療現場で働く組合員へのアンケート調査結果 

 

調査の経緯と目的 

 医療現場では,人員不足や業務多忙により厳しい労働環境は続いています。また、日ごろ

から時間外労働や休憩時間について法律に則した対応がとられていないという実態が続い

ています。医療機関で働く組合員の労働環境の実態を調べるため、ＷＥＢアンケートを実施

しました。 

 

概要 

調査対象：公立・公的医療機関で勤務する組合員 

調査期間：2024 年 11 月 26 日～2025 年１月 22 日 

調査方法：WEB アンケート（Google フォーム） 

回答状況：47 都道府県 10,434 人 

＊無回答は除外し集計しています。 

自由記載の回答は多数のため、集計結果は公表していません。 
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17. 時間外労働は何分から申請していますか？ ................................... 12 
18. 前残業、休憩が取れない、不払い残業について、職場の状況やご意見、改善に向け取

り組んでいることがあれば教えてください。 ....................................... 12 
19. 現在の収入に満足していますか？ ........................................... 12 
20. 前の設問で、「不満」・「やや不満」と回答された方にお尋ねします。その理由を以下の
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24. 2024 年 1 月以降,患者および患者家族から迷惑行為や悪質なクレーム （ カスタマー

ハラスメント）  を受けたことがありましたか？ ................................... 14 
25. 迷惑行為や悪質クレームを「受けている」と「自分はないが、職場で受けた人がいる」

と答えた方にお尋ねします。どのようなものでしたか？ ............................. 14 
26. 迷惑行為や悪質クレーム についてどのようなものがありましたか？ （実際にあった

ことを可能な範囲で教えてください） ............................................. 14 
27. 2024 年 1 月以降で、ご自身にうつ的な症状はありましたか？ ................... 15 
28. うつ的症状が「ある」と回答された方にお聞きします。どのような症状でしたか？15 
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30. 辞めたいと思うと答えた方にお尋ねします。辞めたいと思う理由は何ですか？ ... 16 
31. 昨年度よりも仕事を辞めたいと思うことが増えましたか？ ..................... 16 
32. 昨年度よりも辞めたいと思うと答えた方にお尋ねします。その理由は何ですか？ . 17 
33. 職場を辞めたいと思うその理由について、補足があれば教えてください ......... 17 
34. その他、現場で困っていることがあれば教えてください ....................... 17 
 

 

1. 都道府県名入力してください 

 

No 都道府県 n %  No 都道府県 n % 

1 静岡 1196 11.5%  25 鹿児島 140 1.3% 

2 岐阜 819 7.8%  26 山梨 135 1.3% 

3 島根 513 4.9%  27 福井 128 1.2% 

4 新潟 502 4.8%  28 和歌山 113 1.1% 

5 富山 496 4.8%  29 沖縄 93 0.9% 

6 広島 469 4.5%  30 高知 93 0.9% 

7 兵庫 403 3.9%  31 神奈川 68 0.7% 

8 滋賀 403 3.9%  32 ⻑崎 65 0.6% 

9 北海道 402 3.9%  33 岡山 52 0.5% 

10 宮城 350 3.4%  34 大阪 51 0.5% 

11 宮崎 332 3.2%  35 東京 44 0.4% 

12 大分 321 3.1%  36 佐賀 42 0.4% 

13 石川 319 3.1%  37 鳥取 42 0.4% 

14 山形 300 2.9%  38 秋田 41 0.4% 

15 ⻑野 288 2.8%  39 熊本 37 0.4% 

16 徳島 268 2.6%  40 福島 34 0.3% 

17 群馬 256 2.5%  41 千葉 29 0.3% 

18 福岡 238 2.3%  42 奈良 24 0.2% 

19 茨城 229 2.2%  43 岩手 24 0.2% 

20 香川 229 2.2%  44 ⻘森 11 0.1% 

21 山口 222 2.1%  45 埼玉 6 0.1% 

22 栃木 219 2.1%  46 京都 3 0.0% 

23 三重 214 2.1%  47 愛媛 2 0.0% 

24 愛知 169 1.6%    総計 10434 100.0% 
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2. 雇用形態を選択してください。 

 

雇用形態 n % 
正規職員 9937 95.2% 
非正規職員（会計年度任用職
員、パート・アルバイト） 

354 3.4% 

再任用（再雇用）職員 143 1.4% 
総計 10434 100.0% 
 

 

 

 

  

3. 性別を教えてください 

 

性別 n % 
女性 7898 75.7% 
男性 2396 23.0% 
答えたくない 119 1.1% 
どちらでもない 21 0.2% 
総計 10434 100.0% 
 

 

 

 

4. 年代を選択してください 

 

年代 n % 
10 代 10 0.1% 
20 代 2217 21.2% 
30 代 2462 23.6% 
40 代 3275 31.4% 
50 代 2101 20.1% 
60 代以上 369 3.5% 
総計 10434 100.0% 
 

 

 

正規職員
95%
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員4%
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5. 職種を選択してください 

 

番号 職種 n %  番号 職種 n % 
1 看護師 6388 61.3%  17 医師事務補助者 54 0.5% 
2 臨床検査技師 526 5.1%  18 公認心理師 53 0.5% 
3 事務系職員 486 4.7%  19 視能訓練士 47 0.5% 
4 理学療法士 415 4.0%  20 准看護師 46 0.4% 

5 薬剤師 376 3.6%  21 
精神保健福祉士
（PSW） 

42 0.4% 

6 診療放射線技師 374 3.6%  22 ⻭科衛⽣士 41 0.4% 
7 助産師 247 2.4%  23 医師 26 0.2% 
8 作業療法士 237 2.3%  24 教員 24 0.2% 
9 臨床工学技士 185 1.8%  25 保健師 20 0.2% 
10 看護助手 180 1.7%  26 施設管理 15 0.1% 
11 管理栄養士 176 1.7%  27 ケアマネジャー 7 0.1% 

12 
医療ソーシャルワ
ーカー（MSW） 

135 1.3%  28 栄養士 7 0.1% 

13 言語聴覚士 95 0.9%  29 研究職 2 0.0% 
14 介護福祉士 88 0.8%  30 ⻭科技工士 2 0.0% 
15 診療情報管理士 61 0.6%  31 ⻭科医師 1 0.0% 
16 給食調理員 59 0.6%    総計 10415 100.0% 

 

6. 現在の、あなたの職場の人員配置は、業務量に対して適切な人員配置ですか？ 

 

  n % 
かなり少ない 2438 23.4% 
やや少ない 5019 48.2% 
適切である 2327 22.4% 
やや多い 468 4.5% 
かなり多い 156 1.5% 
総計 10408 100.0% 
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5%

かなり多

い
2%
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7. 2024 年 1 月以降、時間外労働が一番多かった月の時間数を教えてください 

 

  n %    n % 
10 時間未満 3840 37.4%  160 時間以上 180 時間未満 16 0.2% 
10 時間以上 20 時間未満 3080 30.0%  180 時間以上 200 時間未満 10 0.1% 
20 時間以上 40 時間未満 2453 23.9%  200 時間以上 220 時間未満 8 0.1% 
40 時間以上 60 時間未満 573 5.6%  220 時間以上 240 時間未満 4 0.0% 
60 時間以上 80 時間未満 138 1.3%  240 時間以上 260 時間未満 10 0.1% 
80 時間以上 100 時間未満 64 0.6%  260 時間以上 280 時間未満 10 0.1% 
100 時間以上 120 時間未満 26 0.3%  300 時間以上 21 0.2% 
120 時間以上 140 時間未満 17 0.2%  総計 10277 100.0% 
140 時間以上 160 時間未満 7 0.1%     

 

 

 

 

8. 2024 年 1 月以降、時間外勤務が一番多かったのは何月ですか？ 

 

月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 総計 

n 507 240 499 1021 676 596 662 1057 764 1061 1030 1095 9208 

% 5.5% 2.6% 5.4% 11.1% 7.3% 6.5% 7.2% 11.5% 8.3% 11.5% 11.2% 11.9% 100.0% 
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9. 日常的に始業前業務（前残業）はありますか？ 

＊始業前業務（前残業）：始業前に行う業務に必要な準備、情報収集、着替え、機械の立ち上げや日常

点検が該当します。 

 

  n % 
ある 7382 71.2% 
ない 2989 28.8% 
総計 10371 100.0% 
 

 

 

 

 

 

 

10. 始業前業務（前残業）があった場合、始業前業務（前残業）を時間外労働として申請していますか？ 
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  n % 
申請していない 6842 87.7% 
申請している 961 12.3% 
総計 7803 100.0% 
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11. 2024 年 11 月の勤務で、時間外労働として申請していない始業前業務（前残業）の合計は何時間ですか？  

（未申請のほか、申請して認められなかった時間も含む）   

 

  n %    n % 
30 分未満 810 11.0%  20 時間〜22 時間未満 182 2.5% 
30 分〜1 時間未満 882 12.0%  22 時間〜24 時間未満 37 0.5% 
1 時間〜2 時間未満 831 11.3%  24 時間〜26 時間未満 29 0.4% 
2 時間〜4 時間未満 1059 14.4%  26 時間〜28 時間未満 10 0.1% 
4 時間〜6 時間未満 937 12.7%  28 時間〜30 時間未満 24 0.3% 
6 時間〜8 時間未満 582 7.9%  30 時間〜32 時間未満 42 0.6% 
8 時間〜10 時間未満 602 8.2%  32 時間〜34 時間未満 7 0.1% 
10 時間〜12 時間未満 697 9.4%  34 時間〜36 時間未満 1 0.0% 
12 時間〜14 時間未満 179 2.4%  38 時間〜40 時間未満 8 0.1% 
14 時間〜16 時間未満 144 2.0%  40 時間以上 86 1.2% 
16 時間〜18 時間未満 73 1.0%  総計 7379 100.0% 
18 時間〜20 時間未満 157 2.1%    

 

 

 

 

12. 2024 年 11 月の勤務で、取得できなかった休憩時間の合計は何時間ですか？ 

＊休憩とは 、労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間のことです。  

電話番やいつでも業務あたれるよう待機している時間（手待ち時間）は休憩にはあたりません。 
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  n % 
休憩はすべてとれた 2606 25.3% 
休憩はすべて取れず 7684 74.7% 
総計 10290 100.0% 
 

 

 

 

 

 

 

  n %    n % 
30 分未満 1107 14.4%  10 時間〜12 時間未満 344 4.5% 
30 分以上 1 時間未満 1319 17.2%  12 時間〜14 時間未満 89 1.2% 
1 時間〜2 時間未満 1217 15.8%  14 時間〜16 時間未満 64 0.8% 
2 時間〜4 時間未満 1389 18.1%  16 時間〜18 時間未満 43 0.6% 
4 時間〜6 時間未満 951 12.4%  18 時間〜20 時間未満 58 0.8% 
6 時間〜8 時間未満 500 6.5%  20 時間以上 161 2.1% 
8 時間〜10 時間未満 442 5.8%  総計 7684 100.0% 
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13. 休憩を中断して、業務にあたることはありますか？ 

 

  n % 
常にある 1421 13.7% 
しばしばある 2847 27.4% 
たまにある 4797 46.2% 
ない 1313 12.7% 
総計 10378 100.0% 
 

 

 

 

 

14. 休憩がすべて取得できなかった場合、取得できなかった時間を時間外労働として申請していますか？ 

 

  n % 
申請していない 8270 81.7% 
申請している 1849 18.3% 
総計 10119 100.0% 
 

 

 

 

 

 

 

15. 2024 年 11 月の通常勤務後で不払い残業の合計は何時間ですか？ 

（ 未申請のほか、申請して認められなかった時間含む  ）  

 

  n % 
不払い残業なし 5329 52.5% 
不払い残業あり 4829 47.5% 
合計 10158 100.0% 
 

 

 

 

 

 

常にある
14%

しばしば

ある
27%たまにあ

る
46%

ない
13%

申請して

いない
82%

申請して

いる
18%

不払い残

業なし
52%

不払い残

業あり
48%

10
－ 254 －



 

  n %    n % 
30 分〜1 時間未満 882 18.3%  16 時間〜18 時間未満 39 0.8% 
1 時間〜2 時間未満 783 16.2%  18 時間〜20 時間未満 67 1.4% 
2 時間〜4 時間未満 910 18.8%  20 時間〜22 時間未満 90 1.9% 
4 時間〜6 時間未満 666 13.8%  22 時間〜24 時間未満 23 0.5% 
6 時間〜8 時間未満 357 7.4%  24 時間〜26 時間未満 18 0.4% 
8 時間〜10 時間未満 389 8.1%  26 時間〜28 時間未満 2 0.0% 
10 時間〜12 時間未満 328 6.8%  28 時間〜30 時間未満 16 0.3% 
12 時間〜14 時間未満 88 1.8%  30 時間以上 86 1.8% 
14 時間〜16 時間未満 85 1.8%  総計 4829 100.0% 
 

 

 

16. 超過勤務を時間外労働として申請できない理由はなんですか？ 

該当するもの全て選択してください。 
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17. 時間外労働は何分から申請していますか？ 

 

 

 

 

 

18. 前残業、休憩が取れない、不払い残業について、職場の状況やご意見、改善に向け取り組んでいることが

あれば教えてください。 

回答数 1,836 件（自由記載） 

 

19. 現在の収入に満足していますか？ 

 

  n % 
不満 2088 20.1% 
やや不満 4922 47.5% 
適切 1628 15.7% 
やや満足 1245 12.0% 
満足 487 4.7% 
総計 10370 100.0% 
 

 

 

 

 

  n % 
1 分以上 15 分未満 581 5.7% 
15 分以上 30 分未満 2963 28.8% 
30 分以上 45 分未満 4240 41.2% 
45 分以上 60 分未満 665 6.5% 
60 分以上 90 分未満 1485 14.4% 
90 分以上 120 分未満 95 0.9% 
120 分以上 150 分未満 37 0.4% 
150 分以上 180 分未満 6 0.1% 
管理職なので申請でき
ない 

43 0.4% 

時間外をどれだけして
も申請しない 

166 1.6% 

総計 10281 100.0% 
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20. 前の設問で、「不満」・「やや不満」と回答された方にお尋ねします。その理由を以下の選択肢から該当す

るものすべて選択してください。 

 

 

 

21. 現在の収入について、ご意見があれば教えてください 

回答数 1,439 件（自由記載） 

 

22. 2024 年 1 月以降,  パワハラを受けたことはありますか？ 

 

  n % 
自分が日常的に受けている 231 2.3% 
自分が時々受けている 1865 18.5% 
自分はないが、職場で受け
た人がいる 

2876 28.5% 

自分が受けたことはなく、
職場にもいない 

5103 50.7% 

総計 10075 100.0% 
 

 

 

23. パワハラについてどのようなものがありましたか？ 

（パワハラを「受けている」と「自分はないが、職場で受けた人がいる」と答えた方にお尋

ねします。 実際にあったことを可能な範囲で教えてください。） 

回答数 2,559 件（自由記載） 
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24. 2024 年 1 月以降,患者および患者家族から迷惑行為や悪質なクレーム （ カスタマーハラスメント）  を

受けたことがありましたか？ 

 

  n % 
自分が日常的に受けている 172 1.7% 
自分が時々受けている 2440 24.2% 
自分はないが、職場で受け
た人がいる 

3457 34.3% 

自分が受けたことはなく、
職場にもいない 

4015 39.8% 

総計 10084 100.0% 
 

 

 

25. 迷惑行為や悪質クレームを「受けている」と「自分はないが、職場で受けた人がいる」と答えた方にお尋

ねします。どのようなものでしたか？ 

（上位に該当するものを３つまで選択してください） 

 

 

 

26. 迷惑行為や悪質クレーム についてどのようなものがありましたか？ 

（実際にあったことを可能な範囲で教えてください） 

回答数 1,546 件（自由記載） 
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27. 2024 年 1 月以降で、ご自身にうつ的な症状はありましたか？ 

 

  n % 
ある 3268 31.8% 
ない 7024 68.2% 
総計 10292 100.0% 
 

 

 

 

 

 

28. うつ的症状が「ある」と回答された方にお聞きします。どのような症状でしたか？ 

（３つまで選択してください） 

 

 

 

29. 現在の職場を辞めたいと思っていますか？ 

 

  n % 
常に辞めたいと思っている 1349 13.1% 
しばしば辞めたいと思うこ
とがある 

2267 22.0% 

たまに辞めたいと思う 4279 41.5% 
辞めたいとは思わない 2413 23.4% 
総計 10308 100.0% 
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30. 辞めたいと思うと答えた方にお尋ねします。辞めたいと思う理由は何ですか？ 

（該当するものを３つまで選択してください） 

 

 

31. 昨年度よりも仕事を辞めたいと思うことが増えましたか？ 

（採用後 1 年未満の方は「今年度採用」を選択してください） 

 

  n % 
増えた 3825 40.1% 
変わらない 5046 52.9% 
減った 662 6.9% 
総計 9533 100.0% 
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32. 昨年度よりも辞めたいと思うと答えた方にお尋ねします。その理由は何ですか？ 

（該当するものを３つまで選択してください、「減った」「今年度採用」の方は回答不要です） 

 

 

 

33. 職場を辞めたいと思うその理由について、補足があれば教えてください 

回答数 1,506 件（自由記載） 

 

 

34. その他、現場で困っていることがあれば教えてください 

回答数 1,518 件（自由記載） 
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＜Ⅴ－１－②＞

2025 年度衛生保健衛生職場で働く組合員へのアンケート調査結果 

 

 

 

調査の経緯と目的 

 保健衛生施設では,人員不足や業務多忙により厳しい労働環境は続いています。また、日

ごろから時間外労働や休憩時間について法律に則した対応がとられていないという実態が

続いています。保健衛生施設で働く組合員の労働環境の実態を調べるため、ＷＥＢアンケー

トを実施しました。 

 

概要 

調査対象：保健衛生施設（保健所、保健センター、地方衛生研究所）で勤務する組合員 

調査期間：2024 年 11 月 26 日～2025 年１月 22 日 

調査方法：WEB アンケート（Google フォーム） 

回答状況：39 都道府県 1,288 人 

＊無回答は除外し集計しています。 

自由記載の回答は多数のため、集計結果は公表していません。 
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14. 休憩を中断して、業務にあたることはありますか？ ........................... 10 
15. 休憩がすべて取得できなかった場合、取得できなかった時間を時間外労働として申請

していますか？ ................................................................. 10 
16. 2024 年 11 月の通常勤務後で不払い残業の合計は何時間ですか？ ................ 10 
17. 超過勤務を時間外労働として申請できない理由はなんですか？ ................. 11 
18. 時間外労働は何分から申請していますか？ ................................... 12 
19. 前残業、休憩が取れない、不払い残業について、職場の状況やご意見、改善に向け取

り組んでいることがあれば教えてください。 ....................................... 12 
20. 現在の収入に満足していますか？ ........................................... 12 
21. 前の設問で、「不満」・「やや不満」と回答された方にお尋ねします。その理由を以下の

選択肢から該当するものすべて選択してください。 ................................. 13 
22. 現在の収入について、ご意見があれば教えてください ......................... 13 
23. 2024 年 1 月以降,  パワハラを受けたことはありますか？ ...................... 13 
24. パワハラについて、実際にあったことを可能な範囲で教えてください。 ......... 13 
25. 迷惑行為や悪質クレームを「受けている」と「自分はないが、職場で受けた人がいる」

と答えた方にお尋ねします。どのようなものでしたか？ ............................. 14 
26. 迷惑行為や悪質クレーム についてどのようなものがありましたか？ （実際にあった

ことを可能な範囲で教えてください） ............................................. 14 
27. 2024 年 1 月以降で、ご自身にうつ的な症状はありましたか？ ................... 15 
28. 「ある」と回答された方にお聞きします。どのような症状でしたか？ ........... 15 
29. 現在の職場を辞めたいと思っていますか？ ................................... 15 
30. 辞めたいと思うと答えた方にお尋ねします。辞めたいと思う理由は何ですか？ ... 16 
31. 昨年度よりも仕事を辞めたいと思うことが増えましたか？ ..................... 16 
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32. 昨年度よりも辞めたいと思う場合、その理由は何ですか？ ..................... 17 
33. 職場を辞めたいと思うその理由について、補足があれば教えてください ......... 17 
34. その他、現場で困っていることがあれば教えてください。 ..................... 17 
 

 

1. 都道府県名入力してください 

 

番号 都道府県名 n %  番号 都道府県名 n % 

1 鹿児島 122 9.5%  21 京都 22 1.7% 

2 徳島 113 8.8%  22 兵庫 21 1.6% 

3 岐阜 111 8.6%  23 熊本 20 1.6% 

4 香川 106 8.2%  24 ⻑崎 17 1.3% 

5 北海道 89 6.9%  25 秋田 13 1.0% 

6 島根 87 6.8%  26 埼玉 10 0.8% 

7 山梨 69 5.4%  27 愛媛 3 0.2% 

8 佐賀 54 4.2%  28 東京 3 0.2% 

9 山口 52 4.0%  29 新潟 2 0.2% 

10 石川 44 3.4%  30 高知 2 0.2% 

11 福島 44 3.4%  31 大阪 2 0.2% 

12 広島 44 3.4%  32 千葉 1 0.1% 

13 富山 34 2.6%  33 静岡 1 0.1% 

14 愛知 33 2.6%  34 ⻘森 1 0.1% 

15 岩手 31 2.4%  35 奈良 1 0.1% 

16 三重 30 2.3%  36 群馬 1 0.1% 

17 宮城 28 2.2%  37 ⻑野 1 0.1% 

18 和歌山 27 2.1%  38 福岡 1 0.1% 

19 沖縄 24 1.9%  39 栃木 1 0.1% 

20 山形 23 1.8%    総計 1288 100.0% 
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2. 雇用形態を選択してください 

 

  n % 
正規職員 1254 97.4% 
再任用（再雇用）職員 20 1.6% 
非正規職員（会計年度任用職員、 
パート・アルバイト） 

14 1.1% 

総計 1288 100.0% 
 

 

 

 

3. 性別を教えてください 

 

性別 n % 
女性 1013 78.6% 
男性 253 19.6% 
答えたくない 18 1.4% 
どちらでもない 4 0.3% 
総計 1288 100.0% 
 

 

 

 

4. 年代を選択してください 

 

年代 n % 
10 代 2 0.2% 
20 代 319 24.8% 
30 代 344 26.7% 
40 代 341 26.5% 
50 代 239 18.6% 
60 代以上 43 3.3% 
総計 1288 100.0% 
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5. 職場について教えてください 

 

 

 

6. 職種を選択してください 

 

職種 n %  職種 n % 
保健師 739 57.5%  施設管理 4 0.3% 
事務系職員 200 15.6%  医師 4 0.3% 
管理栄養士 89 6.9%  診療放射線技師 4 0.3% 
薬剤師 71 5.5%  研究職 3 0.2% 
獣医師 70 5.4%  理学療法士 3 0.2% 
臨床検査技師 27 2.1%  助産師 2 0.2% 
農芸化学 19 1.5%  臨床工学技士 1 0.1% 
看護師 14 1.1%  介護福祉士 1 0.1% 
⻭科衛⽣士 10 0.8%  教員 1 0.1% 

精神保健福祉士（PSW） 9 0.7%  医療ソーシャルワーカー
（MSW） 

1 0.1% 

栄養士 8 0.6%  公認心理師 1 0.1% 
ケアマネジャー 5 0.4%  総計 1286 100.0% 
 

7. 現在の、あなたの職場の人員配置は、業務量に対して適切な人員配置ですか？ 

 

  n % 
かなり少ない 201 15.7% 
やや少ない 577 45.0% 
適切である 402 31.4% 
やや多い 76 5.9% 
かなり多い 25 2.0% 
総計 1281 100.0% 
 

 

職場 n % 
保健センター 692 53.7% 
保健所 577 44.8% 
地方衛⽣研究所 19 1.5% 
総計 1288 100.0% 
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8. 2024 年 1 月以降、時間外労働が一番多かった月の時間数を教えてください 

 

  n %    n % 
10 時間未満 406 31.8%  160 時間以上 180 時間未満 3 0.2% 
10 時間以上 20 時間未満 327 25.6%  180 時間以上 200 時間未満 1 0.1% 
20 時間以上 40 時間未満 319 25.0%  200 時間以上 220 時間未満 1 0.1% 
40 時間以上 60 時間未満 152 11.9%  220 時間以上 240 時間未満 2 0.2% 
60 時間以上 80 時間未満 42 3.3%  240 時間以上 260 時間未満 1 0.1% 
80 時間以上 100 時間未満 13 1.0%  300 時間以上 1 0.1% 
100 時間以上 120 時間未満 6 0.5%  総計 1276 100.0% 
140 時間以上 160 時間未満 2 0.2%     

 

 

9. 2024 年 1 月以降、時間外勤務が一番多かったのは何月ですか？ 

 

  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 総計 

n 39 19 140 193 98 90 69 77 124 194 142 36 1221 

% 3.2% 1.6% 11.5% 15.8% 8.0% 7.4% 5.7% 6.3% 10.2% 15.9% 11.6% 2.9% 100.0% 
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10. 日常的に始業前業務（前残業）はありますか？ 

＊始業前業務（前残業）：始業前に行う業務に必要な準備、情報収集、着替え、機械の立

ち上げや日常点検が該当します。 

 

  n % 
ある 340 26.6% 
ない 940 73.4% 
総計 1280 100.0% 
 

 

 

 

 

 

11. 始業前業務（前残業）を時間外労働として申請していますか？ 

 

  n % 
申請していない 386 89.8% 
申請している 44 10.2% 
総計 430 100.0% 
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12. 2024 年 11 月の勤務で、時間外労働として申請していない始業前業務（前残業）の合計は何

時間ですか？  

（未申請のほか、申請して認められなかった時間も含む）   

 

  n %    n % 
30 分未満 91 18.6%  16 時間〜18 時間未満 7 1.4% 
30 分〜1 時間未満 65 13.3%  18 時間〜20 時間未満 3 0.6% 
1 時間〜2 時間未満 87 17.8%  20 時間〜22 時間未満 12 2.5% 
2 時間〜4 時間未満 53 10.9%  22 時間〜24 時間未満 2 0.4% 
4 時間〜6 時間未満 49 10.0%  24 時間〜26 時間未満 3 0.6% 
6 時間〜8 時間未満 19 3.9%  28 時間〜30 時間未満 1 0.2% 
8 時間〜10 時間未満 37 7.6%  30 時間〜32 時間未満 4 0.8% 
10 時間〜12 時間未満 36 7.4%  38 時間〜40 時間未満 1 0.2% 
12 時間〜14 時間未満 10 2.0%  40 時間以上 3 0.6% 
14 時間〜16 時間未満 5 1.0%  総計 488 100.0% 
 

 

 

13. 2024 年 11 月の勤務で、取得できなかった休憩時間の合計は何時間ですか？ 

＊休憩とは 、労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時

間のことです。  電話番やいつでも業務あたれるよう待機している時間（手待ち時間）は

休憩にはあたりません。 
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  n % 
休憩はすべてとれた 432 34.2% 
休憩はすべて取れず 833 65.8% 
総計 1265 100.0% 
 

 

 

 

 

 

 

  n %    n % 
30 分未満 154 18.5%  10 時間〜12 時間未満 42 5.0% 
30 分以上 1 時間未満 157 18.8%  16 時間〜18 時間未満 9 1.1% 
1 時間〜2 時間未満 126 15.1%  12 時間〜14 時間未満 4 0.5% 
2 時間〜4 時間未満 145 17.4%  14 時間〜16 時間未満 3 0.4% 
4 時間〜6 時間未満 75 9.0%  18 時間〜20 時間未満 10 1.2% 
6 時間〜8 時間未満 46 5.5%  20 時間以上 26 3.1% 
8 時間〜10 時間未満 36 4.3%  総計 833 100.0% 
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14. 休憩を中断して、業務にあたることはありますか？ 

 

  n % 
常にある 144 11.2% 
しばしばある 359 28.0% 
たまにある 671 52.4% 
ない 107 8.4% 
総計 1281 100.0% 
 

 

 

 

 

15. 休憩がすべて取得できなかった場合、取得できなかった時間を時間外労働として申請してい

ますか？ 

 

  n % 
申請していない 1204 97.4% 
申請している 32 2.6% 
総計 1236 100.0% 
 

 

 

 

 

 

 

16. 2024 年 11 月の通常勤務後で不払い残業の合計は何時間ですか？ 

（未申請のほか、申請して認められなかった時間含む  ）   

 

  n % 
不払い残業なし 705 55.7% 
不払い残業あり 561 44.3% 
総計 1266 100.0% 
 

 

 

 

 

常にある
11%

しばしば

ある
28%

たまにある
53%

ない
8%

申請して

いない
97%

申請して

いる
3%

不払い残

業なし
56%

不払い残

業あり
44%

10
－ 271 －



  n %    n % 
30 分〜1 時間未満 73 13.0%  16 時間〜18 時間未満 14 2.5% 
1 時間〜2 時間未満 76 13.5%  18 時間〜20 時間未満 18 3.2% 
2 時間〜4 時間未満 83 14.8%  20 時間〜22 時間未満 32 5.7% 
4 時間〜6 時間未満 70 12.5%  22 時間〜24 時間未満 3 0.5% 
6 時間〜8 時間未満 38 6.8%  24 時間〜26 時間未満 2 0.4% 
8 時間〜10 時間未満 63 11.2%  26 時間〜28 時間未満 0 0.0% 
10 時間〜12 時間未満 35 6.2%  28 時間〜30 時間未満 4 0.7% 
12 時間〜14 時間未満 17 3.0%  30 時間以上 17 3.0% 
14 時間〜16 時間未満 16 2.9%  総計 471 84.0% 
 

 
 

17. 超過勤務を時間外労働として申請できない理由はなんですか？ 

該当するもの全て選択してください。 
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18. 時間外労働は何分から申請していますか？ 

 

  n % 
1 分以上から 15 分未満 12 1.0% 
15 分以上 30 分未満 83 6.6% 
30 分以上 45 分未満 277 22.0% 
45 分以上 60 分未満 72 5.7% 
60 分以上 90 分未満 592 46.9% 
90 分以上 120 分未満 112 8.9% 
120 分以上 150 分未満 62 4.9% 
150 分以上 180 分未満 17 1.3% 
管理職なので申請でき
ない 

9 0.7% 

時間外をどれだけして
も申請しない 

25 2.0% 

総計 1261 100.0% 
 

 

 

 

19. 前残業、休憩が取れない、不払い残業について、職場の状況やご意見、改善に向け取り組ん

でいることがあれば教えてください。 

回答数 154 件（自由記載） 

 

20. 現在の収入に満足していますか？ 

 

  n % 
不満 199 15.5% 
やや不満 579 45.2% 
適切 288 22.5% 
やや満足 149 11.6% 
満足 66 5.2% 
総計 1281 100.0% 
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21. 前の設問で、「不満」・「やや不満」と回答された方にお尋ねします。その理由を以下の選択

肢から該当するものすべて選択してください。 

 

 
 

22. 現在の収入について、ご意見があれば教えてください 

回答数 142 件（自由記載） 

 

23. 2024 年 1 月以降,  パワハラを受けたことはありますか？ 

 

 

 

24. パワハラについて、実際にあったことを可能な範囲で教えてください。 

回答数 200 件（自由記載） 
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  n % 
自分が日常的に受けている 14 1.1% 
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2024 年 1 月以降,カスタマーハラスメントを受けたことがありましたか？ 

＊カスタマーハラスメント（患者および患者家族から迷惑行為や悪質なクレーム） 

 

  n % 
自分が日常的に受けている 7 0.6% 
自分が時々受けている 365 29.1% 
自分はないが、職場で受け
た人がいる 

400 31.9% 

自分が受けたことはなく、
職場にもいない 

482 38.4% 

総計 1254 100.0% 
 

 

 

25. 迷惑行為や悪質クレームを「受けている」と「自分はないが、職場で受けた人がいる」と答

えた方にお尋ねします。どのようなものでしたか？ 

（上位に該当するものを３つまで選択してください） 

 

 
 

 

26. 迷惑行為や悪質クレーム についてどのようなものがありましたか？ 

（実際にあったことを可能な範囲で教えてください） 

回答数 210 件（自由記載） 
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27. 2024 年 1 月以降で、ご自身にうつ的な症状はありましたか？ 

 

  n % 
ある 431 33.8% 
ない 846 66.2% 
総計 1277 100.0% 
 

 

 

 

 

 

28. 「ある」と回答された方にお聞きします。どのような症状でしたか？ 

（３つまで選択してください） 

 

 
 

29. 現在の職場を辞めたいと思っていますか？ 
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30. 辞めたいと思うと答えた方にお尋ねします。辞めたいと思う理由は何ですか？ 

（該当するものを３つまで選択してください） 

 

 

 

31. 昨年度よりも仕事を辞めたいと思うことが増えましたか？ 

 

  n % 
増えた 407 34.8% 
変わらない 610 52.2% 
減った 151 12.9% 
総計 1168 100.0% 
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32. 昨年度よりも辞めたいと思う場合、その理由は何ですか？ 

（該当するものを３つまで選択してください、） 

 

 
 

 

33. 職場を辞めたいと思うその理由について、補足があれば教えてください 

回答数 138 件（自由記載） 

 

34. その他、現場で困っていることがあれば教えてください。 

回答数 130 件（自由記載） 
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報道関係者 各位 
 

 

会員病院の 2024 年上半期収支及び通期決算見込み調査結果のお知らせ 

 
2024 年 12 月 12日 

 
公益社団法人全国自治体病院協議会（以下「当協議会」）は、全国の会員病院を対象に、2024 年上
半期（4 月～9月）の収支及び通期決算見込みについて緊急調査を実施しました。その結果を以下
の通りご報告いたします。 
 

 
調査概要 

• 調査目的：会員病院の経営状況を把握し、国等へ支援の働きかけを行うため。 
• 調査期間：2024 年 10 月 28 日～12 月 4 日 
• 調査対象：会員病院 846 施設 
• 回答数：297 施設（回答率：35％） 

 
調査結果の概要 
 
1. 上半期（2024 年 4月～9月）の収支 
回答数 297 病院のうち、上半期収支に関する有効回答を得られたのは 224病院（全体の 75%）と
なり、有効回答数の病床規模別の内訳は以下の通りです。 

• 200 床未満：78 病院（34.8％） 
• 200 床以上 399 床以下：72 病院（32.1%） 
• 400 床以上：74 病院（33.0%） 

 
(1) 対前年収益状況（有効回答の合計） 

① 医業収益：+ 176 億円（前年同期比 1.8％増加） 
② 医業費用：+ 352億円（前年同期比 3.5％増加） 
③ 医業利益：- 175億円（前年同期比 44.4％減少） 
④ 医業収支比率：94.5%（前年同期比 1.5％減少） 

-------------------------------------------------------- 
⑤ 経常収益：+ 117 億円（前年同期比 1.1％増加） 
⑥ 経常費用：+ 340億円（前年同期比 3.3％増加） 
⑦ 経常利益：- 223億円（前年同期比 76.4％減少） 
⑧ 経常収支比率：100.7%（前年同期比 2.2％減少） 

－ 279 －



2 
 

 
(2) 病床規模別の医業収支比率の平均 

① 200 床未満：85.8%（前年同期比 2.0％減少） 
② 200 床以上 399 床以下：90.3%（前年同期比 1.7％減少） 
③ 400 床以上：97.1%（前年同期比 1.5％減少） 

 
2. 通期（2024年）の決算見込み 
回答数 297病院のうち、通期決算見込みに関する有効回答を得られたのは 112病院（全体の 38%）
となり、有効回答数の病床規模別の内訳は以下の通りです。 

• 200 床未満：34 病院（30.4%） 
• 200 床以上 399 床以下：40 病院（35.7%） 
• 400 床以上：38 病院（33.9%） 

 
(1) 対前年収益決算見込み（有効回答の合計） 

① 医業収益：+ 26 億円（前年同期比 0.3％増加） 
② 医業費用：+ 572 億円（前年同期比 5.2％増加） 
③ 医業利益：- 546 億円（前年同期比 47.8％減少） 
④ 医業収支比率：85.5%（前年同期比 4.2％減少） 

-------------------------------------------------------- 
⑤ 経常収益：- 97 億円（前年同期比 0.9％減少） 
⑥ 経常費用：+ 425 億円（前年同期比 3.7％増加） 
⑦ 経常利益：- 523 億円（前年同期比 123.8%減少） 
⑧ 経常収支比率：92.2%（前年同期比 4.2％減少） 

 
(2) 病床規模別の医業収支比率の平均 

① 200 床未満：73.1%（前年同期比 3.1％減少） 
② 200 床以上 399 床以下：81.6%（前年同期比 4.9％減少） 
③ 400 床以上：88.7%（前年同期比 4.0％減少） 

 
※ 上半期収支及び通期決算見込みの適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上半期収支や通期決算見込みは、現在入手可能な情報や合理的な判断に基づいております。実際の業績は様々な

要因（季節的な要因や特定の時期に集中する収益・費用が存在）や今後の事業環境の変化により異なる可能性があ

ります。 

 
分析結果（コメント） 
 
1. 令和 6年度人事院勧告を踏まえた給与改定状況 
令和 6 年度人事院勧告を踏まえた給与改定状況について有効回答を得られた 286 病院のうち 221

－ 280 －



2 
 

 
(2) 病床規模別の医業収支比率の平均 

① 200 床未満：85.8%（前年同期比 2.0％減少） 
② 200 床以上 399 床以下：90.3%（前年同期比 1.7％減少） 
③ 400 床以上：97.1%（前年同期比 1.5％減少） 

 
2. 通期（2024年）の決算見込み 
回答数 297病院のうち、通期決算見込みに関する有効回答を得られたのは 112病院（全体の 38%）
となり、有効回答数の病床規模別の内訳は以下の通りです。 

• 200 床未満：34 病院（30.4%） 
• 200 床以上 399 床以下：40 病院（35.7%） 
• 400 床以上：38 病院（33.9%） 

 
(1) 対前年収益決算見込み（有効回答の合計） 

① 医業収益：+ 26 億円（前年同期比 0.3％増加） 
② 医業費用：+ 572 億円（前年同期比 5.2％増加） 
③ 医業利益：- 546 億円（前年同期比 47.8％減少） 
④ 医業収支比率：85.5%（前年同期比 4.2％減少） 

-------------------------------------------------------- 
⑤ 経常収益：- 97 億円（前年同期比 0.9％減少） 
⑥ 経常費用：+ 425 億円（前年同期比 3.7％増加） 
⑦ 経常利益：- 523 億円（前年同期比 123.8%減少） 
⑧ 経常収支比率：92.2%（前年同期比 4.2％減少） 

 
(2) 病床規模別の医業収支比率の平均 

① 200 床未満：73.1%（前年同期比 3.1％減少） 
② 200 床以上 399 床以下：81.6%（前年同期比 4.9％減少） 
③ 400 床以上：88.7%（前年同期比 4.0％減少） 

 
※ 上半期収支及び通期決算見込みの適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上半期収支や通期決算見込みは、現在入手可能な情報や合理的な判断に基づいております。実際の業績は様々な

要因（季節的な要因や特定の時期に集中する収益・費用が存在）や今後の事業環境の変化により異なる可能性があ

ります。 

 
分析結果（コメント） 
 
1. 令和 6年度人事院勧告を踏まえた給与改定状況 
令和 6 年度人事院勧告を踏まえた給与改定状況について有効回答を得られた 286 病院のうち 221

3 
 

病院（全体の 77％）が給与改定を実施する見込みである一方、実施しない見込みの病院（地方独
立行政法人病院）が 4％あります。 
また、令和 6 年度人事院勧告を踏まえた給与改定における所要額及び不足額について有効回答を
得られた 120 病院について、ベースアップ評価料をはじめとした賃上げ・基本料等の引き上げに
係る「増収見込額」から「給与改定所要額の試算」を差し引いた試算額をみると、1 病院当たり平
均 1 億 1,700 千万円の不足であり、病床規模別では 200 床未満が約 3,500 万円、200 床以上 399
床以下が約 9,400 万円、400 床以上が約 2 億 2,500万円不足する結果となりました。 
 
2．令和 6 年度上半期までの経営状況 
会員病院の経営は厳しい状況にあり、経営状況について様々な課題が報告されています。特に人
件費と材料費の増加が影響し、医業収益が増加しても、それを上回る医業費用の上昇によって経
営が悪化しています。新型コロナウイルスの分類変更に伴う医業収益の減少や物価高騰が経営に
負の影響を与えており、収益改善が難しい状況です。 
 
3．令和 6 年度の経営改善策 
医療を取り巻く環境が厳しさを増す一方、会員病院では、経営状況を改善するために多様な取り
組みが進められています。患者単価を向上させる取組のほか、人員採用の強化や外部委託費用の
見直しによるコスト削減策、効率的な病床運用や稼働率の向上、平均在院日数の適正化、訪問診
療の強化といった収益向上策が実施されています。 
 
4．国への要望等 
国への要望として、現在の診療報酬が物価高騰や人口減少の影響を十分にカバーできていないた
め、さらなる見直しを求める声が多く挙げられました。また、自治体病院が持続可能な医療を提
供できるよう、物価高騰対策の継続・拡充やさらなる財政措置を望んでいます。 
 

 
お問い合わせ先 
公益社団法人全国自治体病院協議会 経営調査部 
担当者：松本・五十嵐 
TEL：03-3261-8568 
Email：keiei@jmha.or.jp 
URL：https://www.jmha.or.jp 

－ 281 －



会⾒で説明する会⻑の望⽉泉⽒

NEWS

会⻑の望⽉⽒が危機感「来年まで現状の診療報酬の⽔準が続くと、倒産する病院も出てく
るのではないか」

全国⾃治体病院協議会が緊急調査、2024年度上
半期の医業損益の⾚字は1.4倍に拡⼤
2024/12/20 満武 ⾥奈＝⽇経ヘルスケア

全国⾃治体病院協議会が会員病院を対象
に実施した緊急調査で2024年上半期（4⽉
〜9⽉）の有効回答を得た会員病院の医業
損益の合計は569億円の⾚字で、前年同期
の394億円の⾚字から1.4倍に⾚字幅が広が
る⾒込みであることが分かった。医業収益
（収⼊）は前年同期⽐で1.8％増加した⼀
⽅、医業費⽤が同3.5％増えたことによるも
の。2024年12⽉12⽇の記者会⾒で報告し
た。会⻑の望⽉泉⽒は、「来年まで現状の
診療報酬の⽔準が続くと、かなり⼤変なこ
とが起きるのではないか。倒産する病院も
出てくるのではないかと思う」と危機感を⽰した。

今回の調査は、会員病院の経営状況を把握し、国などへ⽀援の働きかけを⾏うことを⽬
的にしている。調査期間は2024年10⽉28⽇〜12⽉4⽇。調査対象となる会員病院846施設
のうち、回答したのは297施設（回答率：35％）。有効回答は224病院だった。224病院の
うち、200床未満は78病院（34.8％）、200床以上399床以下は72病院（32.1%）、400床以
上は74病院（33.0%）だった。なお、通期（2024年）の決算⾒込みに関する有効回答数
は112病院。200床未満は34病院（30.4%）、200床以上399床以下が40病院（35.7%）、
400床以上が38病院（33.9%）。

同調査は有効回答を得た会員病院の医業収益や医業費⽤、医業利益の合計から対前年の
収益状況などを調査するもの。2024年度上半期の医業収益の合計は9730億円と前年同期
⽐で176億円増（1.8％増）となったが、医業費⽤は計1兆299億円と同352億円増加

－ 282 －



（3.5％増）した（図1）。医業損益は569億円の⾚字で、前年同期で175億円悪化した。医
業収⽀⽐率は前年同期⽐1.5％減の94.5%と⾚字体質はさらに進んだ形となった。⼀⽅、
経常利益の合計は2024年度上半期で69億円と⿊字だったものの、前年同期の292億円から
76.4％減少した。

病床規模別の1病院当たりの平均医業利益は、200床未満が対前年で2300万円減、200
床以上399床以下が7000万円減、400床以上は1億4500万円減だった。また、平均医業収
⽀⽐率は、200床未満が85.8%（前年同期⽐2.0％減）、200床以上399床以下が90.3%（同
1.7％減）、400床以上は97.1%（同1.5％減）だった。

図1 2024年度上半期収⽀（医業収益と医業
費⽤）
（全国⾃治体病院協議会会⾒資料より抜粋）

2024年通期⾒込みは、有効回答を得た会員病院の合計で医業収益は計9963億円と前年
⽐26億円増（0.3％増）、医業費⽤が計1兆1654億円と同572億円増（5.2％増）で、医業損
益は1690億円の⾚字と前年度の1144億円の⾚字から546億円悪化する⾒込みだ。医業収
⽀⽐率は前年同期⽐4.2％減の85.5%となる（図2）。

病床規模別の1病院当たりの平均医業利益は、200床未満では対前年で8400万円減、
200床以上399床以下が4億9700万円減、400床以上は8億3900万円減の⾒込みとなる。病
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床規模別の平均医業収⽀⽐率⾒込みは、200床未満が73.1%（前年同期⽐3.1％減）、200床
以上399床以下が81.6%（同4.9％減）、400床以上が88.7%（同4.0％減）となる。

図2 2024年度通期⾒込み（医業収益と医業
費⽤）
（全国⾃治体病院協議会会⾒資料より抜粋）

給与改定状況、77％が⼈事院勧告を踏まえた改定⾒込み

全国⾃治体病院協議会は、2024年度⼈事院勧告を踏まえた給与改定状況についても調
査。有効回答を得られた286病院のうち221病院（77％）が給与改定を実施する⾒込みで
あることを同⽇の会⾒で報告した。⼀⽅で、「⼀部実施する⾒込み」が3％、「未定」が
16％だったほか、「実施しない⾒込み」の病院（地⽅独⽴⾏政法⼈病院）が4％あった
（図3）。

2024年度⼈事院勧告を踏まえた給与改定における所要額と不⾜額について、有効回答
を得られた120病院を対象に調べたところ、1病院当たり平均1億1700万円不⾜することも
分かった。病床規模別では200床未満が約3500万円、200床以上399床以下が約9400万
円、400床以上が約2億2500万円不⾜していた。
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図3 給与改定状況と経営状況など
（全国⾃治体病院協議会会⾒資料より抜粋）

こうした結果から全国⾃治体病院協議会では、「現在の診療報酬が物価⾼騰や⼈⼝減少
の影響を⼗分にカバーできていないため、さらなる⾒直しを求める声が多く挙げられた」
という。国に対しては、⾃治体病院が持続可能な医療を提供できるよう、物価⾼騰対策の
継続・拡充やさらなる財政措置を望んでいるという。

会⻑の望⽉泉⽒は、「今回の⼈事院勧告を踏まえてそのまま対応すると、給与を4.5〜
5％上げる状況。給与を引き上げたくても病院の経営状況があまりに厳しく、『未定』と
いう病院も結構出ているのだと思う」と話した。また、こうした経営難の中で、「病院に
よっては病床利⽤率が低下し、在院⽇数を引き延ばすよう指⽰が出ている病院もあるやに
聞いており、そうした指⽰はあまり好ましくないと思っている」と苦⾔を呈した。

© 2006-2024 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.
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令和７年度地方財政対策の概要（通常収支分）⑤

6

８ 持続可能な地域社会の実現に向けた地方創生の取組 ・・・P18～P20参照

○ 地方への人の流れの創出・拡大を加速するため、二地域居住・関係人口、大学等と連携した地域課題解決に係る

特別交付税措置を創設するとともに、「地域活性化起業人」「地域おこし協力隊」に係る特別交付税措置を拡充

○ 行政サービス等の持続性を確保するため、過疎地に所在する郵便局に窓口事務を委託する市町村について、当

該郵便局等に対して行政サービス、住民生活支援サービスを委託する際の初期経費に係る特別交付税措置を創設

○ 地域のニーズや時代の変化に対応した高校教育を推進するため、公立高校と産業界等が連携した人材育成の取

組に対して特別交付税措置を創設

９ 地方公務員の給与改定等に要する地方財源の確保

○ 令和6年人事委員会勧告に伴う給与改定に要する経費について、所要額を計上

・ 給与改定に要する経費（地方負担分） 7,700億円程度

うち会計年度任用職員分 1,450億円程度

○ 教職調整額の率の引上げに伴う令和7年度の地方負担（113億円）について、全額地方財政計画の歳出に所要額

を計上し、必要な財源を確保（→P21参照）

○ 令和7年度の給与改定に備え、一般行政経費（単独）に「給与改善費（仮称）」（2,000億円）を計上

10 物価高への対応 ・・・P22参照

○ 自治体施設の光熱費や、サービス・施設管理等の委託料の増加を踏まえ、一般行政経費（単独）に1,000億円（前

年度比＋300億円）を計上

○ 資材価格等の高騰による建設事業費の上昇を踏まえ、公立病院の新設・建替等事業（病院事業債）と津波浸水想

定区域からの庁舎移転事業（緊急防災・減災事業債）における建築単価の上限を引上げ

令和７年度地方財政対策の概要

２ 東日本大震災分

１ 通常収支分

【Ⅰ 令和７年度の地方財政の姿】

（１） 地方財政計画の規模 97兆 100億円程度 （⑥93兆6,388億円、＋3兆3,700億円程度、 ＋3.6%程度）

（２） 地方一般歳出 81兆2,800億円程度 （⑥78兆4,568億円、＋2兆8,200億円程度、 ＋3.6%程度）

（３） 一般財源総額（交付団体ベース） 63兆7,714億円 （⑥62兆7,180億円、＋1兆 535億円、 ＋1.7%）

（４） 地方交付税の総額 18兆9,574億円 （⑥18兆6,671億円、 ＋2,904億円、 ＋1.6%）

（５） 地方税及び地方譲与税 48兆4,154億円 （⑥45兆4,622億円、＋2兆9,532億円、 ＋6.5%）

（６） 地方特例交付金等 1,936億円 （⑥ 1兆1,320億円、 ▲9,384億円、 ▲82.9%）

（７） 臨時財政対策債 0円 （⑥ 4,544億円、 ▲4,544億円、 皆減）

（８） 財源不足額 1兆 929億円 （⑥ 1兆8,132億円、 ▲7,203億円、 ▲39.7%）

（１） 復旧・復興事業

① 震災復興特別交付税 871億円 （⑥ 904億円、 ▲33億円、 ▲3.7%）

② 規模 2,700億円程度 （⑥ 2,631億円、 ＋70億円程度、 ＋2.6%程度）

（２） 全国防災事業

規模 218億円 （⑥ 250億円、 ▲32億円、 ▲12.8%）

1

総 務 省 自 治 財 政 局
令 和 ６ 年 1 2 月 2 7 日

※ 不交付団体を含めた一般財源総額 67兆 5,414億円 （⑥ 65兆 6,980億円、 ＋ 1兆 8,435億円、 ＋ 2.8%）

V12
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１．病院事業の経営改善の促進と資金繰り支援

○ 地域医療提供体制を確保するため、新たな資金繰り支援等、以下の取組を行う

地域医療提供体制の確保

２．不採算地域やへき地における医療提供体制の確保

※３ 発行期間は令和７年度～令和９年度

① 資金不足が生じている病院事業※１であって、経営改善実行計画を策定し収支改善に

取り組む公立病院に対して、経営改善の効果額の範囲内※２で活用できる資金手当

のための地方債（病院事業債（経営改善推進事業））※３を創設

※１ 当年度又は翌年度に資金不足額が生じる見込みの病院事業を含む

※２ 資金不足（見込）額と経営改善効果額のいずれか小さい額が上限

① 不採算地区病院については、依然として厳しい経営状況が続いているため、令和３年度から実施している不採算地区病院等への

特別交付税措置の基準額引上げ（30％）を継続※４

② へき地医療を担う公的病院等に対する地方団体の助成経費に係る特別交付税措置の対象に、へき地医療拠点病院等が行う

訪問看護、遠隔医療に要する経費を追加

② 総務省と厚生労働省の共同事業として、病院経営に携わるトップ層の経営マネジメント力を向上させ、経営改善を図ることにより

持続可能な病院経営を行うために必要な知識を習得するための研修（医療経営人材養成研修）を創設

【経営改善の取組例】

○病床の縮小、病床機能の見直し

○医薬品の共同購入、医療機器の共同利用

○地域の医療機関と連携した紹介患者の増加

○病院の統合・連携、経営形態の見直し

※４ 日本赤十字社、恩賜財団済生会、JA厚生連等の公的病院等にも同様の措置を講じる

R4 R5

公立病院数 853病院 854病院

赤字病院の割合注１ 34% 70%

赤字合計額注１ 639億円 2,448億円

資金不足注２が生じて
いる病院事業数

27事業
（41病院）

38事業
（54病院）

注１ 経常収支 注２ 地方財政法に定める資金不足額

＜公立病院の状況＞

23

物価高への対応

○ 学校、福祉施設、図書館、文化施設など自治体施設の光熱費の高騰や、ごみ収集、学校給食など自治体のサービス・施

設管理等の委託料の増加を踏まえ、一般行政経費（単独）に1,000億円を計上（前年度比＋300億円）

○ 資材価格等の高騰による建設事業費の上昇を踏まえ、公立病院の新設・建替等事業（病院事業債）と津波浸水想定区域

からの庁舎移転事業（緊急防災・減災事業債）における建築単価の上限を引上げ

① 学校、福祉施設、図書館、文化施設など自治体施設の光熱費の高騰に対応するため、一般行政経費（単独）に

400億円を計上（前年度同額）

② ごみ収集、学校給食など自治体のサービス・施設管理等の委託料の増加を踏まえ、一般行政経費（単独）に600億円

を計上（前年度比＋300億円） ※ 普通交付税の単位費用措置を３％程度引上げ

○ 資材価格等の高騰による建設事業費の上昇を踏まえ、以下のとおり対応する

① 病院事業債：公立病院の新設・建替等事業における１㎡当たりの建築単価の上限を引上げ

（５２．０万円 ⇒ ５９．０万円）

② 緊急防災・減災事業債：津波浸水想定区域からの庁舎移転事業における１㎡当たりの建築単価の上限を引上げ

（４６．８万円 ⇒ ５０．１万円）

※ いずれも令和６年度事業債から新単価を適用

２．公立病院・庁舎の建築単価の引上げ

１．自治体施設の光熱費・施設管理等の委託料の増加への対応

22
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 ハラスメント防止にむけて「自治労本部トップメッセージ」 
 

 

 自治労運動に関わる、あらゆる場所・時間でのハラスメント行為の一掃をめざし、自治

労本部中央執行委員長として、次のとおり、行動することを宣言します。 

 

1. 自治労は、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント（性自認・性的指向に基づ

くハラスメントを含む）、妊娠・出産や育児・介護休業等に関するマタニティーハラス

メント、パタニティハラスメント、カスタマーハラスメントなど、相手の人格や尊厳を

侵害し、精神的・身体的な苦痛を与える行為など、あらゆるハラスメント行為を許しま

せん。 

2. 教育・研修などを通じて、ハラスメント防止の啓発に取り組み、ハラスメント行為を

許さない組織風土をめざします。 

3. とくに、組合員が日々働く職場や、組合活動の拠点となる組合書記局（組合事務所）

でのハラスメント行為、ハラスメントと思われる行為を黙認しません。 

4. この宣言は、自治労組合員のみならず、自治労運動に関係する全ての方々を対象とし

ます。また、自治労運動に関わる、あらゆる場所・時間での行為を対象とします。 

 

 2023年11月27日 

全日本自治団体労働組合     

中央執行委員長 石 上 千 博  
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自治労本部主催会議・集会のハラスメント防止にむけた対応 
 

 

 自治労本部は、「トップメッセージ」（2023年11月27日中央執行委員会確認）において、

自治労運動に関係するすべての方々を対象に、「自治労運動に関わる、あらゆる時間・場

所でのハラスメントを一掃する」と宣言しました。 

 こうした宣言を確認したにも拘わらず、自治労本部主催の会議・集会において、県本

部・単組参加者の間で、複数回、ハラスメント行為（疑いも含む）を受けたとの訴えを受

けています。 

 ハラスメント撲滅を掲げる自治労は、一般の企業・団体以上にハラスメント防止の責任

を負っています。 

 自治労本部は、これらの責任を自覚し、組合員が会議・集会に安心、安全に参加いただ

くため、主催者として以下の通り対応をはかります。 

 ご理解とご協力をお願いします。 
 
1. 酒宴をともなう懇親会について 

  過去に発生した事案では、酒宴をともなう懇親会に参加し、泥酔状態となった参加者

から、不必要な身体接触や性的言動を受けたとする事案が発生しています。 

  これ以上、深刻な被害を発生させないため、自治労本部としては、酒宴をともなう懇

親会を全面的な禁止とすべき状況にあると認識しています。 

  しかし、自治労本部主催の会議・集会においては、組合員相互の交流機会も重要であ

ることから、参加者に対して、最低限の措置として本部主催または私的な懇親会も含め、

酒宴をともなう会は一次会のみとし、二次会の禁止を求めます。 

  酒宴をともなう一次会を開催する場合であっても、組合員相互の貴重な交流機会とと

らえ、節度をもった行動をよろしくお願いします。 
 
2. 本会議・集会で、ハラスメント行為（疑いを含む）の訴えを受けた際の自治労本部の

対応について 

 ① 安全、安心な会議・集会の場を提供するため、主催者として状況把握のために聞き

取りを行います。 

 ② 本部が聞き取った内容について、希望に応じて、本部から行為者（疑いを含む）、

行為者が所属する県本部・単組に通知することができます。 

 ③ 状況把握で聞き取った内容は、プライバシー保護に留意しつつ、会議・集会担当の

自治労本部役職員、集会等を所管する自治労本部責任者、自治労本部ハラスメント対

策委員会事務局、行為者が所属する県本部責任者（委員長・書記長）に限定し、共有

します。 

 ④ 状況把握の聞き取りを行い、主催者として、集会の運営に支障をきたす行為と判断

する場合、または、被害者の心身の安全確保が必要と判断する場合は、行為者に途中

退席を求めます。 

 ⑤ 不適切な行為と判断された場合であっても、行為者の人事上の処分（懲戒等）は、

所属先の県本部・単組が行うものであり、本部が行うことはできません。 
 
 2024年11月25日 

全日本自治団体労働組合     

中央執行委員長 石 上 千 博  
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参議院議員(自治労組織内)

YouTube【きしまきちゃんねる】
～私たちの声を国会へ～ 衛生医療評議会×岸まきこ

■「もっとも多かった月の労働時間は？」 (5分50秒) ■「職場を辞めたいと思いますか？」 (4分18秒)

衛生医療評議会の課題

■「現在の収入に満足していますか？」 (5分12秒)

参議院議員(自治労組織内)

YouTube【きしまきちゃんねる】

(3分53秒)

～私たちの声を国会へ～
衛生医療評議会×岸まきこクロストーク ダイジェスト

【LINE公式アカウント】
リリースしました︕
友だち登録 をおねがいします

ご視聴、 いいね👍👍
チャンネル登録、
よろしくお願いします！

衛生医療評議会キャラクター

「めでぃかりす」

動画の本編については、追ってご案内します。
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参議院議員(自治労組織内)

YouTube【きしまきちゃんねる】
～私たちの声を国会へ～ 衛生医療評議会×岸まきこ

■「保健所で働く保健師の課題」 (7分13秒)■「市町村保健師の課題」 (4分32秒)

保健所における保健師の現場課題

参議院議員(自治労組織内)

YouTube【きしまきちゃんねる】
～私たちの声を国会へ～ 衛生医療評議会×岸まきこ

■「労働時間の整備」 (4分32秒) ■「公立・公的病院の再編・統合/医療DXの推進」 (5分43秒)

■「夜間労働への配慮、介護・育児者への支援と人材補充」 (5分48秒)

医療従事者の労働条件と地域医療の持続可能性
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じちろうネット
の紹介動画は
コチラ↓
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